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様式１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要様式 

 
１．評価対象に関する事項 
法人名 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 
評価対象事業年

度 
年度評価 平成 30 年度（第４期） 
中期目標期間 平成 28 年～令和２年度 

 
２．評価の実施者に関する事項 
主務大臣 文部科学大臣 
 法人所管部局 初等中等教育局 担当課、責任者 特別支援教育課、俵幸嗣 
 評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者 政策課、柿田恭良 
 
 
３．評価の実施に関する事項 
 

 
 
４．その他評価に関する重要事項 
 

                        

※提出時には色を抜くこと 

…実績報告時に法人が記載する項目。  

 …評価時に所管課が記載する項目。 
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様式１－１－２ 中期目標管理法人 年度評価 総合評定様式 

 
１．全体の評定 
評定 
（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 

  （参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況 
28 年度 29 年度 30 年度 令和元年度 令和２年度 

Ｂ Ｂ    
評定に至った理由  
 
２．法人全体に対する評価 
法人全体の評価  

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 
 

 
３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 
項目別評定で指摘した

課題、改善事項 
（項目別評定で指摘した課題、改善事項で翌年度以降のフォローアップが必要な事項を記載。中期計画及び現時点の年度計画の変更が必要となる事項があれば必ず記載） 
 

その他改善事項  

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 
 

 
４．その他事項 
監事等からの意見  該当なし。 

 
その他特記事項 （有識者からの意見があった場合の意見、評価の方法について検討が必要な事項など、上記以外で特に記載が必要な事項があれば記載） 

 
 

※ 評定区分は以下のとおりとする。 

Ｓ：中期目標管理法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる。 
Ａ：中期目標管理法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。 
Ｂ：全体としておおむね中期計画における所期の目標を達成していると認められる。 
Ｃ：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する。 
Ｄ：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める。 
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様式１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表様式 

 

中長期目標（中長期計画） 年度評価 項目別

調書№ 
備考 

 
 中長期目標（中長期計画） 年度評価 項目別

調書№ 
備考 

 28 年度 29 年度 30 年度 令和元

年度 
令和２

年度 
  28年度 29年度 30年度 令和元

年度 
令和２

年度 
Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 
 １．特別支援教育に係る実

際的・総合的研究の推進に

よる国の政策立案・施策推

進等への寄与及び教育現場

への貢献  

Ｂ○ Ｂ○    

１－１  

  １．業務運営の効率化に関する

事項 
Ｂ Ｂ    ２  

  
  
  
  

   
２．各都道府県等における

特別支援教育政策や教育実

践等の推進に寄与する指導

者の養成 

Ａ○ Ａ○    

１－２ 

   
  
  

   
  Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 
 ３．総合的な情報収集・発

信や広報の充実及び関係機

関等との連携強化を通じた

特別支援教育に関する幅広

い関係者の理解の促進 

Ｂ○ Ｂ○    

１－３ 

   １．財務内容の改善に関する事

項 
Ｂ Ｂ    ３ 

 
  
  
  

   
  Ⅳ．その他の事項 
 ４．インクルーシブ教育シ

ステム推進センター設置に

よるインクルーシブ教育シ

ステム構築への寄与 

Ｂ○ Ｂ○    

１－４ 

   １．その他の事項 Ｂ Ｂ    ４ 

 

   
   
   
   
 
※１ 重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 

※２ 難易度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 

※３ 重点化の対象とした項目については、各標語の横に「重」を付す。 

※４ 「項目別調書 No.」欄には、平成 30年度の項目別評定調書の項目別調書 No.を記載。 

※５ 評定区分は以下のとおりとする。 

Ｓ：中期目標管理法人の活動により、中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 120％以上で、かつ質的に顕著な成果

が得られていると認められる場合）。 

Ａ：中期目標管理法人の活動により、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 120％以上とする。）。 

Ｂ：中期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 100％以上 120％未満）。 

Ｃ：中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％以上 100％未満）。 
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Ｄ：中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％未満、又は主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずるこ

とを命ずる必要があると認めた場合）。 

なお、「Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項」、「Ⅲ．財務内容の改善に関する事項」及び「Ⅳ．その他の事項」のうち、内部統制に関する評価等、定性的な指標に基づき評価せざるを得ない場合や、一定の条件を満たすことを目標と

している場合など、業務実績を定量的に測定しがたい場合には、以下の評定とする。 

Ｓ：－ 

Ａ：難易度を高く設定した目標について、目標の水準を満たしている。 

Ｂ：目標の水準を満たしている（「Ａ」に該当する事項を除く。）。 

Ｃ：目標の水準を満たしていない（「Ｄ」に該当する事項を除く。）。 

Ｄ：目標の水準を満たしておらず、主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合を含む、抜本的な業務の見直しが必要。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１ 特別支援教育に係る実際的・総合的研究の推進による国の政策立案・施策推進等への寄与及び教育現場への貢献 

業務に関連する政策・施

策 
政策目標２ 確かな学力の向上、豊かな心と健やかな体の育成と信

頼される学校づくり 

施策目標２－８ 一人一人のニーズに応じた特別支援教育の推進 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第 12 条第１項第１号 

当該項目の重要度、難易

度 
重要度「高」：（１）国の政策課題等に対応した研究の推進と研究成

果の普及 

研究活動は、研究所の諸活動の中核であり、国の政策立案・施策

推進に寄与することはもとより、研修事業や情報普及活動を通じて

研究成果を教育現場に還元する等、重要な役割を果たす活動である

ため 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビュー番号 １１８、１１９ 

 

２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

28 年度 29 年度 30 年度 令和元年

度 

令和２年

度 

 28 年度 29 年度 30 年度 令和元年

度 

令和２年

度 

研究課題の実施

件数 毎年度 

10～11 件 
－ 

10 件 

（28 年度

計画値：10

件） 

10 件 

（29 年度

計画値：10

件） 

10 件 

（30 年度

計画値：10

件） 

  予算額（千円） 

242,447 231,250 260,144 

  

研究成果の教育

現場等での活用

状況 

50％以上 － 30％ 46.6％ 70.5％ 

  決算額（千円） 

240,352 232,614 230,409 

  

研究活動の外部

評価（5 段階で 4

以上の割合） 

100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

  経常費用（千円） 

240,613 232,393 231,641 

  

        経常利益（千円） 236,432 232,954 229,556   
        行政サービス実施

コスト（千円） 
218、093 226,320 229,969 

  

        従事人員数 19 17 21   
注１）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                       注２）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注３）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （１）国の政策課題等 

に対応した研究の推進と

研究成果の普及 

 

権利条約の批准、次期障

害者基本計画の策定等、国

内外の障害者施策を取り

巻く状況の変化等を踏ま

え、特別支援教育のナショ

ナルセンターとして研究

を戦略的かつ組織的に実

施するため、国との密接な

連携による国の政策課題

に対応した研究を中心に

精選、重点化して実施し、

障害のある子供一人一人

の教育的ニーズに対応し

た教育の実現に貢献する

こと。 

これらの研究の実施に

当たっては、中期目標期間

において実施する研究に

ついて、国との協議を経て

研究体系を策定し、研究の

背景・必要性や研究の行

程、達成すべき成果を明示

したロードマップを早急

に明らかにするとともに、

各都道府県教育委員会や

特別支援学校長会等の関

係機関に対する研究ニー

ズ調査を行うことや学校

長会、保護者団体、大学等

の関係機関・団体と相互の

課題認識・研究方法・研究

資源などを共有すること

により、より効率的かつ効

（１）国の政策課題等に対応した

研究の推進と研究成果の普及 

 

 

① 研究の背景・必要性や研究の

方向性、研究所が実施する研究の

内容、達成すべき成果等、今後５

年間の研究のロードマップを明

らかにした「研究基本計画」を策

定し、これに基づき、次の研究を

戦略的かつ組織的に実施する。 

 

イ 基幹研究：文部科学省との緊

密な連携のもとに行う、国の特別

支援教育政策の推進に寄与する

研究 

（横断的研究）各障害種別を通じ

て、国の重要な政策課題の推進に

寄与する研究（原則５年間） 

（障害種別研究）各障害種におけ

る喫緊の課題の解決に寄与する

研究（原則２年間） 

 

ロ 地域実践研究：インクルーシ

ブ教育システムの構築に向けて、

地域や学校が直面する課題の解

決のために研究所が地域と協働

して実施する研究（メインテーマ

のもとに複数のサブテーマを設

定、原則２年間） 

 

② 基幹研究及び地域実践研究

の実施に当たっては、国との密接

な連携による国の政策課題に対

応した研究を中心に精選、重点化

して、毎年度概ね 10～11 課題を

実施する。 

（１）国の政策課題等に対応した研究の推

進と研究成果の普及 

 

 

① 「研究基本計画」に基づき、次の研究

を戦略的かつ組織的に実施する。 

 

 

 

 

 

 

イ 基幹研究：文部科学省との緊密な連携

のもとに行う、国の特別支援教育政策の推

進に寄与する研究（横断的研究、障害種別

研究） 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 地域実践研究：インクルーシブ教育シ

ステムの構築に向けて、地域や学校が直面

する課題の解決のために研究所が地域と

協働して実施する研究 

 

 

 

 

② 基幹研究及び地域実践研究の実施に

当たっては、国との密接な連携による国の

政策課題に対応した研究を中心に精選、重

点化して、基幹研究６課題、地域実践研究

４課題を実施する。 

 

＜主な定量的指標＞ 

 

 

 

・国が政策立案・施策

実施等のために必要と

する課題に関する調査

研究を毎年度10件程度

実施する。 

 

・教育現場における研

究成果の活用状況を毎

年度調査し、半数以上

の現場で改善に活用さ

れる。 

 

＜その他の指標＞ 

・研究成果について、

国へ提供するととも

に、都道府県等教育委

員会はもとより広く一

般に公開したか。また、

サマリー集やリーフレ

ット等を作成し、効果

的な還元を行ったか。 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

① 戦略的かつ組織的な研究の実施 

 「研究基本計画」に基づき、各地域や学校現

場におけるインクルーシブ教育システム構築の

動きが一層本格化する状況や新学習指導要領等

の本格実施に向けて特別支援教育における教育

課程に関する研究が重要であること等を踏まえ

て、国が政策立案・施策実施等のために必要と

する課題に関する調査研究として以下に示す基

幹研究６課題、地域実践研究４課題の計 10 件の

研究を実施した。また、研究は④に示している

とおり、戦略的かつ組織的に推進した。なお、

これ以外に外部資金研究 20 件、受託研究４件を

実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 基幹研究６課題と地域実践研究４課題の実施 

 平成30年度に実施した研究成果の概要は以下の

とおり。 

イ 平成 30 年度の基幹研究の実施 

ⅰ）平成 29 年度からの継続研究 

（基幹研究：横断的研究） 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

 

研究基本計画に基づき、

基幹研究（横断的研究）２

件、基幹研究（障害種別研

究）４件、地域実践研究４

件、合計 10 件を実施した。

その際、研究課題に応じて

全研究職員が障害種を横

断して研究チームを編成

し、それぞれに外部の研究

協力者・機関を委嘱した。 

 

 主務大臣の指摘事項

（「平成 29 年度における

業務の実績に関する評

価」）である研究成果の活

用度について、従来の研究

成果報告書、研究成果報告

書サマリー集に加えてリ

ーフレット、ガイドブック

等の研究成果物を含めた

活用状況の調査を行った。

その結果、最も多く利用さ

れた成果物（「小学校・中

学校管理職のための特別

支援学級の教育課程編成

ガイドブック－試案－」）

は回答機関の57.1％が「特

に活用できた」「活用でき

た」と回答した。また、半

数以上の機関は「特に活用

できた」あるいは「活用で

きた」成果物を少なくとも

６つ挙げていた。少なくと

評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

＜評価すべき実績＞ 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

 

＜その他事項＞ 

有識者意見 

・成果の活用度調査について、

横断的研究と障害種別の研究

では、研究成果を必要とする部

署が違うがその点を考慮する

と活用度は高くなるか。また、

調査対象が都道府県等教育委

員会及び特別支援教育センタ

ーであることを考えると活用

度が 50％程度というのは低い

気がするがどう理解したら良

いか。 

 

・今日、学校においても、様々

な障害のある子供たちが多く

存在している。特に、障害児を

担当する特別支援学級におい

ては、普通級における日常の学

習指導のみでなく、様々な障害

を持つ児童生徒に対する個別

指導と共に、学校においては、

集団としての支援が重要とな

っている。また、多様な障害に

対しての指導も行わなくては

ならない状況も多く発生して

いる。この様な現状の中で、研

究所において、研究チームを編

成し、横断的な障害に対する研

究を行っていることは、高く評
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果的に研究を推進するこ

と。 

研究成果については、特

別支援教育に関する国の

政策立案・施策推進等に寄

与するよう国に提供する

とともに、都道府県教育委

員会・特別支援教育センタ

ー等はもとより広く一般

にも公開するなど、研究成

果等の普及を図ること。 

なお、研究成果が教育現

場等に対し有効に提供・活

用されているか否かにつ

いて検証すること。 

 

【指標】 

・インクルーシブ教育シス

テム構築における取組の

成果や課題を可視化する

ための評価指標の開発な

ど、国が政策立案・施策実

施等のために必要とする

課題に関する調査研究を

毎年度 10 件程度実施す

る。（平成 23 年度：16 件、

平成 24 年度：10 件、平成

25 年度：10 件、平成 26

年度：11 件、平成 27 年度：

11 件） 

・教育委員会、学校等の教

育現場における研究成果

の活用状況（研修会等への

活用実績や授業実践への

活用実績等）を毎年度調査

し、半数以上の現場で改善

に活用される。 

【重要度：高】【優先度：

高】 

研究活動は、研究所の諸

活動の中核であり、国の政

策立案・施策推進に直接に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 平成 30 年度は、基幹研究を次のとお

り実施する。 

ⅰ）平成 29 年度からの継続研究 

（基幹研究：横断的研究） 

・我が国におけるインクルーシブ教育シス

テム構築に関する総合的研究（平成 28～32

年度） 

・特別支援教育における教育課程に関する

総合的研究（平成 28～32 年度） 

（基幹研究：障害種別研究） 

・視覚障害を伴う重複障害のある児童生徒

の指導に関する研究－特別支援学校（視覚

障害）における指導を中心に－（平成 29

～30 年度） 

・精神疾患及び心身症のある児童生徒の教

育的支援・配慮に関する研究（平成 29～30

年度） 

ⅱ）平成 30 年度から新規に行う研究 

（基幹研究：障害種別研究） 

・聴覚障害教育におけるセンター的機能の

充実に関する研究－乳幼児を対象とした

地域連携－（平成 30～31 年度） 

・言語障害のある中学生への指導・支援の

充実に関する研究（平成 30～31 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 平成 30 年度は、地域実践研究を次の

とおり実施する。 

・「我が国におけるインクルーシブ教育システム

構築に関する総合的研究－インクルーシブ教

育システム構築の評価指標（試案）の検証－」 

→評価指標（試案）のコンセプトを明確化し、

研究協力機関での試行により改善を図っ

た。 

・「特別支援教育における教育課程に関する総合

的研究－新学習指導要領に基づく教育課程の

編成・実施に向けた現状と課題－」 

→育成を目指す資質能力の指導の状況や学び

や支援について、総合的なまとめを行って

いる。 

（基幹研究：障害種別研究） 

・「視覚障害を伴う重複障害のある児童生徒の指

導に関する研究－特別支援学校（視覚障害）

における指導を中心に－」 

→訪問調査を実施した上で効果的な指導内容

と指導方法を示した。 

・「精神疾患及び心身症のある児童生徒の教育的

支援・配慮に関する研究」 

→「精神疾患及び心身症のある子どもの教育

支援ガイドブック」（試行版）を作成した。 

ⅱ）平成 30 年度から新規に行った研究 

（基幹研究：障害種別研究） 

・「聴覚障害教育におけるセンター的機能の充実

に関する研究－乳幼児を対象とした地域連携

－」 

→特別支援学校（聴覚障害）における機関連

携の状況に関する全国調査を実施し、結果

の考察を行った。また、訪問調査も開始し

た。 

・「言語障害のある中学生への指導・支援の充実

に関する研究」 

→小学校のことばの教室に通っていた言語障

害のある中学生の実態、ことばの教室担当

教員の現状と指導上の課題や通いやすい教

室の在り方等を明らかにすることを目的と

して全国調査を実施し、結果の考察を行っ

た。 

 

ロ 地域実践研究 

 平成 30 年度は、合計で 13 の指定研究協力地

も１つの成果物について

「特に活用できた」「活用

できた」とした回答は

70.5％であった。 

２つめの指摘事項であ

った小学校・中学校、特に

高等学校においても活用

の図られる実践的な研究

への対応として基幹研究

において小・中学校等で利

用できるガイドブック（試

行版）の開発を行った。 

 

また、終了課題について

研究成果報告書、研究成果

報告書サマリー集を作成

し、文部科学省や都道府

県、全国の市区町村教育委

員会、特別支援教育センタ

ー、各種学校長会等の関係

機関へ送付した。また、ガ

イドブック（試行版）、リ

ーフレットについては研

究成果報告書の一部とし

て作成し、研究所のホーム

ページで公開したり、研究

所セミナーや地域の指導

的立場にある者を対象と

した研修講義で活用した

りするなど、研究成果の効

果的還元に取り組んだ。 

 

 以上により目標を達成

した。 

 

＜課題と対応＞ 

研究成果の活用につい

ては、定量的指標は達成し

た一方で、最も活用された

成果物の活用度の数値が

50％台に留まっているこ

とから、研究所が主催する

価できる。また、研究所の広報

活動においても、様々な媒体で

の発信をしており、このことも

評価できる。特に今日、特別支

援学校のみでなく、通常の学校

や普通学級においても支援や

配慮を必要とする子供が増加

傾向にあり、研究所における

様々な研究を通しての成果物

等により、特別支援学校以外に

も役立つものとなっており、そ

のことについても高く評価で

きる。 

 

・「戦略的かつ組織的な研究の

実施」について 

 学校の組織体制として、専門

的な知識や障害等に関する理

解も不十分なまま新しく特別

支援学級等を担任する教員が

多くおり、また、発達障害等に

関する知識や指導法への理解

が不十分なまま当該児童生徒

の指導を任されている通常の

学級を担任している教員も多

くいる。多くの小・中・高校に

おいて特別な支援を必要とす

る児童生徒に対する指導・支援

はどうあれば良いかについて、

特総研においても各地域の特

別支援教育センターの取組を

先導し、バックアップするよう

な研究をこれからも積極的に

進めてほしい。 

・「研究チームの編成と各種関

係機関・団体との連携」につい

て 

 障害種ごとの専門的な研修

を深めていくとともに、インク

ルーシブ教育システム構築に

おいて連続性のある「多様な学

びの場」を用意することが求め
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寄与することはもとより、

研修事業や情報普及活動

を通じて研究成果を教育

現場に還元する等、重要

度、優先度は高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 研究課題の精選・採択や研究

計画・内容の改善を図るため、毎

年度、都道府県等教育委員会や特

別支援教育センター、学校長会等

をはじめ、広く国民に対して研究

ニーズ調査を実施するとともに、

研究計画を立案する段階におい

て、特に、期待される研究成果の

明確化に留意する。 

研究成果については、特別支援

教育に関する国の政策立案・施策

推進等に寄与するよう国に提供

するとともに、都道府県等教育委

員会・特別支援教育センター・学

校等はもとより広く一般にも公

開する。また、研究成果報告書の

ほか、サマリー集やリーフレッ

ト、指導資料等を作成し、研究成

果の効果的な還元を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ）平成 30 年度からの新規課題 

・インクルーシブ教育システム構築に向け

た体制整備に関する研究（メインテーマ） 

a 就学に関する教育相談、就学先決定に関

する研究（サブテーマ） 

b インクルーシブ教育システムの理解啓

発に関する研究（サブテーマ） 

・インクルーシブ教育システム構築に向け

た特別支援教育に関する実際的研究（メイ

ンテーマ） 

a 多様な教育的ニーズに対応できる学校

づくりに関する研究（サブテーマ） 

b 学校における合理的配慮及び基礎的環

境整備に関する研究（サブテーマ） 

 

③ 研究課題の精選・採択や研究計画・内

容の改善を図るため、都道府県等教育委員

会や特別支援教育センター、学校長会等を

はじめ、広く国民に対して研究ニーズ調査

を実施するとともに、研究計画を立案する

段階において、特に、期待される研究成果

の明確化に留意する。 

 

 

研究成果については、特別支援教育に関

する国の政策立案・施策推進等に寄与する

よう国に提供するとともに、都道府県等教

育委員会・特別支援教育センター・学校等

はもとより広く一般にも公開する。また、

研究成果報告書のほか、サマリー集やリー

フレット、指導資料等を作成し、研究成果

の効果的な還元を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

域と協働し、都道府県等教育委員会から派遣さ

れた地域実践研究員とともに研究を推進し、地

域の課題を解決する知見を得た。また、６県市・

７会場において「地域実践研究フォーラム」を

実施し、地域や学校が直面する課題の解決に貢

献する成果を得た。［詳細はＰ33-34 に掲載］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 研究課題の精選・採択及び研究計画・内容の

改善（研究ニーズ調査） 

 平成 29年 12月 19日〜平成 30年１月 31日に

かけて、全国の都道府県、市区町村等教育委員

会、特別支援教育センター、特別支援学校、教

員養成大学、各種学校長会、教育長会等を対象

として、平成 30 年度に実施する研究課題及び第

４期中期目標期間における５年間に実施予定の

研究課題についてのニーズ調査を研究所のホー

ムページ上で実施した。 

 その結果、平成 30 年度の新規研究課題（４課

題）について 691 件、第４期中期目標期間にお

ける５年間の研究計画について74件の回答があ

った。この回答を踏まえて、取り上げる事例に

ついての内容の改善や実施する調査内容の改善

を図るなど、「研究実施計画」の改善を行うとと

もに、その工夫や改善の方向性については研究

所のメールマガジンを通じて公開した。また、

第４期中期目標期間における５年間の研究計画

についての意見は、各研究班による研究基本計

画の改定の検討を行う際の参考資料とするな

ど、研究計画や内容の改善を図った。 

 

・研究成果の公開 

全ての終了課題で、研究成果報告書を作成

するとともに、それらを簡潔にまとめた研究

成果報告書サマリー集を作成し、文部科学省

研修の方法の工夫、改善を

行うとともに、教育現場に

対して教員研修、情報提供

を行う特別支援教育セン

ター等の協力を得て、研究

所として研究成果の内容

及び示し方のさらなる工

夫や普及方策の改善を図

る。 

 

 

られていることを考えると、こ

れまで以上に学校種や障害種

を超えた研究の推進が必要に

なるものと考えている。 

・「活用度調査の改善と実施」

について 

 研究成果物をまとめるにあ

たっては、教員が多忙化してい

るという現状からも、使い勝手

に配慮し、たとえば①管理職向

けのもの、②特別支援コーディ

ネーターや特別支援学級担当

者向けのもの、③通常の学級担

任等向けのものというカテゴ

リーで分類することも、活用し

てもらうためには効果的では

ないかと考える。 

 

・多くの研究機関が特別支援教

育についての研究を進めてい

る中、国の施策推進を行う機関

として、研究成果をリーフレッ

トやガイドブックにする等、分

かりやすい資料として発行さ

れていることは大きく評価で

きる。 

・すぐに教育現場で役立てるこ

とができる研究と、少し先を見

据えた方向性を示す研究とが

あり、どちらも大切である。実

践的な研究は、各教育委員会や

学校でも実施されており、それ

らの機関が参考にできる研究

を今後も進めていただきたい。 

・近年は、障害者を取り巻く環

境の進展は著しい。その変化に

迅速に対応した研究内容も望

まれる。特に、教育現場におけ

るＩＣＴの活用や障害児者の

キャリア教育等についての研

究も急がれるところである。 
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④ 研究を戦略的かつ効果的に

推進するために、研究課題に応じ

て外部の研究協力者・研究協力機

関を積極的に登用するとともに、

横断的研究及び地域実践研究に

ついては、障害種を超えて柔軟な

研究チームを編成する。また、学

校長会、保護者団体、大学等の関

係機関・団体と相互の課題認識・

研究方法・研究資源などを共有す

ることにより、より効率的かつ効

果的に研究を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 終了した研究課題毎に、教育

委員会や学校等の教育現場にお

ける研究成果の活用状況（研修会

等での活用実績や授業実践への

活用実績等）について毎年度アン

ケート調査を実施し、半数以上の

現場で改善に活用されているか

の検証を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 研究を戦略的かつ効果的に推進する

ために、研究課題に応じて外部の研究協力

者・研究協力機関を積極的に登用するとと

もに、横断的研究及び地域実践研究につい

ては、障害種を超えて柔軟な研究チームを

編成する。また、学校長会、保護者団体、

大学等の関係機関・団体と相互の課題認

識・研究方法・研究資源などを共有するこ

とにより、より効率的かつ効果的に研究を

推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 終了した研究課題について、教育委員

会や学校等の教育現場における研究成果

の活用状況（研修会等での活用実績や授業

実践への活用実績等）のアンケート調査を

実施し、半数以上の現場で改善に活用され

ているかの検証を行う。また、研究成果が

より一層教育現場で活用されるよう、得ら

れた調査結果を分析し、必要に応じて教育

委員会等へ聞き取り調査を行うとともに、

研究成果のアウトプット方法を検討し、次

の研究計画立案に活用する。 

や都道府県、全国の市区町村教育委員会、特

別支援教育センター、各種学校長会等の関係

機関へ送付したほか、ガイドブック（試行版）、

リーフレットを研究成果報告書の一部として

作成し、研究所のホームページで公開したり、

研究所セミナーや研修講義で活用したりする

など、研究成果の効果的還元に取り組んだ。 

 

④ 研究チームの編成と各種関係機関・団体との

連携 

 文部科学省の特別支援教育調査官等に加え、

都道府県等教育委員会、各種学校長会、特別支

援学校、専門的な知見を有する大学教員、国立

教育政策研究所の研究官等を研究協力者として

委嘱した。 

 横断的研究及び地域実践研究では、研究課題

に応じて全研究職員40名が障害種を横断して柔

軟な研究チームを構成するなど、それぞれの専

門性を生かした研究を推進する体制とした。 

 基幹研究の実施にあたり、文部科学省から示

された政策的な動向を踏まえて研究を進めたほ

か、関係する研究班等が全国特別支援学校長会

の実施する各種調査の設計・分析等に協力し調

査結果を共有している。特に、全国聾学校長会

から「特別支援学校（聴覚障害）における指導

等に関する実態調査」のデータ提供を受け、全

国聾学校長会と聴覚班が連携し、年度内に分析

を行った。研究成果についても全国聾学校長会

を通じて効果的に普及することとしている。 

 

⑤ 活用度調査の改善と実施 

平成 30 年度は、次のような内容で調査を実施

した。 

・調査期間 

 平成 31 年３月８日〜平成 31 年３月 28 日 

・調査内容 

 平成 27 年度及び 28 年度に終了した研究課題

の研究成果報告書サマリー集、研究成果報告書、

リーフレット、ガイドブック等の現場における

課題の改善への活用等についての意見招請 

・調査対象 

 都道府県等教育委員会、特別支援教育センタ

・不登校の背景に発達障害があ

る場合の支援について 

適切なアセスメント、支援が

なされず長期のひきこもりに

なってしまうケースは多いの

ではないか。不登校と発達障害

の関連性と実態調査、地域の社

会資源とつながったチーム支

援の在り方、などの研究をお願

いしたい。 
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ーの計 191 件 

・結果 

105 件の回答（回収率は 55.0％）があり、最

も多く利用された成果物は「小学校・中学校管

理職のための特別支援学級の教育課程編成ガイ

ドブック－試案－」であり、回答した機関の

57.1％が「特に活用できた」「活用できた」と回

答した。続いて「特別支援教育で ICT を活用し

よう」が 54.3％、「インクルーシブ教育システム

構築のための体制づくりに関する研究－学校に

おける体制づくりのガイドライン（試案）の作

成－」が 51.4％となった。また、「特に活用でき

た」と「活用できた」を合わせた成果物の数が

１つ以上あった機関の割合は 70.5％、６つ以上

の機関の割合でみても 51.4％であり、半数以上

の機関が少なくとも６つ以上の成果物を活用し

ていた。また、研究成果の示し方については「リ

ーフレットのように研究の概要が簡潔にまとめ

られたもの」「ガイドブックのように教員が活用

しやすいもの」「教育委員会や特別支援教育セン

ターでの研修で活用しやすいもの」という回答

が多かった。教育委員会１機関、及び特別支援

教育センター２機関に対して聞き取り調査を行

った結果でも、同様の回答がみられた。 

 （２）評価システムの 

充実による研究の質の向

上 

 

研究の実施に当たって

は、特別支援教育政策の充

実及び教育現場の教育実

践等の推進に貢献する観

点から、内部評価及び外部

評価を実施し、研究計画・

内容の改善、研究の効果

的・効率的実施及び研究の

質的向上を図ること。ま

た、ＰＤＣＡサイクルを確

立し、十分に機能させ、研

究内容の更なる質的向上

を図るための評価システ

ムを充実すること。 

（２）評価システムの充実による

研究の質の向上 

 

 

① 「研究基本計画」に基づき、

研究課題毎に、国の政策課題や教

育現場の課題への貢献等の観点

から、中間及び終了時における内

部評価及び研究所運営委員会に

よる外部評価を実施し、研究計

画・内容の改善、研究の効果的・

効率的実施及び研究の質的向上

を図る。全ての研究課題につい

て、外部評価において、高い評価

（５段階評価で４以上）を得る。 

 

 

 

（２）評価システムの充実による研究の 

質の向上 

 

 

① 「研究基本計画」に基づき、研究課題

毎に、国の政策課題や教育現場の課題への

貢献等の観点から、中間及び終了時におけ

る内部評価及び研究所運営委員会による

外部評価を実施し、研究計画・内容の改善、

研究の効果的・効率的実施及び研究の質的

向上を図る。全ての研究課題について、外

部評価において、高い評価（５段階評価で

４以上）を得る。 

  

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・外部評価において、

全ての研究において高

い評価（５段階評価で

４以上） を得る。 

 

＜その他の指標＞ 

・研究区分の特性に応

じた評価システムを構

築し、アウトカムを重

視した評価の観点・項

目の設定等を行い、評

価システムの改善を図

る。また、ＰＤＣＡサ

イクルを重視して評価

システムを運用する。 

 

＜評価の視点＞ 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

① 内部評価と外部評価 

 内部評価として、研究の実施期間中に行われ

る中間評価、研究開始年度の年度末に行われる

初年度評価と最終年度の年度末に行われる最終

評価を行った。 

外部評価は、研究所の運営委員会に置く外部

有識者で構成される外部評価部会が以下のとお

り行った。 

（外部評価） 

・期間 

平成 31 年４月〜令和元年５月 

・対象課題 

基幹研究６課題 

地域実践研究４課題 

＜根拠＞ 

 

 

 

平成 30 年度に実施した

基幹研究６課題及び地域

実践研究４課題について、

内部評価及び外部評価を

実施した。外部評価におい

て全 10 課題のうち１課題

がＡ+、それ以外の９課題

がＡとなり、全 10 課題で

５段階中４以上の評価と

なった。 

 

また、外部評価の実施に

あたり「平成 29 年度にお

ける業務の実績に関する

有識者意見 

・外部評価の結果も極めて良

く、研究成果が出ていると言え

る。 

・これまでの定量的な評価と共

に、定性的な評価の導入は、特

別支援教育が、本来、一人一人

の子供の個の成長と発達とを

捉えることからも重要であり、

定量的な評価では見えない、一

人一人の個についての研究成

果を見るには重要となる。さら

に、その研究成果を PDCA サイ

クルの中に位置付け、その運用

を図っていることも評価でき

る。 

 

・研究の成果が短期で明確にな
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【指標】 

・研究所運営委員会の行う

外部評価において、全ての

研究において高い評価（５

段階評価で４以上）を得る

（平成 23 年度～平成 26

年度実績：全ての研究で４

以上の評価） 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 研究の評価に当たっては、研

究区分の特性に応じた評価シス

テムを構築するとともに、アウト

カムを重視した評価の観点・項目

の設定、自己評価の充実などの評

価システムの改善を図る。また、

評価結果を研究課題の設定や研

究内容の改善に生かすとともに、

研究所の日々の研究活動の質的

向上につなげるなど、ＰＤＣＡサ

イクルを重視して評価システム

を運用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 研究の評価に当たっては、研究区分の

特性に応じた評価システムを構築すると

ともに、アウトカムを重視した評価の観

点・項目の設定、自己評価の充実などの評

価システムの改善を図る。また、評価結果

を研究課題の設定や研究内容の改善に生

かすとともに、研究所の日々の研究活動の

質的向上につなげるなど、ＰＤＣＡサイク

ルを重視して評価システムを運用する。 

特になし ・評価結果 

Ａ+、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｃ-の５段階で評価を

実施し、10 課題のうち、Ａ+評価が１課題、

Ａ評価が９課題であった。 

 

 なお、Ａ+であった課題は以下のとおりであ

る。その他の課題はＡ評価。 

ⅰ）最終評価（平成 30 年度終了課題） 

・「精神疾患及び心身症のある児童生徒の教育的

支援・配慮に関する研究」 

→ 評価：Ａ+ 

 

② 評価システムの改善 

平成 30 年度は、平成 29 年度に引き続き、評

価の観点として、国の政策立案や施策推進等へ

の寄与、地方自治体の施策推進等への寄与、学

校現場での課題解決への寄与の観点で該当する

研究成果の活用可能性を評価するなど、アウト

カムを重視する評価の観点を設定した。また、

初年度評価については、研究の進捗状況を中心

にした総合評価とし、次年度に向けた改善策や

充実につながる方策についての意見を求める項

目を設定し、研究の質的向上につながる評価を

行った。 

地域実践研究については、これらに加えて指

定地域での課題解決の見込みについて項目を設

けるなど、研究区分の特性に応じた評価を行っ

た。 

内部評価、外部評価の評価結果については、

評価結果の確定後に、理事長が、それぞれの研

究代表者へ速やかにフィードバックし、指摘へ

の対応状況について次の段階の自己評価の際に

様式に記入させ、具体的な報告を求めるなど、

PDCA サイクルが着実に実施されるように評価シ

ステムを運用した。 

 

評価」（平成 30 年８月）に

おける主務大臣の指摘事

項（有識者の意見）「ホー

ムページや特総研の印刷

物等を活かしているかが

評価できると良い」を踏ま

え、外部評価部会で評価を

実施した。 

 

 基幹研究と地域実践研

究で異なる評価の観点を

設けるなど、研究区分の特

性に応じた評価を行うと

ともに、定性的な評価を指

向した評価票の改善を行

った。 

 評価結果は理事長が、そ

れぞれの研究代表者へ速

やかにフィードバックす

るなど、PDCA サイクルが

着実に実施されるように

評価システムを運用した。 

 

 以上により目標を達成

した。 

 

＜課題と対応＞ 

 評価項目、評価方法につ

いてはその改善のため不

断の見直しを行い、他の独

立行政法人等の評価シス

テムを参考とするなど評

価システムの充実を図る

こととしている。 

 

るものではないと思われるが、

研究の成果がすべての子ども

たちに還元されることを目指

して今後とも引き続き、研究を

進めていただきたい。 

 

・外部評価を活用し、評価シス

テムの見直しがなされており、

ＰＤＣＡサイクルで、その評価

が確実に研究内容に反映され

るようになっており、評価でき

る。 

 

注５）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 
特になし。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－２ 各都道府県等における特別支援教育政策や教育実践等の推進に寄与する指導者の養成 

業務に関連する政策・施

策 
政策目標２ 確かな学力の向上、豊かな心と健やかな体の育成と信頼される学校

づくり 

施策目標２－８ 一人一人のニーズに応じた特別支援教育の推進 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第 12 条第１項第２

号 

当該項目の重要度、難易

度 
重要度「高」、難易度「高」：（２）各都道府県等が実施する教員の資質向上に関わ

る支援 

各都道府県等が進める教職員の資質向上への支援は、喫緊の課題であり、重要

度は高い。また、免許法認定通信教育は、新たにシステムを構築して運用を図る

もので、コンテンツの新規整備や各都道府県における試験の実施等、様々な課題

があり、難易度は高い。 

関連する政策評価・行政事

業レビュー 
行政事業レビュー番号 １１８、１１９ 

 

２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期

間最終年度値等） 

28 年度 29 年度 30 年度 令和元年

度 

令和２年

度 

 28 年度 29 年度 30 年度 令和元年

度 

令和２年

度 

研修受講者の研

修修了後におけ

る指導的役割の

実現状況 

80％以上 － 100％ 100％ 94.4％ 

  予算額（千円） 

247,370 285,147 225,605 

  

研修受講者が事

前に設定した自

己目標の研修修

了直後における

実現状況 

80％以上 － 96.4％ 96.4％ 93.3％ 

  決算額（千円） 

202,561 235,631 192,395 

  

講義配信の受講

登録数 中期目標期間

終了までに、

4,000 人以上 

－ 

1,877 人 

（28 年度

計画値：800

人以上） 

2,722 人 

（29 年度

計画値：

2,400 人以

上） 

3,876 人 

（30 年度

計画値：

3,500 人以

上） 

 

（元年度計

画値：4,000

人以上） 

 経常費用（千円） 

202,404 253,947 210,682 

  

免許法認定通信

教育及び免許法

認定講習による

単位取得者数 

中期目標期間

終了までに、

3,000 人以上 

－ 

551 人 

（28 年度

計画値：300

人以上） 

1,470 人

（29 年度

計画値：700

人以上） 

1、574 人 

（30 年度

計画値：

1,000 人以

上） 

 

（元年度計

画値：1,000

人以上） 

 経常利益（千円） 

186,231 240,147 197,037 

  

        行政サービス実施 194,259 253,947 210,682   
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コスト（千円） 

        従事人員数 13 15 12   
注１）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                       注２）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注３）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （１）国の政策課題や教

育現場のニーズ等に対

応できる指導者の専門

性の向上 

 

インクルーシブ教育

システムの構築に向け

て、各都道府県等におけ

る特別支援教育政策や

教育実践等の推進に寄

与する指導者の養成を

図るため、各都道府県等

における障害種ごとの

教育の中核となる教職

員 を 対 象 と し た専 門

的・技術的な研修及び各

都道府県等における指

導的立場にある教職員

を対象とした特別支援

教育政策上や教育現場

等の喫緊の課題等に対

応した専門的・技術的な

研修を実施すること。 

研修の実施に当たっ

ては、その実施状況を踏

まえた課題や改善が必

要な事項等を整理する

とともに、教員研修セン

ターなどの関係機関と

の連携等研究所の研修

に求められるニーズを

的確に把握し、社会情勢

の変化等を勘案した集

（１）国の政策課題や教育現場の

ニーズ等に対応できる指導者の

専門性の向上 

 

 

① 研修の背景・必要性や研究所

が実施する研修の基本方針や概

要、実施体制等を明らかにした

「研修指針」を策定し、これに基

づき、次の研修を実施する。 

イ 特別支援教育専門研修：各都

道府県等の障害種毎の教育の中

核となる教職員を対象に、障害種

別にコース・プログラムを設け、

その専門性と指導力の向上を図

る研修（約２か月間の宿泊研修） 

・視覚障害・聴覚障害・肢体不自

由・病弱教育コース 

（視覚障害教育専修プログラム） 

（聴覚障害教育専修プログラム） 

（肢体不自由教育専修プログラ

ム） 

（病弱教育専修プログラム） 

・知的障害教育コース 

（知的障害教育専修プログラム） 

・発達障害・情緒障害・言語障害

教育コース 

（発達障害・情緒障害教育専修プ

ログラム） 

（言語障害教育専修プログラム） 

 

ロ インクルーシブ教育システ

ムの充実に関わる指導者研究協

（１）国の政策課題や教育現場のニーズ等

に対応できる指導者の専門性の向上 

 

 

 

① 「研修指針」に基づき、次の研修を実

施する。 

 

 

 

イ 特別支援教育専門研修：各都道府県等

の障害種毎の教育の中核となる教職員を対

象に、障害種別にコース・プログラムを設

け、その専門性と指導力の向上を図る研修

（約２か月間の宿泊研修） 

（第一期）発達障害・情緒障害・言語障害

教育コース 

募集人員：70 名 

実施期間：平成 30 年５月 14 日～平成 30 年

７月 13 日 

（第二期）知的障害教育コース 

募集人員：70 名 

実施期間：平成 30 年９月５日～平成 30 年

11 月９日 

（第三期）視覚障害・聴覚障害・肢体不自

由・病弱教育コース 

募集人員：70 名 

実施期間：平成 31 年１月９日～平成 31 年

３月 14 日 

募集人員計：210 名 

 

ロ インクルーシブ教育システムの充実に

関わる指導者研究協議会：各都道府県等に

＜主な定量的指標＞ 

・研修受講者の研修修

了後における指導的

役割の実現状況につ

いて 80％以上 

・研修受講者が事前に

設定した自己目標の

研修修了直後におけ

る実現状況について

80％以上 

 

 

＜その他の指標＞ 

・研究所の研修に求め

られるニーズや社会

情勢の変化等を的確

に反映させる。また、

研究成果等の最新の

知見等をカリキュラ

ムに取り入れるとと

もに、講義のほか、演

習・研究協議等の演習

形式を多く取り入れ

る等プログラムの工

夫を行ったか。 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

① 「研修指針」に基づく研修の実施 

・ 当研究所の研修は、第４期中期計画に基づき、

研修の背景・必要性、研修実施の基本方針や実

施体制等を明らかにした「研修指針」を策定（平

成 28 年３月）し、実施している。 

イ 特別支援教育専門研修について 

・ インクルーシブ教育システムの充実に向け、

各都道府県等の障害種毎の教育の中核となる教

職員を対象に、専門性の向上や指導力の一層の

向上を図り、今後の各都道府県等における指導

者としての資質を高める研修を年度計画どおり

実施した。 

・ 平成 30 年度特別支援教育専門研修の募集人員

は、前年度同様計 210 名としたが、研修修了者

数は 224 名であり、募集人員に対する参加率は

106.7％となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ インクルーシブ教育システムの充実に関わる

指導者研究協議会について 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 

 

 

特別支援教育専門研修

受講者の指導的役割の実

現状況、自己目標の実現状

況の達成度は 118％と

116.6％であり、おおむね

Ａ評価の基準を達成した。 

また、国の政策課題に対

応して高校通級研修を実

施した。また、発達障害教

育実践セミナーでは、これ

までの定員 200 名から 300

名（+150％）へと 100 名の

定員数を増やした。さら

に、特別支援学校「体育・

スポーツ」実践指導者協議

会では２日間開催とし、よ

り多くの実践を学びたい

という受講者のニーズに

応える改善を図った。 

 

 その他全ての研修、協議

会において、学習指導要領

改訂に対応したカリキュ

ラムの見直しや、昨年度の

参加者アンケート等を参

考に内容の見直しを行っ

た。 

 

評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

＜評価すべき実績＞ 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

 

＜その他事項＞ 

有識者意見 

・計画通りの研修が企画実施さ

れ、受講者も目標を超えてい

る。 

・実施後の評価も良い。 

 

・インクルーシブ教育について

は、その重要性は認められつつ

あるが、その具体の教育に関し

ては、その充実を図ることが、

これまで以上に期待されると

ころである。そこで、国立特別

支援教育総合研究所の果たす

役割は、これまで以上に重要と

なる。今後、インクルーシブ教

育が日本の学校教育全体に機

能するためには、国立特別支援

教育総合研究所の研修の更な

る充実が求められる。研修の定

員数を増やしているものの、そ

れだけでは現状からも不足し

ているのではないだろうか。よ

り一層の充実を図ることが期

待される。 
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中と選択の観点から、研

修の背景、必要性や具体

的な内容を明らかにし

た研修体系を早急に策

定すること。 

さらに、研修を通じ

て、国の特別支援教育政

策や研究成果等の最新

の知見等を普及すると

ともに、国の特別支援教

育政策の動向や教育委

員会・受講者等の意見を

踏まえたカリキュラム

等の見直しを行い、ＰＤ

ＣＡサイクルを十分に

機能させる取組を行う

こと。 

 

【指標】 

・教育委員会等派遣元に

対して調査を実施し、研

修受講者の研修修了後

における指導的役割の

実現状況について 80％

以上の達成を図る。 

・研修受講者が事前に設

定した自己目標の研修

修了直後における実現

状況について 80％以上

の達成を図る。 

【優先度：高】 

各都道府県等の特別

支援教育の指導者養成

は、喫緊の課題であり、

優先度は高い。 

議会：各都道府県等において指導

的立場に立つ指導主事や教職員

を対象に、特別支援教育政策上や

教育現場等の喫緊の課題に関す

る専門的な知識・技能等の向上を

図る研修（各２～３日間の宿泊研

修） 

・就学相談・支援指導者研究協議

会 

・発達障害教育指導者研究協議会 

・交流及び共同学習推進指導者研

究協議会 

・特別支援教育のＩＣＴ活用に関

わる指導者研究協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おいて指導的立場に立つ指導主事や教職員

を対象に、特別支援教育政策上や教育現場

等の喫緊の課題に関する専門的な知識・技

能等の向上を図る研修（各２日間の宿泊研

修） 

・高等学校における通級による指導に関わ

る指導者研究協議会（連続型） 

募集人員：100 名 

実施期間： 

第１回 平成 30 年５月７日～８日 

第２回 平成 30 年８月 27 日～28 日 

第３回 平成 30 年 12 月 10 日～11 日 

・特別支援教育におけるＩＣＴ活用に関わ

る指導者研究協議会 

募集人員：70 名 

実施期間：平成 30 年７月 23 日～24 日 

・交流及び共同学習推進指導者研究協議会 

募集人員：70 名 

実施期間：平成 30 年 11 月 21 日～22 日 

 

ハ 特別支援学校寄宿舎指導実践協議会：

全国特別支援学校長会と連携し、各都道府

県等において指導的な立場にある寄宿舎指

導員を対象として、寄宿舎における幼児児

童生徒の生活指導等に関する実践発表、情

報交換等を行い、寄宿舎における指導の充

実を図る協議会 

募集人員：60 名 

実施期間：平成 30 年７月 31 日 

 

ニ 特別支援学校「体育・スポーツ」実践

指導者協議会：全国特別支援学校長会と連

携し、特別支援学校の体育・スポーツ活動

に関して指導的立場に立つ教員等を対象と

して、実践交流・情報交換を通じて、体育・

スポーツ指導の専門性の向上及び特別支援

学校を拠点とした体育・スポーツ活動の充

実を図る協議会 

募集人員：60 名 

実施期間：平成 30 年８月 21 日～平成 30 年

８月 22 日 

 

特別支援教育政策上の課題や教育現場等の喫

緊の課題等に対応し、年度計画どおりに３つの

研究協議会を実施した。 

・高等学校における通級による指導に関わる指

導者研究協議会の受講者数は 116 名で、募集

人員に対する参加率は平均で 108.3％であっ

た。 

・特別支援教育における ICT 活用に関する指導

者研究協議会の受講者は 82 名で、募集人員に

対する参加率は 117％であった。 

・交流及び共同学習推進指導者研修協議会の受

講者数は 77 名で、募集人員に対する参加率は

110％であった。 

・３つの研究協議会いずれも、前年度より参加

率が３％～12％増加している。 

 

 

 

 

 

ハ 特別支援学校寄宿舎指導実践協議会について 

特別支援学校寄宿舎指導実践協議会は、全

国特別支援学校長会との連携研修であり、受

講者は 67 名であった。寄宿舎指導員の研修の

機会が全国的に少ない中、受講者からは有意

義であったとのプラス評価が 94％で満足度の

高い協議会となった。 

 

 

 

ニ 特別支援学校「体育・スポーツ」実践指導者

協議会について 

特別支援学校「体育・スポーツ」実践指導

者協議会は、全国特別支援学校長会との連携

研修であり、受講者は 40 名であった。受講者

のニーズを反映し、２日間に拡充しての開催

となり、有意義であったとのプラス評価が

98％で満足度の高い協議会となった。 

 

 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

 特別支援学校の学習指

導要領の改訂や高等学校

における通級による指導

の制度化等、新たな教育課

題へ迅速に対応できるよ

う研究成果を十分に研修

に反映させることが必要

となってきている。このた

め、受講者や教育委員会等

のアンケート等を基にカ

リキュラムの改善を図る

等、不断の見直しを行い、

PDCA サイクルを十分に機

能させ、今後の研修事業の

在り方の検討を早急に進

めていく必要がある。 

 

 

・実施している研修は、参加率

が１００％を超えている、また

参加者の満足度が高いなど、ニ

ーズに十分対応できているも

のと考えている。様々な有意義

な研修等を実施しているが、特

に、「高等学校における通級に

よる指導に関わる指導者研究

協議会」は、平成３０年度に制

度化された高等学校における

通級による指導に対応した研

修としてもとても有意義なも

のであると考えている。この協

議会によって、参加者同士のネ

ットワーク作りにつながり、高

等学校における通級による指

導を全国的に先導していく教

員等の発掘につながっている

とも考えている。 

 

・今後、各都道府県の特別支援

教育推進のための指導者の役

割を担っていく人材の育成の

場として、本研究所の実績は大

きい。長年の実績により、現在、

これまで研修を受けた人材が、

全国で指導的な立場に育って

おり、今後も時代にあった内容

にリニューアルしつつ、継続し

ていただきたい。 

・障害に対する知識や授業内

容・方法だけではなく、指導の

評価方法や、授業研究の在り方

等、指導者としての実践力が身

に付く研修内容もあると良い。 

・特別支援教育を学校経営の観

点から進めるため、国の中央研

修などの他機関とも連携し、現

在、管理職である者への研修も

検討してほしい。 
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② 研修の実施に当たっては、教

職員支援機構などの関係機関と

の連携等研究所の研修に求めら

れるニーズや社会情勢の変化等

を的確に反映させる。また、イン

クルーシブ教育システムの構築

に向けて、国の特別支援教育政策

や研究成果等の最新の知見等を

カリキュラムに取り入れるとと

もに、講義のほか、演習・研究協

議等の演習形式を多く取り入れ、

受講者が受講した内容を実際の

教育や活動の中で生かせるよう

プログラムを工夫する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 上記のほか、教育委員会等の指導主事

や幅広い学校種の教員などを対象に、発達

障害教育の理解推進と実践的な指導力の向

上を図るための教育実践セミナーを実施す

る。 

発達障害教育実践セミナー：発達障害のあ

る幼児児童生徒に対する指導・支援に関し

て、最新情報の提供や取組の紹介、実践事

例の報告、研究協議等を通じ、発達障害教

育の理解推進と実践的な指導力の向上を図

ることを目的としたセミナー 

募集人員：300 名 

実施期間：平成 30 年８月３日 

 

 

 

 

③ 研修の実施に当たっては、関係機関と

の連携等研究所の研修に求められるニーズ

や社会情勢の変化等を的確に反映させる。

また、インクルーシブ教育システムの構築

に向けて、国の特別支援教育政策や研究成

果等の最新の知見等をカリキュラムに取り

入れるとともに、講義のほか、演習・研究

協議等の演習形式を多く取り入れ、受講者

が受講した内容を実際の教育や活動の中で

生かせるようプログラムを工夫する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 発達障害教育実践セミナーについて 

広く発達障害についての教員の理解促進と実

践的な指導力の向上を図るため「発達障害教育

実践セミナー」を開催した。発達障害に対する

関心の高まりや研修ニーズに応え、募集人員を

前年度より 100 名増加して実施した。募集開始

直後に応募が定員に達する状況であった。全体

テーマを「通級による指導」に焦点を当てなが

ら、幼児期から就労に至るライフステージに応

じた切れ目のない支援体制の構築を目指した。

参加者の満足度が 99.1％となり、満足度の高い

セミナーとなった。 

なお、本セミナーへのニーズの高さから、当

日の基調講演の動画及び資料の一部を、当研究

所発達障害教育推進センターWeb サイトに掲載

し、誰もが閲覧できるよう利便を図った。 

 

③ 研修カリキュラムの見直し等について 

特別支援教育専門研修及び各研究協議会の修

了直後のアンケート等を踏まえ、見やすく分か

りやすい資料の作成例の提案やシラバスに沿っ

た講義となるよう担当講師への要請、最新の研

究成果を講義に取り入れるなどのカリキュラム

の見直し等を行った。また、特別支援教育政策

上や教育現場等の喫緊の課題に対応するため、

平成30年度より開始となった高等学校における

通級による指導について、より実践的な内容と

なるようカリキュラムの見直しを図った。発達

障害教育実践セミナーでは、喫緊の課題である

通級による指導担当者の実践的指導力の向上を

目指し、より具体的な内容とするなどの見直し

を図った。さらに、2020 年に開催される東京オ

リンピック、パラリンピックに向けた機運の高

まりを受け、各地域で障害者スポーツの振興が

図られるよう障害者スポーツ等に関わる講義・

演習を取り入れた。その他全ての研修において

新学習指導要領に対応した内容となるよう見直

した。  

（主な改善例） 

・インクルーシブ教育システムの充実を図るた

め、特別支援教育専門研修の「各障害種教育

論」等において、小・中学校等に在籍してい
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③ 任命権者である教育委員会

等に対して、研修修了１年後に受

講者の指導的役割の実現状況に

ついてのアンケート調査（各地域

で行う研修や研究会等の企画・立

案、講師としての参画などの指導

的役割の実現状況）を実施し、

80％以上の達成を確保する。 

また、特別支援教育専門研修の

受講者に対して、事前に設定した

研修の自己目標の修了直後にお

ける実現状況についてアンケー

ト調査を実施し、80％以上の達成

を確保する。 

これらのアンケート調査で、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 特別支援教育専門研修及びインクルー

シブ教育システムの充実に関わる指導者研

究協議会の平成29年度受講者及び任命権者

である教育委員会等に対し、平成 29 年度研

修受講者を対象とした研修修了１年後にお

ける指導的役割の実現状況（各地域で行う

研修や研究会等の企画・立案、講師として

の参画などの指導的役割の実現状況）につ

いてのアンケート調査を実施し、80％以上

の達成を確保する。 

また、特別支援教育専門研修の受講者に

対して、事前に設定した研修の自己目標の

修了直後における実現状況についてアンケ

ート調査を実施し、80％以上の達成を確保

する。 

る支援の必要な児童生徒への指導内容・方法

等に関する内容を増やすとともに、研究成果

や新学習指導要領、高校通級に関わる内容等、

国の最新情報や最新の調査結果を取り入れる

など、講義内容について随時見直しを行った。 

・「教育と医療・保健・福祉・労働との連携」の

講義において特別支援学校の地域支援（セン

ター的機能）を意識した内容とした。 

・受講者が指導者として活躍できるよう共通講

義「研修の企画・運営の方法」において、グ

ループ協議を行った上で自己目標を考えさせ

るなど、協議・演習の構成を工夫した。 

・障害者スポーツについては、特別支援教育担

当教員が啓発していくことの重要性に鑑み、

専門研修において「障害者スポーツの概要と

実践」を取り入れた。 

・高等学校における通級による指導の国の政策

動向を踏まえ、導入に向けての経緯や検討課

題、留意点等についての講義や、既に導入し

ている教育委員会、高等学校の取組の紹介を

取り入れた。また、連続型の研修であること

を生かして時間を置いて課題を整理するな

ど、より実践的な研修を実施した。さらに、

指導実践の充実に向けて、自立活動に基づい

た指導内容を検討する演習を行うなどの内容

を取り入れた。 

 

④ 教育委員会等や受講者に対するアンケート調

査 

１）特別支援教育専門研修修了１年後アンケート

調査における指導的役割の実現状況 

平成29年度特別支援教育専門研修修了者につ

いて、修了１年後を目途に、受講者、受講者の

所属長及び教育委員会に対し、受講者の各地域

等での指導的役割の実現状況の把握を目的に、

アンケート調査を行った。 

その結果、研修成果を教育実践に反映できて

いると考える受講者は 97.2％、受講者が研修成

果を教育実践に反映できていると考える受講者

の所属長（学校長等）は 98.2％、指導的役割を

実現できていると考える教育委員会は 94.4％

と、目標値である 80％を超える結果となった。 
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80％を下回った場合には、研修の

内容・方法等を改善するととも

に、あわせて、国の特別支援教育

政策の動向等を踏まえたカリキ

ュラム等の見直しを適宜行うな

ど、ＰＤＣＡサイクルを重視した

研修の運営を行う。 

 

これらのアンケート調査で、80％を下回

った場合には、研修の内容・方法等を改善

するとともに、あわせて、国の特別支援教

育政策の動向等を踏まえたカリキュラム等

の見直しを適宜行うなど、ＰＤＣＡサイク

ルを重視した研修の運営を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）特別支援教育専門研修における自己目標の修

了直後における実現状況 

平成30年度特別支援教育専門研修受講者の研

修修了直後における自己目標の実現状況は、第

一期は 92％、第二期は 91％、第三期は 97％と、

目標値である 80％を超える結果となった。 

また、修了直後アンケートでは、「研修プログ

ラムが指導者養成研修として適切であるかどう

か」について聞いているが、第一期は 100％、第

二期は 99％、第三期は 100％の｢適切である｣と

いう評価結果を得た。 

３）インクルーシブ教育システムの充実に関わる

指導者研究協議会修了１年後アンケート調査に

おける指導的役割の実現状況 

平成29年度インクルーシブ教育システムの充

実に関わる指導者研究協議会（高等学校におけ

る通級による指導に関わる指導者研究協議会、

特別支援教育における ICT 活用に関わる指導者

研究協議会、交流及び共同学習推進指導者研究

協議会）について、特別支援教育専門研修と同

様に、受講者、受講者の所属長及び教育委員会

等に対して、研修修了１年後アンケート調査を

実施した。 

その結果、３つの研究協議会全体では、研修

成果を教育実践に反映できていると考える受講

者は 94.7％、研修成果を教育実践に反映できて

いると考える受講者の所属長は 98.2％、指導的

役割を実現できていると考える教育委員会は

96.8％と、目標値である 80％を超える結果とな

った。 

また、平成 30 年度の研究協議会受講者に対す

る修了直後のアンケート調査結果においては、

「研修プログラムが全体として有意義であった

かどうか」について聞いているが、高等学校に

おける通級による指導に関わる指導者研究協議

会で 99.4％、特別支援教育における ICT 活用に

関する指導者研究協議会で 100％、交流及び共同

学習指導者研究協議会で 100％の「有意義であっ

た」という評価結果を得た。 

 （２）各都道府県等が実

施する教員の資質向上

に関わる支援 

（２）各都道府県等が実施する教

員の資質向上に関わる支援 

 

（２）各都道府県等が実施する教員の資質

向上に関わる支援 

 

＜主な定量的指標＞ 

・講義配信の受講登録

数 3,500 人以上 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

＜根拠＞ 

 

 

有識者意見 

・講義配信受講登録は目標を達

成しているが、講義配信や講義
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各都道府県等におけ

るインクルーシブ教育

システムの構築に向け

た幅広い教員の資質向

上のため、多様な学びの

場に対応した講義配信

コンテンツの計画的な

整備を図り、インターネ

ットにより学校教育関

係者等へ配信すること。

また、特別支援学校教諭

免許状取得率向上のた

めの免許法認定通信教

育及び免許法認定講習

を実施すること。 

これらの実施に当た

っては、利用者のアンケ

ート調査等を基に、内容

及び運用の改善を図る

こと。 

 

【指標】 

・講義配信の受講登録者

数を、中期目標期間終了

までに、4,000 人以上と

する（平成 28 年１月現

在登録機関数：1,156 機

関。平成 28 年度以降、

利便性向上のため個人

登録に変更。） 

・免許法認定通信教育及

び免許法認定講習によ

る単位取得者数を中期

目標期間終了までに、

3,000 人以上とする。 

【重要度：高】【難易度：

高】 

各都道府県等が進める

教職員の資質向上への

支援は、喫緊の課題であ

り、重要度は高い。また、

免許法認定通信教育は、

① 各都道府県等における障害

のある児童・生徒等の教育に携わ

る教員をはじめ、幅広い教員の資

質向上の取組を支援するため、

「研修指針」に基づき、特別支援

教育に関する基礎的及び専門的

内容の講義を収録し、インターネ

ットにより学校教育関係者等へ

配信する。 

 

イ 配信する講義コンテンツに

ついて体系的・計画的な整備を図

るとともに、最新の情報を提供で

きるよう、計画的に更新する。ま

た、利用者のアンケート調査等を

基に、内容及び運用の改善を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 幼稚園、小・中学校、高等学

校、特別支援学校等に対して、幅

広く広報することにより、講義配

信の受講登録数を、中期目標期間

終了までに、4,000 人以上を確保

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 「研修指針」に基づき、特別支援教育

に関する基礎的及び専門的内容の講義を収

録し、インターネットにより学校教育関係

者等へ配信する。 

 

 

 

 

 

 

イ 配信する講義コンテンツについては、

障害のある子供が多様な学びの場（特別支

援学校、特別支援学級、通級による指導、

通常の学級）で学んでいることを考慮し、

幅広い教職員のニーズに応えるため、幼稚

園及び高等学校の教員向けのコンテンツの

拡充や学習指導要領の改訂に応じたコンテ

ンツの制作など、幼稚園から高等学校段階

までの教職員の専門性向上に向けて、体系

的・計画的な整備を図る。また、利用者の

アンケート調査等を基に、内容及び運用の

改善を図る。 

 

 

ロ 幼稚園、小・中学校、高等学校、特別

支援学校等に対して、幅広く広報すること

により、講義配信の受講登録数を、平成 30

年度末までに、3,500 人以上を確保する。 

 

 

ハ 広く学校教育関係者等の利用に供する

ため、教育委員会等からの申し出に応じて、

講義配信コンテンツの動画ファイル等を提

供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・免許法認定通信教育

及び免許法認定講習

による単位取得者数

1,000 人以上 

 

 

＜その他の指標＞ 

・講義コンテンツにつ

いて体系的・計画的な

整備を図るとともに

最新の情報を提供で

きるよう更新を行う。

また、利用者のアンケ

ート調査等を基に内

容及び運用の改善を

図ったか 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

① インターネットによる講義配信 

１）講義コンテンツの充実 

都道府県等において、障害のある児童生徒等

の教育に携わる教員の資質向上を図る取組を支

援するため、インターネットによる講義配信を

行っている。配信する講義コンテンツについて、

平成 30 年度は、インクルーシブ教育システムの

充実に向け、高等学校や幼稚園における特別支

援教育に対応した３コンテンツを追加公開し、

合計 10 コンテンツの視聴を可能とした。また、

学習指導要領改訂に対応したコンテンツの作成

及び更新を計画的に実施している。さらに、特

別支援教育を学校経営の観点から進めるため

に、管理職向けのコンテンツを１コンテンツ追

加公開した。 

平成 30 年度末現在、障害種別等の基礎的な内

容を学ぶ基礎編 45 コンテンツ、専門的な内容を

学ぶ専門編76コンテンツの計121コンテンツが

視聴可能となった。 

 

（高等学校、幼稚園における特別支援教育に対応

したコンテンツ） 

・高等学校に求められる合理的配慮と基礎的環

境整備 

・高等学校における校内支援体制づくり（１） 

・高等学校における校内支援体制づくり（２） 

・高等学校における特別な配慮を要する生徒へ

の進路指導 

・高等学校における特別支援教育に関する研修

及び授業研究の進め方 

・高等学校段階（思春期）における障害のある

生徒の心理と自己理解 

・幼児期における特別支援教育の考え方 

・幼児期の具体的な関わり方の実際 

・幼児期の関係機関との連携 

・幼児期の子どもをもつ保護者との関わり 

 

（学習指導要領改訂に対応したコンテンツの更

新） 

これまで公開してきたコンテンツについて、

学習指導要領改訂に伴って内容を見直し、学習

指導要領本格実施までに計画的に更新する。平

 教員の資質向上支援に

ついて、講義配信登録者数

が 3,876 人となり、年度計

画の 3,500 人を超え、目標

を達成した。また、免許法

認定通信教育及び免許法

認定講習による単位取得

者数は 1,574 人となり、年

度計画の 1,000 人を大幅

に超え、目標を達成した。 

 

 講義コンテンツの充実

の取組として、高等学校や

幼稚園における特別支援

教育に対応したコンテン

ツ、学習指導要領改訂に対

応したコンテンツの更新

及び新規作成、管理職向け

のコンテンツの追加等を

行い、121 コンテンツが視

聴可能となった。 

 

 

＜課題と対応＞ 

 学習指導要領の改訂や

高等学校における通級に

よる指導の制度化を踏ま

え、より教育現場の課題に

対応した講義配信コンテ

ンツの一層の整備を図り、

広く普及していくことが

必要となってきている。こ

のため、令和元年度におい

て、広報の充実や講義配信

コンテンツの新たな整備

を図っていく。 

 学習指導要領本格実施

までに改訂内容に対応し

たコンテンツの更新、新た

な「通常の学級における各

教科等の学びの困難さに

応じた指導」に関するプロ

コンテンツは、教育現場の状況

からみるとさらなるニーズが

あるように思われる。周知の方

策を検討すると良い。 

 

・今日、教師の多忙化も言われ、

各種研修においても学校を離

れて研修会場に出向いての研

修を受ける時間的な余裕もな

くなっているのが、学校の実情

である。インターネットによる

講義を配信することにより、国

立特別支援教育総合研究所が

発信する各種教員研修を、勤務

先や自宅において受講できる

システムは、機能的であり、そ

の一層の充実が求められる。イ

ンターネットによる配信は、受

講者の都合による受講が可能

であり、研修機会の多様化にも

なっており、受講者から見ても

使い勝手の良い研修の機会を

持てることになる。学校の今日

的な状況から見ても、このイン

ターネット配信による研修に

おける講義の配信は、今後の内

容の一層の充実が期待される

と共に、今後の活用はさらに広

がると考えられる。 

 

・インターネットによる講義配

信については、今の時代にマッ

チした方法であり高く評価す

ることはできる。しかし、残念

ながら講義コンテンツが配信

されていること、視聴可能であ

ることが学校の職員に周知さ

れているとはいえないのでは

ないかと思っている。また、講

義コンテンツを視聴するため

の時間を確保できない教員も

多くいるのではないかとも考



19 
 

新たにシステムを構築

して、運用を図るもの

で、コンテンツの新規整

備や各都道府県におけ

る試験の実施等、様々な

課題があり、難易度は高

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 特別支援学校教諭免許状の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 特別支援学校教諭免許状の取得率向上

成 30 年度においては、20 コンテンツの更新を行

った。 

 

（「通常の学級における各教科等の学びの困難さ

に応じた指導」に関するプログラム作成） 

 平成 30 年度より３年間の計画で、「通常の学

級における各教科等の学びの困難さに応じた指

導」に関するプログラムを作成する。平成 30 年

度においては、３年間の計画を策定し、以下の

とおり、３コンテンツの作成を行った。 

・総合的概論Ⅰ 

「学習指導要領にみる特別支援教育」 

・総合的概論Ⅱ「教育課程の連続性」 

・各論Ⅰ「小学校国語」 

 

（管理職向けコンテンツの新規作成） 

・小学校・中学校管理職のための特別支援学級

における教育課程編成 

 

２）利用者アンケート調査等による改善 

平成 30 年度においては、講義配信コンテンツ

をどのように活用しているのか等、ニーズや実

態を把握するために、登録者を対象としたアン

ケートを実施した。本調査の分析等は、令和元

年度に行い、予定している講義配信新システム

の移行の参考とする。 

３）広報活動の実施による登録者数の増加 

リーフレットを各種学校長会や研究所セミナ

ー、全国特別支援教育センター協議会等で配布

し、幅広く広報を行ったことにより、登録者数

は、平成 30 年度末で 3,876 名となった（平成 29

年度末の 2,722 名から 1,154 名の増（＋42％））。 

４）講義配信コンテンツの動画ファイル等の提供 

教育委員会や学校からのインターネット接続

が制限されている場合があることから、教育委

員会から申し出があった場合には、自治体内の

ネットワークでの活用を行えるよう、ファイル

等を提供する取組を行った。平成 30 年度は、東

京都、岐阜県、茨城県、京都府、和歌山県の教

育委員会にファイル等を提供した。 

 

② インターネットによる免許法認定通信教育の

グラムのコンテンツ作成

を計画的に整備していく。 

えている。 

 

・特別支援教育が推進され、義

務教育段階だけではなく、幼稚

園や高等学校においても進展

していくことを考えると、全国

どこからでも視聴できる講義

配信は、研修の方法として大変

に有効である。今後、さらに周

知を図り、個人だけではなく、

関係機関の研修で活用される

よう周知を図りたい。 

・また、講義内容についても、

講話だけではなく、受講者も共

に活動できる内容や作業を伴

う内容も検討されたい。 

・特別支援学級や通級による指

導の担当教員の特別支援学校

教諭免許状保有率は低く、講習

を受ける機会の確保が難しい

現職の教員にとって、免許法認

定通信教育及び免許法認定講

習による単位取得については、

今後も期待が寄せられるとこ

ろである。免許法認定通信教育

及び免許法認定講習による単

位取得者数の達成度が非常に

高く、時代のニーズに合ってい

る。視覚障害や聴覚障害に加

え、知的障害や肢体不自由、病

弱等の教諭免許に関する講義

配信ができると良い。 
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取得率向上のため、インターネッ

トを通して免許法認定通信教育

を実施する。また、特別支援教育

専門研修において、免許法認定講

習及び免許状更新講習を実施す

る。 

免許法認定通信教育の実施に

当たっては、免許取得率の低い領

域から優先的に科目を開設する

とともに、受講者の利便性を考慮

した運営の工夫を行う。 

 

免許法認定通信教育及び免許

法認定講習による単位取得者数

を中期目標期間終了までに、

3,000 人以上を確保する。 

のため、インターネットを通して免許法認

定通信教育を実施する。また、特別支援教

育専門研修において、免許法認定講習及び

免許状更新講習を実施する。 

免許法認定通信教育の実施に当たっては、

平成 29 年度までに開講した３科目に加え、

平成 30 年度から、新規科目を追加して開設

する。 

（平成 30 年度前期開設科目） 

・視覚障害児の心理、生理及び病理に関す

る科目（１単位） 

・聴覚障害児の心理、生理及び病理に関す

る科目（１単位）（新規） 

（平成 30 年度後期開設科目） 

・視覚障害児の教育課程及び指導法（１単

位） 

・聴覚障害児の教育課程及び指導法（１単

位） 

免許法認定通信教育及び免許法認定講習

による単位取得者数を平成 30 年度間に、延

べ 1,000 人以上を確保する。 

 

 

 

実施 

・ 平成 30 年度は、前期に「視覚障害児の心理、

生理及び病理（１単位）」及び「聴覚障害児の心

理、生理及び病理（１単位）」（新規）を、後期

に「視覚障害児の教育課程及び指導法（１単位）」

及び「聴覚障害児の教育課程及び指導法（１単

位）」を開設した。 

単位認定試験は、前期については平成 30 年９

月１日（土）に全国 23 会場で、後期については

平成 31 年２月２日（土）に全国 23 会場で実施

し、単位取得者は 1,287 名となった。 

なお、前期試験においては北海道胆振東部地

震の影響等で受験できなかった者、後期試験に

おいては、インフルエンザ等により受験できな

かった者を救済するため再試験を実施した。 

・ 受講者の利便性向上のため、試験実施会場を

原則県庁所在地に設定するとともに、障害のあ

る者への配慮について、本人からの聞き取りを

基に措置した。また、受講者からの質問や要望

を基に、「よくある質問」の拡充や理解度チェッ

クテストを配信講義とは別に視聴できるように

するなどの改善を図った。 

［視覚障害のある者への配慮の例］ 

・問題用紙へのチェックによる解答 

・ルーペの持参及び使用 

・試験時間の延長（1.3 倍（弱視）1.5 倍（盲）） 

・テキスト形式の試験問題を USB メモリに入れ

て出題 

・パソコン上で解答し、USB メモリに入れて提出 

［聴覚障害のある者への配慮の例］ 

・試験室内の前列、通路側に座席を設ける 

・注意事項等の説明をメモにより伝達する 

・試験開始と試験終了の合図について、近くで

手で指し示して行う 

○ 特別支援教育専門研修における免許法認定講

習及び免許状更新講習 

・ 特別支援教育専門研修においては、教育職員

免許法施行規則に基づく免許法認定講習を併せ

て開設し、講習履修者に対して試験（レポート）

による審査のうえ、特別支援学校教諭の一種又

は二種免許状の取得に必要な単位について、延

べ 287 名に単位の認定を行った。 
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・ 当研究所の免許法認定通信教育及び免許法認

定講習による単位取得者は、中期目標で 3,000

名を指標としているが、平成 30 年度においては

年度計画の 1,000 名以上である 1,574 名が取得

しており、国の施策である免許状取得率の向上

に寄与しているものと考える。 

・ 特別支援教育専門研修において、併せて開設

している免許状更新講習については、講習履修

者に対して試験（記述式筆記）による審査のう

え、38 名の履修認定を行った。 

 

注５）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 

予算額と決算額の差が 10％以上であるが、これは、講義配信システムの機能強化等の検討に時間を要し、令和元年度に同システムの改修を行うこととしたことが大きな要因である。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－３ 総合的な情報収集・発信や広報の充実及び関係機関等との連携強化を通じた特別支援教育に関する幅広い関係者の理解の促進 

業務に関連する政策・施

策 
政策目標２ 確かな学力の向上、豊かな心と健やかな体の育成と信頼され

る学校づくり 

施策目標２－８ 一人一人のニーズに応じた特別支援教育の推進 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第 12 条第１項第４号 

当該項目の重要度、難易

度 
重要度「高」：（１）戦略的かつ総合的な情報収集・発信の推進 

特別支援教育に係る有用な情報等を、教育関係者はもとより、民間企業

や各種団体等に対しても広く提供し普及を図ることは、国の特別支援教育

政策を進めていく上で重要であるため 

重要度「高」：（２）特別支援教育に関する理解啓発活動の推進 

対象が、特別支援学校及び特別支援学級等以外であるため、これまで以

上の積極的かつ効果的な広報が必要となり、難易度は高い 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビュー番号 １１８、１１９ 

 

２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

28 年度 29 年度 30 年度 令和元年

度 

令和２年

度 

 28 年度 29 年度 30 年度 令和元年

度 

令和２年

度 

研究所セミナー

の参加者満足度 
85％以上 － 99.4％ 98.6％ 99.6％ 

  予算額（千円） 
250,512 226,891 228,753 

  

地域における支

援機器等教材に

関する研修会・展

示会の開催回数 

毎年度４回 － ４回 ４回 ４回 

  決算額（千円） 

206,722 234,331 222,264 

  

講師派遣の派遣

人数 
前中期目標

比 25％以上

増 

－ 

439 人 

（28 年度

計画値：430

人） 

431 人 

（29 年度

計画値：430

人） 

430 人 

（30 年度

計画値：430

人） 

 

（元年度計

画値：435

人） 

 経常費用（千円） 

209,852 229,033 220,818 

  

        経常利益（千円） 208,786 235,325 222,873   

        行政サービス実施

コスト（千円） 
198,172 232,502 220,818 

  

        従事人員数 14 15 15   

注１）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                       注２）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注３）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （１）戦略的かつ総合的な

情報収集・発信の推進 

 

我が国唯一の特別支援

教育のナショナルセンタ

ーとして、特別支援教育の

政策・施策及び現状や課

題、研究所の存在や活動内

容（研究内容やその成果）

等について、学校、民間企

業、各種団体等、多方面に

周知させ、それら各方面か

らの理解・支援を得ること

ができるよう、情報収集・

発信方策や広報の在り方

を具体化し強化した広報

戦略を早急に策定するこ

と。 

また、広報戦略に基づ

き、特別支援教育に関する

政策・施策や研究活動及び

教育現場の課題等に関す

る情報を系統的に収集す

るとともに、研究所の活動

内容等と併せて、全ての学

校をはじめとする関係者

に必要かつ有益な情報が

提供されるよう、研究成果

の普及やインターネット

を通じた情報提供の量的

充実とその効果的・戦略的

な取組を推進すること。 

 

【指標】 

・情報提供のコンテンツを

充実し、広く学校、民間企

業、各種団体等に周知する

（１）戦略的かつ総合的な情報収

集・発信の推進 

 

① 特別支援教育に関する幅広

い関係者の理解・支援の確保に貢

献するため、研究所における情報

収集・発信方策や広報の在り方を

具体化し、取組を強化することを

目的に「広報戦略」を策定し、こ

れに基づき、次のとおり、戦略

的・総合的に情報収集を行う。 

 

イ 研究所の研究成果をはじめ、

特別支援教育に関連する学術的

な内容から教育実践に関わる内

容まで、幅広い情報を計画的に収

集する。 

 

ロ 収集した情報については、専

門的な研究内容や、教育現場に必

要な実践に関する情報、理解・啓

発に関する基礎的な内容など、情

報内容に応じて、体系的・階層的

に整理して、発信する対象を考慮

したコンテンツとして整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「広報戦略」に基づき、全て

（１）戦略的かつ総合的な情報収集・発信

の推進 

 

① 「広報戦略」に基づき、次のとおり、

戦略的・総合的に情報収集を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 研究所の研究成果をはじめ、特別支援

教育に関連する学術的な内容から教育実

践に関わる内容まで、幅広い情報を計画的

に収集する。 

 

 

ロ 収集した情報については、専門的な研

究内容や、教育現場に必要な実践に関する

情報、理解・啓発に関する基礎的な内容な

ど、情報内容に応じて、体系的・階層的に

整理して、発信する対象を考慮したコンテ

ンツとして整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「広報戦略」に基づき、全ての学校を

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

・特別支援教育に関連

する学術的な内容か

ら教育実践に関わる

内容まで幅広く情報

収集し、情報内容に応

じて整理し、発信する

対象を考慮したコン

テンツとして整備し

たか。 

 

・国や都道府県はもと

より、市区町村や幼・

小・中・高、保護者等

多方面に対してイン

ターネットなど様々

な手段を活用して情

報の発信、提供を充実

したか。 

 

・研究成果について、

ホームページを通じ

て、研究成果報告書の

ほか、サマリー集やリ

ーフレット等わかり

やすい形で情報提供

を行うとともに、学会

発表及び誌上発表を

行ったか。 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

① 「広報戦略」に基づく情報収集 

イ 情報収集 

・ 特別支援教育に関するナショナルセンターとし

て、文部科学省等の国の施策に関する情報、都道府

県教育委員会等に関する情報、各種学校長会研究協

力園・学校等における実践に関する情報、関連学会

での学術的な情報等を幅広く収集している。 

・ 発達障害教育に関する情報は発達障害教育推進セ

ンターが、障害種をまたがる特別支援教育の教材・

支援機器等（ICT 等を含む）に関する情報は情報・

支援部が、それぞれ、文部科学省や厚生労働省、都

道府県の教育センター等と連携して、系統的に幅広

く収集している。 

 

 

ロ コンテンツの整備 

・ 研究成果については、研究成果報告書、サマリー

集等のほか、教育委員会や教育現場で活用できるよ

うに、研究成果物（リーフレット、ガイドブック、

事例集等）としてコンテンツを整備している。研究

成果・刊行物別に提供していたコンテンツを、特別

支援教育全体と各専門領域（各障害種）別に整理し

て、新たに、ホームページで情報発信できるように

した。 

・ 発達障害教育については、研修講義や Q&A を発達

障害教育推進センターのホームページで公表でき

るようにコンテンツを整備した。 

・ 教材・支援機器等については、研究所内の展示室

で実物を展示できるように、障害種別に系統的に整

備するほか、特別支援教育の支援教材については、

支援教材ポータルサイトに掲載できるように、コン

テンツをデータベース化して整備した。 

 

② 情報提供の量的充実とその効果的・戦略的な取組 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

特別支援教育に関連

する学術的な内容から

教育実践に関わる内容

まで幅広く情報収集し

ている。研究や研修に

活用するとともに、普

及対象を考慮し、全て

の学校をはじめとする

関係者に必要かつ有益

な情報が提供されるよ

うに充実を図り、情報

発信に取り組んだ。 

また、収集した情報

をホームページで提供

するとともに、利便性

の改善や利用者サイド

の視点を取り入れて、

計画どおりホームペー

ジを改定した。 

発達障害教育推進セ

ンターのホームページ

で公表しているコンテ

ンツである You Tube の

NISE チャンネル（平成

28 年度開設）について、

教育委員会、学校長会

等の関係機関への情報

提供に努めた。 

これらのことから、

学校、各種団体等、多

方面に必要かつ有益な

情報を提供するなど、

年度計画を達成した。 

 

評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

＜評価すべき実績＞ 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

 

＜その他事項＞ 

有識者意見 

・情報の発信については、ホーム

ページの改定やイベント、パンフ

レットの配布等充実してきてい

るが、特別支援学校がセンター的

機能を発揮する際、ホームページ

等の情報を周知できるようなパ

ンフレットを作成してはどうか。 

 

・国立特別支援教育総合研究所

は、特別支援教育のナショナルセ

ンターでもあることは、言うまで

も無い。だからこそ、国立特別支

援教育総合研究所には、特別支援

教育の日本全体の情報を集めた

り集約したりすることが出来る

機関でもある。その国立特別支援

教育総合研究所に研究コンテン

ツが整備されていることは、今日

的な意味のみではなく、次代に向

けての継続的な研究を行うため

にも、極めて重要である。 

・実務行政の中にも示されている

が、国立特別支援教育総合研究所

が行わなくては、他の機関ではこ

の事業の責任制と継続性を充分

に果たすことは出来ない。ナショ

ナルセンターとしての機能とし

てのものであり、その更なる充実
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とともに、研究所メールマ

ガジン講読者に対して、研

究所ホームページの有用

度（研究所ホームページの

使いやすさ、情報量の多

さ、情報の検索の容易さ

等）に関するアンケート調

査を定期的に行い、毎年度

ホームページを改善する。

平成 29 年度以降、ホーム

ページの利用状況等を勘

案し、更なる改善のための

指標を検討する。 

【重要度： 高】 

特別支援教育に係る有用

な情報等を、教育関係者は

もとより、民間企業や各種

団体等に対しても広く提

供し普及を図ることは、国

の特別支援教育政策を進

めていく上で重要であり、

重要度は高い。 

 

の学校をはじめとする関係者に

必要かつ有益な情報が提供され

るよう、情報提供の量的充実とそ

の効果的・戦略的な取組を推進す

る。 

 

イ 国や都道府県、特別支援学校

はもとより、市区町村や幼稚園、

小・中学校、高等学校、保護者、

関係団体等多方面に対して、イン

ターネットなど様々な手段を活

用して、研究成果などの研究所が

有する情報の発信、提供を充実す

る。 

 

 

 

ロ 研究所のホームページにつ

いて、情報コンテンツを計画的・

体系的に整備することにより、

様々な利用者層にとって、有用で

わかりやすいものとなるように

する。また、国際的な情報発信を

強化するため、発達障害教育に関

する情報をはじめ、研究所が有す

るコンテンツの英語版の作成を

計画的に進める。 

 

ハ 研究成果については、ホーム

ページを通じて、研究成果報告書

のほか、サマリー集やガイドブッ

ク、リーフレット等わかりやすい

形で情報提供を行うとともに、学

会発表及び誌上発表を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 研究や国際会議・外国調査の

はじめとする関係者に必要かつ有益な情

報が提供されるよう、情報提供の量的充実

とその効果的・戦略的な取組を推進する。 

 

 

 

イ 国や都道府県、特別支援学校はもとよ

り、市区町村や幼稚園、小・中学校、高等

学校、保護者、関係団体等多方面に対して、

インターネットなど様々な手段を活用し

て、研究成果などの研究所が有する情報の

発信、提供を充実する。 

 

 

 

 

 

ロ 研究所のホームページについて、情報

提供コンテンツを計画的・体系的に整備す

ることにより、様々な利用者層にとって、

有用でわかりやすいものとなるようにす

る。また、国際的な情報発信を強化するた

め、発達障害教育に関する情報をはじめ、

研究所が有するコンテンツの英語版の作

成を計画的に進める。 

 

 

 

ハ 研究成果については、ホームページを

通じて、研究成果報告書のほか、サマリー

集やガイドブック、リーフレット等わかり

やすい形で情報提供を行うとともに、学会

発表及び誌上発表を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 研究や国際会議・外国調査の報告等を

イ及びハ ［研究成果などの情報発信］ 

研究成果・刊行物は、ホームページ上に掲載して

情報提供を行った。ホームページの改定にあわせ

て、特別支援教育全体と各専門領域（各障害種）別

の一覧を掲載したページを新たに作成した。 

また、印刷したサマリー集は、都道府県・市区町

村教育委員会等へ幅広く配布し、リーフレット類

は、各種の研修等で活用するとともに、研究講師等

の派遣の際に教育委員会等の自治体のホームペー

ジに研究所のリンクを貼ってもらうよう積極的に

働きかけた。さらに、所内外の研修や講演、文部科

学省主催の説明会、研究所主催の各種イベント、各

種学校長会の総会等では、パンフレットを配布し、

説明を行うことで普及を図った。なお、日本特殊教

育学会等での学会における発表や誌上発表を行う

ことでも普及を図った。 

 

ロ及びホ ［ホームページによる情報発信］ 

ホームページについては、アンケート調査及び外

部機関の診断を受けて、平成 29 年度に改定し、平

成 30 年度に公開した。トップページはシンプルな

構成とし、利用者サイドの視点から、「研究者の方」

「教育関係者の方」「一般利用者の方」の入口を設

けて利便性の向上を図った。また、バナーの表示方

法の改定やスマートフォンへの対応等の改善、特別

支援教育に関する情報は新しい内容に改めた。 

インクルーシブ教育システム構築支援データベ

ース（インクル DB）では、学校・地方公共団体向

けや保護者向けの Q&A を１問１答式で掲載するほ

か、研究所の研究報告や関連リンクの掲載を行い、

情報発信の充実を図った。 

新しいホームページについては、研修や研究所セ

ミナー等を含めた様々な情報発信の機会に積極的

に紹介し、アンケートだけでは得られない率直な意

見（例：研究所の研究者を検索しやすくして欲しい）

等を収集し、さらに利用しやすいように改善を図っ

ている。 

 主務大臣から指摘のあった国際化の対応につ

いては、英語版特総研ジャーナルの NISE Bulletin

を英語版のホームページに掲載した。 

 

ニ ［各種出版物］ 

 

 

＜課題と対応＞ 

研究所のホームページ

のリニューアル等、情

報発信体制の充実を図

ってきており、今後、

更なるコンテンツの充

実を図る。その情報が

教育現場で活用される

よう、具体的に幅広い

教員層へ届けることが

課題となる。そのため、

中期計画の指標の一つ

である、研究所の認知

度調査実施に向けた

「中間調査」を実施し、

調査の目的･内容・方法

についての基礎的な知

見を得た。引き続き、

予備調査の効果的実施

や研究所セミナー等研

究所が行うイベント、

または国・都道府県の

研修といった情報提供

の機会を有効に活用し

ていく方策を検討す

る。 

と発展とを期待する。 

 

・研究に関する情報収集や収集し

たコンテンツの整備については、

非常によくやられてい。 

・一方で、せっかくの情報やコン

テンツが学校現場までしっかり

と届いているかが問題であり、法

人の認知度は高等学校を含めて

もう少し高める必要がある。 

 

・本研究所のホームページも順次

改善されており、コンテンツ等も

整備が進み、小学校や中学校の通

常の学級の教員にも次第に周知

が進みつつあると思われる。さら

に、特別支援学校や特別支援学級

の教員だけではなく、幼稚園や高

等学校、小・中学校の管理職や通

常の学級担任を対象とした研修

等でも周知を図られたい。 
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報告等を内容とする特総研ジャ

ーナル、研究紀要、英語版のジャ

ーナルであるNISE Bulletinを毎

年度それぞれ１回刊行し、ホーム

ページに掲載する。また、研究所

の研究成果や特別支援教育に係

る最新の情報等を紹介するメー

ルマガジンを毎月１回配信する。 

 

ホ 研究所のホームページの有

用度（ホームページの使いやすさ

や情報量の多さ、情報検索の容易

さ等）に関するアンケート調査を

定期的に行い、これに基づき、毎

年度ホームページを改善する。ま

た、平成 29 年度以降、ホームペ

ージの利用状況等を勘案して、更

なる改善のための指標を検討す

る。 

内容とする特総研ジャーナル、研究紀要、

英語版のジャーナルである NISE Bulletin

を平成 30 年度中にそれぞれ１回刊行し、

ホームページに掲載する。また、研究所の

研究成果や特別支援教育に係る最新の情

報等を紹介するメールマガジンを毎月１

回配信する。 

 

 

ホ 研究所のホームページの有用度（ホー

ムページの使いやすさや情報量の多さ、情

報検索の容易さ等）に関するアンケート調

査を行い、これに基づき、ホームページを

改善する。 

 

 

 

 

研究所の事業や研究、外国調査の報告等をまとめ

た特総研ジャーナル、英語版特総研ジャーナルの

NISE Bulletin、研究紀要第 46 巻を平成 31 年３月

に刊行し、ホームページに掲載した。また、研究所

の活動や特別支援教育の最新情報等を発信するメ

ールマガジンを毎月１回配信した（登録者数：平成

30 年度 9、668 人、平成 29 年度 9、225 人）。 

 

 

ホ 新しいホームページについては、研修や研究所セ

ミナー等を含めた様々な情報発信の機会に積極的

に紹介し、アンケートだけでは得られない率直な意

見（例：研究所の研究者を検索しやすくして欲しい）

等を収集し、さらに利用しやすいように改善を図っ

ている。（再掲） 

 （２）特別支援教育に関す

る理解啓発活動の推進 

 

インクルーシブ教育シ

ステムの構築に向けて、研

究所セミナー等の開催を

通じて、教育委員会・学

校・教員・国民への幅広い

理解啓発活動を充実する

こと。特に、発達障害教育

に関するインターネット

を通じた情報提供の充実

を図り、幼稚園、小・中・

高等学校等の教員や保護

者への理解促進を図るこ

と。 

また、特別支援教育にお

ける支援機器等教材に関

する情報を収集し、特別支

援教育教材ポータルサイ

トの充実や研修会、展示会

の開催により、幼稚園、

小・中・高等学校及び特別

（２）特別支援教育に関する理解

啓発活動の推進 

 

① 教育委員会・学校・教員・国

民への幅広い理解啓発活動を充

実するため、以下の取組を実施す

る。 

 

イ 特別支援教育に関する教育

現場等関係機関との情報共有及

び研究成果の普及を図るため、研

究所セミナーを毎年度開催し、参

加者の満足度評価について 85％

以上を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 保護者をはじめ幅広い国民

（２）特別支援教育に関する理解啓発活動

の推進 

 

① 教育委員会・学校・教員・国民への幅

広い理解啓発活動を充実するため、以下の

取組を実施する。 

 

 

イ 特別支援教育に関する教育現場等関

係機関との情報共有及び研究成果の普及

を図るため、研究所セミナーを開催し、参

加者の満足度評価について 85％以上を確

保する。また、アンケート結果を踏まえ、

開催時期、内容及び普及方法等について検

討し、平成 31 年度のセミナーに反映させ

る。 

 

 

 

 

 

 

ロ 保護者をはじめ幅広い国民に対して、

＜主な定量的指標＞ 

 

 

・研究所セミナーの参

加者満足度 85％以上 

・地域における支援機

器等教材に関する研

修会・展示会を４回開

催したか。 

 

 

＜その他の指標＞ 

・幅広い国民に対し

て、インクルーシブ教

育システムの構築に

関する理解啓発を推

進するため、ホームペ

ージ上で、障害の基礎

知識やＱ＆Ａ等を掲

載するなど、情報発信

の充実を図ったか。 

 

・研究所公開の開催を

＜主要な業務実績＞ 

 

 

① 幅広い理解啓発活動の充実 

イ［研究所セミナー］について 

平成 31 年２月 15 日（金）、16 日（土）、国立

オリンピック記念青少年総合センターにおいて、

「インクルーシブ教育システムの推進－多様な学

びの場における研究所のコンテンツ活用－」をテー

マに開催した。１日目は、行政説明の後、研究所の

各部・センターが有する各種コンテンツを紹介し

た。２日目は、基幹研究・科研費による研究・地域

実践研究の成果発表、発達障害に関するシンポジウ

ムを行った。参加者への情報は、ホームページにア

ップし、QR コードを活用して提供した。624 名の参

加があり、参加者アンケート（回収率 46％）にお

いて「参加した意義があった」「やや意義があった」

合計で 99.6％との回答を得た。なお、小・中学校、

高等学校の教員の参加者は、全体の 29.0％であっ

た。 

 

 

ロ ［ホームページ］について 

＜根拠＞ 

 

 

研究所セミナーで

は、テーマを工夫した

ことにより、参加者は

小・中学校、高等学校

の教員も多くあった。

満足度は目標を上回る

99.6％であり目標を達

成 し た （ 達 成 度

117.2％）。研究所公開

は、初参加の来場者が

多く、効果的に研究所

の紹介をすることがで

きた。これらのことよ

り年度計画を達成し

た。 

 

発達障害教育推進セ

ンターホームページの

トップページの見直

し、研修やイベントの

有識者意見 

・セミナーの参加者の３割が小・

中・高等学校の教員であったこと

は特別支援教育を進めていくう

えでとても良い。 

 

・特別支援教育は、障害のある児

童生徒に対する教育のみではな

いことは自明であり、人間が生き

ていく上での共生教育が行われ

なくては、真の教育活動ではない

と考える。そこで、今日、インク

ルーシブ教育が行われるように

なってきたが、その構築は、十分

とは言えない状況もある。また、

特別支援教育に対しても誤解も

あり、インクルーシブ教育を充実

することにより、特別支援教育の

理解をさらに深めることも求め

られ、期待される。インクルーシ

ブ教育の先進性を生かし義務教

育や高等学校においてインクル

ーシブ教育の実践が行われては
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支援学校の全ての学校に

おいて、支援機器等教材を

広く普及させるための取

組を実施すること。 

  

 

【指標】 

・特別支援学校及び特別支

援学級等以外の学校関係

者に対する研究所の役割

や業務内容の認知度を中

期目標期間終了までに、

50％以上とする。 

・支援機器等教材に関する

研修会・展示会を毎年度、

研究所セミナーや特別支

援教育センター協議会に

おいて開催するとともに、

教育委員会・教育センター

等の協力を得て、地域の展

示会・研修会を毎年度４回

開催する。 

【優先度： 高】【難易度： 

高】 

研究所の認知度を高め

ることにより、より多くの

者に必要な情報の提供や

特別支援教育の理解促進

が進むことが期待され、障

害の有無にかかわらず誰

もが相互に人格と個性を

尊重する共生社会の形成

に資する観点から、優先度

は高い。 

また、対象が、特別支援

学校及び特別支援学級等

以外であるため、これまで

以上の積極的かつ効果的

な広報が必要となり、難易

度は高い。 

 

に対して、インクルーシブ教育シ

ステムの構築に関する理解啓発

を推進するため、ホームページ上

のコンテンツとして、障害の基礎

知識やＱ＆Ａ等を掲載するなど、

情報発信の充実を図る。 

 

ハ 研究所公開を毎年度開催し、

施設等の公開・展示を通じて、特

別支援教育の理解啓発を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

② 発達障害教育について、イン

ターネットを通じて幅広い国民

に情報提供の充実を図るととも

に、研究所が実施する研究や研

修、関係機関と連携した取組を総

合的に講じることにより、幼稚

園、小・中学校、高等学校等の教

員や保護者の一層の理解を促進

する。 

 

 

 

イ 幼稚園、小・中学校、高等学

校等の教員、保護者、広く国民一

般に対して発達障害教育に必要

な知識、発達障害に関する研修等

で使用できる情報コンテンツ、理

解啓発を促すようなコンテンツ

を充実し、ホームページから、情

報提供を行う。 

 

ロ 発達障害教育に関する研究

成果の普及や発達障害教育に係

る指導者養成を通じて、発達障害

に係る理解促進を図る。また、厚

インクルーシブ教育システムの構築に関

する理解啓発を推進するため、ホームペー

ジ上のコンテンツとして、障害の基礎知識

やＱ＆Ａ等を掲載するなど、情報発信の充

実を図る。 

 

 

ハ 研究所公開を開催し、施設等の公開・

展示を通じて、特別支援教育の理解啓発を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

② 発達障害者支援法の改正等を踏まえ、

発達障害に関する理解啓発や支援の充実

を図るため、発達障害教育推進センターに

おいて、インターネットを通じて幅広い国

民への発達障害教育に関する情報提供の

充実を図るとともに、研究所が実施する研

究や研修、関係機関と連携した取組を総合

的に講じることにより、幼稚園、小・中学

校、高等学校等の教員や保護者の一層の理

解を促進する。 

 

イ 幼稚園、小・中学校、高等学校等の教

員、保護者、広く国民一般に対して発達障

害教育に必要な知識、発達障害に関する研

修等で使用できる情報コンテンツ、理解啓

発を促すようなコンテンツを充実し、ホー

ムページや動画配信を通じて情報提供を

行う。 

 

 

 

ロ 発達障害教育に関する研究成果の普

及や発達障害教育に係る指導力の向上を

図るため、「発達障害教育実践セミナー」

を実施し、発達障害に係る指導・支援の充

通じて特別支援教育

の理解啓発を図った

か。 

 

（１）② ロ及びホ［ホームページによる情報発信］

と同じ。 

 

 

 

 

 

ハ ［研究所公開］について 

 平成 30 年度の研究所公開を、筑波大学附属久里

浜特別支援学校の学校公開と同日開催で、平成 30

年 11 月 10 日（土）に実施した。テーマを「発見、

体験、特総研！～深めよう知識・広げよう理解～」

として、体験型展示、障害の疑似体験や研究成果等、

実生活や教育現場において有効な情報を紹介した。

参加者からのアンケートでは、満足度の高い結果を

得られた。 

 

② 発達障害教育に関する情報提供・理解啓発 

イ 発達障害教育推進センターホームページについ

て、ユーザーが必要な情報をできるだけ早く得るこ

とができるようにトップページの構成を見直した。

「イベント情報」については、ユーザーができるだ

け身近な地域で研修等の機会が得られるように、公

的機関等の主催、共催、後援で実施が公開されてい

る発達障害に関する研修や理解啓発イベントの情

報収集を行い、年間約 100 件の情報を掲載した。「指

導・支援」「研修講義」「研究紹介」に関する情報

については、各自治体等で開催される研修会等にお

いて紹介・周知を積極的に図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 発達障害教育の理解推進と実践的な指導力の向

上を図る「発達障害教育実践セミナー」を８月３日

に開催し、小・中・高等学校の教員等、291 名が参

加した。実施後のアンケートでは、「参考になった」

研修情報の年間約 100

件の掲載など、ユーザ

ーの利便性の向上につ

いて進めることができ

た。 

 

「発達障害教育実践

セミナー」では、参加

者の高い満足度が得ら

れ、実践的な指導力の

向上に寄与した。 

「発達障害地域理解

啓発事業」は全国３カ

所で 500 名以上の参加

を得た。アンケート結

果から 95％以上の肯定

的な回答を得たことか

ら、地域のニーズに応

じた理解促進が図るこ

とができた。 

 

国立障害者リハビリ

テーションセンター発

達障害情報・支援セン

ター及び発達障害者支

援センターと意見交換

することにより、福

祉・医療・就労・教育

の連携について情報の

共有化を図ることがで

きた。 

 

教材・支援機器等に

関する情報を計画的か

つ着実に幅広く収集

し、研究所内の展示室

を充実させた。また、

支援機器等教材に関す

る研修会・展示会を計

画通り４ヵ所で開催し

たことから、年度計画

を達成した。 

いるが、インクルーシブ教育に対

する誤解も多く、インクルーシブ

教育への理解がさらに求められ

る状況でもある。 

 

・④の特別支援学校及び特別支援

学級等以外の学校関係者に対す

る働きかけは、大変重要である。

通常の学級には「特別支援」や「障

害」という言葉がついているだけ

で、自分には、普通の子には関係

ない、とシャットダウンしてしま

う教員が残念ながら少なからず

いるように思われる。単に「認知

度」を挙げるのではなく、「役立

つ」「知っていると得をする」実

感が必要ではないか。たとえば学

校現場の喫緊の困りごとなどの

ケース事例から検索できるなど、

情報の見せ方に工夫があると良

い。 

 

・インクルーシブ教育システム構

築に向けて、障害者理解を進めて

行くこと必須である。障害のある

当事者の教育についての発信は

大事であるが、交流及び共同学習

や小学校や中学校で障害者理解

教育をどのように進めるかなど

の情報も必要である。「多様性」

というキーワードからも、障害者

理解教育は重要であると思われ

るが、その研究や実践事例も増や

してほしい。 
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生労働省の発達障害情報・支援セ

ンター及び都道府県等の特別支

援教育センターと連携して、関連

情報の共有化と相互利用を推進

し、より幅広く情報提供を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 幼稚園、小・中学校、高等学

校及び特別支援学校において、特

別支援教育における支援機器等

教材を広く普及させるため、以下

の取組を実施する。 

イ 研究所のｉライブラリー（教

育支援機器等展示室）や発達障害

教育推進センター教材・教具展示

室を計画的に整備するとともに、

支援機器等に関する情報を特別

支援教育教材ポータルサイトに

掲載し、ホームページ上で活用で

きるように情報提供する。 

 

 

 

 

 

 

ロ 支援機器等教材に関する研

修会・展示会を毎年度、研究所セ

ミナーや全国特別支援教育セン

実と理解促進を図る。また、厚生労働省の

発達障害情報・支援センター及び都道府県

等の特別支援教育センターと連携して、関

連情報の共有化と相互利用を推進し、より

幅広く情報提供を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 幼稚園、小・中学校、高等学校及び特

別支援学校において、特別支援教育におけ

る支援機器等教材を広く普及させるため、

以下の取組を実施する。 

 

イ 研究所のｉライブラリー（教育支援機

器等展示室）や発達障害教育推進センター

展示室を計画的に整備するとともに、支援

機器等に関する情報を特別支援教育教材

ポータルサイトに掲載し、ホームページ上

で活用できるように情報提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 支援機器等教材に関する研修会・展示

会を研究所セミナー及び全国特別支援教

育センター協議会において開催するとと

という回答が 95％以上であった。 

家庭と教育、福祉等の関係機関が連携し、切れ目

ない地域支援体制の構築を推進することを目的と

した発達障害地域理解啓発事業を公募により申請

のあった３つの自治体（和歌山県、秋田県、兵庫県

姫路市）と協働で実施した。具体的には教材・教具

展示、心理的疑似体験、研究紹介などを行い、教員

及び教育委員会関係者、福祉関係者、保護者、一般

市民など総計で 500 名以上の参加を得た。 

国立障害者リハビリテーションセンター発達障

害情報・支援センターとの連携会議を定期的に開催

（平成 30 年度は TV 会議を含め５回）し、発達障害

に関する最新情報の提供の共有化、困難事例に関す

る教育と福祉の連携、支援者の専門性等について意

見交換を行った。発達障害者支援センター全国連絡

協議会懇談会、総会に参加し、各地域の取組につい

て情報収集するとともに、福祉・医療・労働と教育

の連携による地域における支援体制の構築につい

て関係者との情報交換を行った。 

 

③ 支援機器等教材の普及 

イ ［展示室及びポータルサイト］ 

収集した情報を基に、ｉライブラリー（教育支援

機器等展示室）や発達障害教育推進センター展示室

を整備し、研究所訪問者への公開を行った。平成

30 年度のｉライブラリー見学者総数は、43 団体、

263 名（平成 29 年度、778 名）、発達障害教育推進

センター展示室は 557 名（平成 29 年度、1,047 名）

であった。 

ICT 機器等の教育現場での活用を目指して、教室

をモデルとした第２ｉライブラリーの整備と、機器

の貸出等を平成 30 年度より実施できるように整備

を行った。支援機器等に関する情報は、特別支援教

育教材ポータルサイトに掲載し、インターネットを

通じて情報提供を行った。平成 30 年度末時点で、

760 件（平成 29 年度、760 件）の教材・支援機器と

192 件（平成 29 年度、170 件）の実践事例を掲載し

ている。 

 

ロ ［支援機器等教材に関する研修会・展示会］ 

教育支援機器等及び発達障害教育教材の展示会

については、研究所セミナーの会場、全国特別支援

 

＜課題と対応＞ 

厚生労働省、文部科

学省、国立障害者リハ

ビリテーションセンタ

ーとの連携をさらに深

め、発達障害に関する

必要で正しい情報提供

と支援者の専門性と研

修の在り方について、

令和２年度までに検討

を進めていく。 

 

 課題として、教育現

場において研究所の情

報が十分に普及してい

ないことがある。研究

所セミナー、発達障害

教育推進センターの理

解啓発事業、支援機器

等教材に関する展示会

等研究所が主催するイ

ベント及び所外の講師

派遣等のあらゆる機会

に研究所のホームペー

ジの活用を促す必要が

ある。 

また、ｉライブラリ

ーの拡充等により、教

育現場での支援機器等

活用のための情報普及

を進めていく。 

今後、保護者をはじ

め幅広い国民が利用で

きるように、ホームペ

ージ上のコンテンツに

ついては、充実を図り、

効果的な情報発信を検

討する。 

国立障害者リハビリテ

ーションセンターとさ

らなる連携を図り、的
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ター協議会において開催すると

ともに、教育委員会や教育センタ

ー等の協力を得て、地域における

研修会・展示会を毎年度４回開催

する。 

 

 

 

 

 

 

④ これらの取組を通して、特別

支援学校及び特別支援学級等以

外の学校関係者に対する研究所

の役割や業務内容についての認

知度を中期目標期間終了までに、

50％以上とする。 

もに、教育委員会や教育センター等の協力

を得て、地域における研修会・展示会を平

成 30 年度中に４回開催する。また、教育

センターの協力を得て開催する展示会に

おいては、発達障害教育に関する教材・教

具等の展示や疑似体験の機会を設けるこ

とにより、地域における理解啓発を促進す

る。 

 

 

 

④ 特別支援学校及び特別支援学級等以

外の学校関係者に対する研究所の役割や

業務内容についての認知度について、中間

調査を実施し、その結果を踏まえて、認知

度を上げる方策を検討する。 

 

教育センター協議会、研究所公開で開催するととも

に、教育委員会、教育センター等の協力を得て、各

地域での研修会やセミナーを活用した形で、下記の

４ヵ所で開催した。この際、支援機器等や教材を実

際に触れるような展示とするとともに、疑似体験を

行う機会も設定した。 

・京都府総合教育センター（５月 29 日） 

・山梨県総合教育センター（８月 10 日） 

・長野県総合教育センター（10 月 16 日） 

・埼玉県教育委員会（11 月 18 日） 

 

④ 今回の調査は、今後の認知度調査の方向性を検討

することを目的に中間調査と位置づけ、教育委員会

（都道府県、市区町村）は全数調査、学校（小学校、

中学校、高等学校）は抽出調査とし、実施をした。

調査の内容は、特別支援教育を担当としていない教

職員等の研究所に対する認知度及び研究所の研究

成果等の活用状況を把握することとした。今回の調

査においては、回答者が教育委員会の場合は、指導

主事（特別支援教育担当）等、学校では、副校長・

教頭等を対象とした。 

調査にあたり、間接的な調査のために実数を評価

するのは困難であるため、管轄する学校（教育委員

会）または所属する学校の教職員の認知度について

は、「知っているのは半数以上である」「知ってい

るのは半数未満である」「その他」という選択肢に

よる回答方法とした。また、指導主事や副校長・教

頭等の研究所についての認知度については、「現職

に就く前から研究所を認知していた」「現職に就い

て、初めて知った」「今回の案内で、初めて知った」

「その他」の選択肢、さらに、指導主事や副校長・

教頭等による研究所のホームページや刊行物、研究

所セミナー等の利用については、「ホームページの

利用経験がある」「研究所の刊行物等の利用等の経

験がある」「その他」という選択肢による回答方法

とした。送付数は、全体で 3、975 件送付して、1、

985 件を回収し、54 件の不明を除くと回収率は、

50.6％であった。 

今回の調査結果から、特別支援教育を担当としな

い教職員の研究所に対する認知度は、教育委員会及

び学校において「半数以上の職員が研究所を知って

いる」という回答数は 261 件（13.1％）であった。

確で正しい情報の収集

と提供の方法について

検討を進めていく。 
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一方、「現職に就く前から研究所を認知していた」

と回答した指導主事や副校長･教頭は、590 件

(29.7％)であった。研究所の「ホームページの利用

経験がある」と回答した指導主事や副校長･教頭は、

791 件（39.8％）、「研究所の刊行物等の利用等の

経験がある」との回答数は、206 件（10.4％）であ

った。 

平成 30 年度の中間調査の知見を踏まえ、令和元

年度は、研究所の認知度を高めていく取組ととも

に、予備調査を計画的に実施する。 

 （３）関係団体等との連携

による学校支援及び日本

人学校への相談支援 

校長会、教育委員会、教育

センター等関係団体と連

携した学校への情報提供

を充実し、効率的・効果的

な特別支援教育に関する

情報の普及を図ること。ま

た、要請に応じ講師派遣を

行うなど、各都道府県等に

おける特別支援教育の施

策推進を支援すること。 

日本人学校に対して、保護

者も含めた関係者への情

報発信を行うとともに、教

育相談支援等を必要に応

じて行うこと。 

 

【指標】 

・各都道府県・市町村等へ

の講師派遣を前中期目標

期間に比して 25％以上増

加させる（平成 23 年度～

平成 26 年度累計：1,340

人） 。 

・毎年度、海外赴任教員（管

理職等） 研修会において、

特別支援教育に関する情

報提供を行うとともに、日

本人学校に対し、特別支援

教育に関する情報提供を

（３）関係団体等との連携による

学校支援及び日本人学校への相

談支援 

 

① 校長会や教育委員会、教育セ

ンター等との関係強化を図り、関

係団体が主催する各種会議等を

活用して、効率的・効果的に特別

支援教育に関する情報を普及す

る。また、世界自閉症啓発デーに

対応したシンポジウムなど、特別

支援教育の関係機関や保護者団

体等と連携した事業を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）関係団体等との連携による学校支援

及び日本人学校への相談支援 

 

 

① 校長会や教育委員会、教育センター等

との関係強化を図り、関係団体が主催する

各種会議等を活用して、効率的・効果的に

特別支援教育に関する情報を普及する。ま

た、世界自閉症啓発デー2018 シンポジウム

本部大会へ参画するとともに、筑波大学附

属久里浜特別支援学校等と連携し、世界自

閉症啓発デーin 横須賀を開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・講師派遣の派遣人数 

 

＜その他の指標＞ 

・筑波大学附属久里浜

特別支援学校と連携

し、世界自閉症啓発デ

ー2017in 横須賀を開

催したか。 

 

・日本人学校に対し

て、特別支援教育に関

する情報提供を定期

的（年３回）に実施し

たか。 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

① ナショナルセンターとして、特別支援教育に関す

る理解啓発を効果的・効率的に進めるために、教育

委員会や学校、関係機関等の相互のネットワークの

要として、関係団体との連携を進めている。関係団

体が主催する各種会議に出席し、研究所から、特別

支援教育に関する研究成果等の情報提供を行うと

ともに、要請に応じた支援及び研修を行うことで、

連携強化を図った。研究所要覧や各種案内等を 8、

327 部配布し、研究所の認知度向上に努めた。 

加えて、生涯学習や障害者スポーツの普及を目的 

に、平成 30 年度「特別支援学校『体育・スポーツ』

実践指導者協議会」を全国特別支援学校長会と連携

を図りながら企画・運営した。結果として、「有意

義であった」「どちらかといえば有意義であった」

の合計が 98％と高評価を得た。 

  さらに、平成 30 年度には、新規事業として茨城

県特別支援学校長会及び茨城県教育会（県内の小･

中学校の教職員で組織された研究･研修団体）と共

催で「特別支援教育における体育・スポーツ充実事

業」を水戸市において実施した。実施後のアンケー

トによれば、体験した種目を教育活動や授業へ取り

入れたいかについて尋ねたところ、「取り入れたい

と思った」「どちらかといえば取り入れたいと思っ

た」の合計が 98.8％と高評価を得た。 

 

平成 30 年 4 月 7 日に開催された「世界自閉症啓

発デー2018 シンポジウム」に共催団体として参画

した。全国から約 400 名の参加があった。また、横

＜根拠＞ 

 

 

 

 全国特別支援学校長

会をはじめ、各関係団

体等との関係強化を図

った。また、横須賀市

教育委員会等と連携

し、世界自閉症啓発デ

ー2018in よこすかを開

催した。 

 都道府県・市町村等

への講師派遣も計画的

に進め、目標を達成し

た。 

 日本人学校、日本人

学校校長会及び日本人

学校等在外教育施設に

赴任する教員等への特

別支援教育に関する情

報提供、海外へ赴任す

る保護者等に対する相

談を、文部科学省や外

務省等と連携して行っ

た。 

これらのことから、

年度計画を達成した。 

 

 

 

 

有識者意見 

・日本人学校における特別支援教

育や発達障害等の児童生徒への

指導の在り方はニーズが高いと

思われるが、充分に行われている

か。 

 

・特別支援教育は、一人一人の理

解と参画意識が重要となるが、個

人レベルでは今日的な内容の水

準や現状を把握することが難し

い。そこで、ナショナルセンター

としての国立特別支援教育総合

研究所が機能しなくてはならな

い。それは、点としての特別支援

教育を、面として充実されるため

にも、一元化した機構が必要であ

り、その役割を全面的に担うこと

を国立特別支援教育総合研究所

に期待したい。そのためには、予

算的な措置が必要であり、それに

関しても充実が必要である。特別

支援教育をより充実するために

は、それを支える予算が必要であ

ることは、言うまでも無い。 

 

・日本人学校においても、特別支

援教育の必要性は高まっている。

現地の教育についても、日本と同

じ支援が受けられ、継続してから

もその支援が継続されるよう、教

育相談や情報提供の機能を一層
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定期的（年３回）に実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 都道府県等教育委員会・特別

支援教育センター等が実施する

域内市区町村の特別支援教育担

当者への研修会等への講師の派

遣や、大学教育への参画を通し

て、研究成果の普及や広報活動を

計画的に進める。都道府県・市町

村等への講師派遣については、前

中期目標期間に比して、25％以上

増加させる。 

 

 

③ 日本人学校に対して、特別支

援教育に関する情報提供を定期

的（年３回）に実施し、保護者も

含めた関係者への情報発信を行

うとともに、日本人学校の教員や

保護者を対象に教育相談を実施

し、支援する。また、文部科学省

と連携し、日本人学校等在外教育

施設に赴任する教員（管理職等）

の研修会において、情報提供を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 都道府県等教育委員会・特別支援教育

センター等が実施する域内市区町村の特

別支援教育担当者への研修会等への講師

の派遣や、大学教育への参画を通して、研

究成果の普及や広報活動を計画的に進め

る。都道府県・市町村等への講師派遣につ

いては、延べ 430 人以上を目標とする。 

 

 

 

 

 

③ 日本人学校に対して、特別支援教育に

関する情報提供を定期的（年３回）に実施

し、保護者も含めた関係者への情報発信を

行うとともに、日本人学校の教員や保護者

を対象に教育相談を実施し、支援する。ま

た、文部科学省と連携し、日本人学校等在

外教育施設に赴任する教員（管理職等）の

研修会において、情報提供を行う。 

須賀市教育委員会等と連携し、世界自閉症啓発デー

2018 in よこすか「横須賀市児童生徒ふれあいフェ

スタ」を横須賀市障害者週間キャンペーンの関連行

事として平成 30 年 12 月２日に開催した。当日は

285 名の参加者があり、イベントの様子や参加者の

感想等については、ホームページ等で広く発信し

た。 

 

② 独立行政法人、都道府県、指定都市、市町村、学

校長会、大学、学会・研究会等に対し、延べ 430 人

の派遣を行い、研究成果の普及及び収集した情報の

提供を図った。また、大学教育への参画については、

非常勤講師として 30 大学から 49 件の依頼を受け、

講義を実施した。このほか、大学からの依頼による

研究協議会・シンポジウムでの発表や、大学のセミ

ナーにおける特別支援教育の最新の動向・モデル事

業の紹介、（独）日本学生支援機構（JASSO）の障

害学生支援専門テーマ別セミナーへの協力等を実

施した。 

 

③ 特別支援教育に関する最新のトピックスや関連

施策、研究所における新規事業等に関する情報を

「特総研だより」として年３回、日本人学校 89 校、

及び補習授業校 221 校へ発信した。リーフレット

「障害のあるお子さんを連れて海外で生活するご

家族へ」を海外子女教育財団等の関係機関に 265 部

配布した。日本人学校及び海外へ赴任する保護者等

への相談支援については、海外子女教育振興財団や

海外駐在員を派遣している企業の教育相談担当者

との連携を図りながら効率よく実施した。（総件数

72 件、平成 29 年度は、総件数 123 件） 

文部科学省と連携し、平成 30 年度在外教育施設

派遣教員内定者等研修で「国立特別支援教育総合研

究所における在外教育施設に向けた支援」、また、

文部科学省、外務省に協力して、東アジア・大洋州

地区日本人学校校長研究協議会（於：オーストラリ

ア・パース日本人学校）で「小・中学校における合

理的配慮」（新学習指導要領関連を含む）に関して

具体的な情報提供を行うとともに、分科会における

助言・指導及び日本人学校における特別支援教育に

関する個別の相談にも応じた。 

＜課題と対応＞ 

 情報普及について

は、講師派遣等を通じ

た情報普及も有効な手

段であり、単に派遣す

るだけではなく、研究

所として提供する情報

の精選等により効果的

に進展させた。加えて、

様々な学校長会等を始

めとする関係諸機関と

の連携が質量共に高ま

った。これらの取り組

みの更なる強化が望ま

れる。 

 また、日本人学校へ

の対応については、都

道府県等での対応が困

難なことから、ナショ

ナルセンターとして、

継続した教育相談や情

報提供の充実が求めら

れる。 

 

充実していく必要がある。 

注５）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 
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４．その他参考情報 
特になし。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－４ インクルーシブ教育システム推進センター設置によるインクルーシブ教育システム構築への寄与 

業務に関連する政策・施

策 
政策目標２ 確かな学力の向上、豊かな心と健やかな体の育成と信

頼される学校づくり 

施策目標２－８ 一人一人のニーズに応じた特別支援教育の推進 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第 12 条第１項第３号、４号、

５号 

当該項目の重要度、難易

度 
重要度「高」、難易度「高」：（１）インクルーシブ教育システム

の構築に向けて地域が直面する課題の解決に資する研究の推進 

 障害者差別解消法の施行を踏まえ、各地域におけるインクルーシ

ブ教育システムの構築へ向けた取組を強力に推進するものであり、

重要度は高い。また、地域と協働する新たな取組で、地域の実情に

応じた様々な課題が想定され、難易度は高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビュー番号 １１８、１１９ 

 

２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

28 年度 29 年度 30 年度 令和元年

度 

令和２年

度 

 28 年度 29 年度 30 年度 令和元年

度 

令和２年

度 

地域実践研究の

実施件数 

中期目標期

間終了まで

に、50 件以

上  

－ 

４件 

（28 年度

計画値：４

件） 

13 件 

（29 年度

計画値：13

件） 

14 件 

（30 年度

計画値：14

件） 

  予算額（千円） 

216,427 111,413 114,352 

  

地域におけるイ

ンクルーシブ教

育システム構築

への貢献度 

90％以上 － 100％ 100％ 100％ 

  決算額（千円） 

136,348 118,948 110,725 

  

インクルーシブ

教育システム構

築支援データベ

ースの登録件数 

中期目標期

間終了まで

に、500 件以

上 

－ 

302 件 

（28 年度

計画値：300

件） 

362 件 

（29 年度

計画値：360

件） 

422 件 

（30 年度

計画値：420

件） 

 

（元年度計

画値：460

件） 

 経常費用（千円） 

136,348 118,769 110,723 

  

        経常利益（千円） 136,348 118,718 110,249   
        行政サービス実施

コスト（千円） 
133,122 118,769 110,723 

  

        従事人員数 11 9 9   
注１）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                       注２）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注３）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （１）インクルーシブ教育

システムの構築に向けて

地域が直面する課題の解

決に資する研究の推進 

 

 

権利条約の批准を踏ま

え、我が国においてインク

ルーシブ教育システムの

構築が急務となっている

ことから、各都道府県・市

町村がインクルーシブ教

育システムを構築してい

く上で直面する課題につ

いて、その解決を図るため

の実践的な研究（以下「地

域実践研究」という。）を、

地域の参画を得て推進す

ること。また、研究の成果

を国及び各都道府県・市町

村に提供すること。 

 

 

【指標】 

・地域実践研究の実施件数

を中期目標期間終了まで

に、50 件以上とする。 

・地域実践研究において、

地域におけるインクルー

シブ教育システム構築へ

の貢献度 90％以上を達成

する。 

【重要度：高】【難易度：

高】 

権利条約の批准や「障害

を理由とする差別の解消

の推進に関する法律」（平

（１）インクルーシブ教育システ

ムの構築に向けて地域が直面す

る課題の解決に資する研究の推

進 

 

 

① 各都道府県・市町村がインク

ルーシブ教育システムを構築し

ていく上で直面する課題につい

て、その解決を図るための実践的

な研究（以下「地域実践研究」と

いう。）を、都道府県等教育委員

会から派遣される地域実践研究

員の参画を得て、地域と協力して

推進する。 

地域実践研究は、中期目標期間

終了までに、50 件以上実施し、

地域におけるインクルーシブ教

育システム構築への貢献度（研究

計画で示された地域の課題の改

善実績）90％以上を目標とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）インクルーシブ教育システムの構築

に向けて地域が直面する課題の解決に資

する研究の推進 

 

 

 

① 各都道府県・市町村がインクルーシブ

教育システムを構築していく上で直面す

る課題について、その解決を図るための実

践的な研究（以下「地域実践研究」という。）

を、各研究に参画した都道府県及び市町村

教育委員会から派遣される地域実践研究

員と共に、地域と協力して推進する。 

地域実践研究は、長期派遣型（１年間）、

短期派遣型（研究所への派遣は年６日間）、

併せて 14 件を実施する。地域におけるイ

ンクルーシブ教育システム構築への貢献

度（研究計画で示された地域の課題の改善

実績）90％以上を目標とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・地域におけるインク

ルーシブ教育システム

構築への貢献度 90％以

上 

 

＜その他の指標＞ 

・地域実践研究の研究

成果について広く普及

を図ったか 

・インクルーシブ教育

システム推進センター

のホームページの開設

やパンフレットの作

成・配布等行ったか 

 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

① 地域が直面する課題の解決に資する地域実践

研究の推進 

・ 平成 30 年度より、従来の都道府県・指定都市

教育委員会に加え、市区町村教育委員会からも

参画できるようにした。平成 30 年度は、長期派

遣型に５県から６件の参画を、短期派遣型に４

県４市から８件の参画を得て、計 14 件の研究を

推進した。14 件の研究課題は、インクルーシブ

教育システムの構築に向けた体制整備に関する

研究２課題（教育相談、就学先決定に関する研

究、インクルーシブ教育システムの理解啓発に

関する研究）、インクルーシブ教育システムの構

築に向けた特別支援教育に関する実際的研究２

課題（多様な教育的ニーズに対応できる学校づ

くりに関する研究、学校における合理的配慮及

び基礎的環境整備に関する研究）に取り組んだ。 

 

・ 研究の推進に当たっては、所内研究職員と各

県市教育委員会から派遣された地域実践研究員

が研究チームをつくり、外部有識者による地域

実践研究アドバイザーから、適宜、指導・助言

を受けた。 

 

・ 地域実践研究に参画した６県市・７会場にお

いて、地域実践研究フォーラム及び研修会等を

実施し、得られた成果を提供した。参加者数は、

30～380 名であり、合計約 1、100 名の参加があ

った。 

これら各地における地域実践研究フォーラム

においては、幼稚園、保育所、認定こども園、

小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の教

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 

 

 

 

平成30年度より各市町村

教育委員会における課題解

決に直結できるよう、短期

派遣型については、派遣対

象地域を市町村教育委員会

まで拡げ、13 県市の参画を

得て、14 件の課題を計画ど

おり実施し、インクルーシ

ブ教育システムの地域への

定着を図った。地域実践研

究で得られた成果について

は、参画した地域における

地域実践研究フォーラムや

研修会の開催等を通し、広

く普及を図った。 

 

地域実践研究に参画した

教育委員会を対象とした、

地域におけるインクルーシ

ブ教育システム構築への貢

献度にかかる質問紙調査で

は、全ての教育委員会より、

高い評価を得、目標値を達

成した。特に、平成 30 年度

より参画可能とした市教育

委員会が本事業を積極的に

活用し、その成果を積極的

に還元することが見られた

のは、大きな成果である。 

 

平成 28・29 年度の２年間

評定  
＜評定に至った理由＞ 

 

＜評価すべき実績＞ 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

  

＜その他事項＞ 

有識者意見 

・ユネスコがインクルーシブ

教育について取り上げたの

は、1994 年であり、既に 15

年が経過をしている。この 15

年の間に、インクルーシブ教

育の考え方は少しずつ広まっ

ているものの、十分とは言え

ない状況もある。インクルー

シブ教育を充実するために

は、一つには、トップダウン

でのその充実が必要であり、

それは国としての施策の中で

行うことが求められる。一方、

インクルーシブ教育の充実を

図るためには、ボトムアップ

としての取組の充実も求めら

れる。 

 この双方向からの充実を図

ることが、インクルーシブ教

育の内容的な充実には不可欠

と考え、その取組の一層の充

実が求められる。 

 インクルーシブ教育は、そ

の終着点はなく、その充実の

みが恒常的に求められる。言

い方を変えれば、いくらやっ

ても、それで終わりというこ

とではなく、充実を継続的に
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成 25 年法律第 65 号。以下

「障害者差別解消法」とい

う。）の施行を踏まえ、各

地域におけるインクルー

シブ教育システムの構築

へ向けた取組を強力に推

進するものであり、重要度

は高い。また、地域と協働

する新たな取組で、地域の

実情に応じた様々な課題

が想定され、難易度は高

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 地域実践研究の研究成果に

ついては、国や各都道府県、市町

村、学校等に提供するとともに、

地域における報告会や協議会の

開催、講師派遣等を通じて、広く

一般にも普及を図る。 

 

 

 

 

③ インクルーシブ教育システ

ムの構築に関する理解啓発や研

究所のインクルーシブ教育シス

テム推進センターの活動等を広

報するため、センターのホームペ

ージの開設やパンフレットの作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 平成 28・29 年度に実施した４課題の

地域実践研究の研究成果については、国や

各都道府県、市町村、学校等に提供すると

ともに、地域における報告会や協議会の開

催、研究所のホームページへの掲載、リー

フレットの配布、講師派遣等を通じて、広

く普及を図る。 

 

 

 

③ インクルーシブ教育システムの構築

に関する理解啓発や研究所のインクルー

シブ教育システム推進センターの活動等

を広報するため、センターのホームページ

の充実やパンフレットの作成・配布等行

う。 

職員など、さまざまな校種の教職員、県市町村

教育委員会の職員、関係機関からの参加が多く

あった。 

 

・ 平成 30 年度に地域実践研究に参画した教育委

員会を対象として地域におけるインクルーシブ

教育システム構築への貢献度に関わる質問紙調

査を実施し、全ての教育委員会（13 県市 14 件）

より「地域実践研究に参画して、期待通り計画

通りの成果が得られた」及び「地域実践研究へ

の参画は、県・市のインクルーシブ教育システ

ムの構築に役立った」との回答を得た。（地域に

おけるインクルーシブ教育システム構築への貢

献度 100％、達成度 111.1％）  

 

・ 平成 30 年度から市区町村からも申請可能とし

た結果、４市から申請があった。このうち、釜

石市（岩手県）は、市内の小・中学校の全教員

と全ての教育委員が、地域実践研究フォーラム

に出席して研究成果の報告を受け、インクルー

シブ教育システムの理解を深めた。また、鹿沼

市（栃木県）は市教育委員会が策定した「鹿沼

市教育ビジョン基本計画Ⅱ期」を展開するにあ

たり、本研究への参画を位置づけた。 

 

 

② 平成 28・29 年度の地域実践研究の成果普及 

・ 平成 28・29 年度の２年間の研究成果及び地域

実践研究事業の概要を、『平成 28・29 年度地域

実践研究事業報告書 地域におけるインクルー

シブ教育システム推進』としてまとめ、国や都

道府県・市区町村教育委員会、特別支援学校等

に送付するとともに、研究所のホームページに

掲載し、広く研究成果を普及した。 

 

 

③ インクルーシブ教育システムの構築に関する

理解啓発 

・ インクルーシブ教育システムの構築に関する

情報やインクルーシブ教育システム推進センタ

ーの取組について、ホームページにて周知を図

った。また、都道府県・指定都市・市区町村教

の研究成果等を『平成 28・

29 年度地域実践研究事業報

告書 地域におけるインク

ルーシブ教育システム推

進』としてまとめ、関係機

関への送付やホームページ

への掲載等を通して、広く

研究成果を普及し、同様の

課題を有する地域や学校等

での活用が図られた。 

 

 ホームページへの掲載、

インクルーシブ教育システ

ム普及セミナーの開催、年

報やパンフレットの配布、

研究所メールマガジン、各

教育委員会訪問等を通し

て、インクルーシブ教育シ

ステムの構築に関する情報

提供、理解啓発を図った。

併せて、インクルーシブ教

育システム推進センターの

活動の広報に努めた。 

 

＜課題と対応＞ 

地域実践研究の成果普及

については、参画した自治

体だけではなく、同様の課

題を有する全国の自治体で

の活用を図る取組を推進し

ていくことが課題である。 

成果について、都道府県・

市町村教育委員会、学校等

に「地域実践研究事業報告

書」や普及フォーラム、セ

ミナー等を通して、広く提

供する予定である。 

続けること自体が重要とな

る。 

 上記のことに向けて、国立

特別支援教育総合研究所の活

動は、平成 30 年度の自己評価

に関しては十分であるが、こ

れにとどまることなく、一層

の充実を求めたい。 

 

・各地域の教育委員会から派

遣された地域実践研究員と協

力しての実践的な研究は、研

究内容が活用されること、地

域の課題解決のための指導者

が育成されることが成果であ

り、非常に有効だと考えてお

り、今後も継続してほしい。 

・インクルーシブ教育システ

ムの構築に向けては、小中学

校、特に高等学校での理解浸

透を図ることが喫緊の課題で

ある。 

 

・インクルーシブ教育システ

ムの構築については、それぞ

れの地域の課題に即した研究

を進め、確実に地域に定着す

るよう、今後もさらなる注力

が必要である。 

・インクルーシブ教育システ

ム構築については、障害者を

取り囲む教員や児童生徒、保

護者、地域等の理解が進んで

いくことも必要である。施設

設備や人材の面だけではな

く、障害者理解として周囲の

人の考え方を変えていくよう

な実践研究もあると良い。 

・トライアングル・プロジェ

クト等により家庭、教育、福

祉の連携が進んでおり、教育

の場だけではなく、地域等と
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成・配布等を行う。  育委員会や教育センター等へ年報やパンフレッ

トを配布した。このほか、研究所メールマガジ

ンや全国特別支援教育センター協議会や全国特

別支援教育振興協議会での活動紹介、都道府県 

・市町村教育委員会を訪問（20 県市）して取組の

説明を行う等、インクルーシブ教育システム推

進センターの活動等の広報を行った。 

 

・ インクルーシブ教育システム普及セミナーを

近畿地区を対象に実施した。第１部はインクル

ーシブ教育システム推進センターの活動報告、

第２部は地域におけるインクルーシブ教育シス

テム構築の取組等について、小学校、教育委員

会から報告を行い、インクルーシブ教育システ

ムの普及を図った。 

積極亭に連携を図った実践研

究も今後、必要と思われる。 

 （２）権利条約の批准を踏

まえた国際的動向の把握

と海外の研究機関との研

究交流の推進 

 

我が国におけるインク

ルーシブ教育システムの

構築に資するため、諸外国

のインクルーシブ教育シ

ステム構築の動向を把握

し、公表すること。 

また、海外の特別支援教

育の研究機関との交流を

図り、研究の充実を図ると

ともに、国際的なシンポジ

ウム等を開催し、広く情報

の普及を図ること。 

 

【指標】 

・毎年度、諸外国のインク

ルーシブ教育システム構

築の動向を把握し、普及を

図るとともに、海外の研究

機関とのシンポジウム等

を定期的に開催する。 

 

（２）権利条約の批准を踏まえた

国際的動向の把握と海外の研究

機関との研究交流の推進 

 

 

① 諸外国のインクルーシブ教

育システムの構築に係る最新動

向を計画的に把握し、公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）権利条約の批准を踏まえた国際的動

向の把握と海外の研究機関との研究交流

の推進 

 

 

① 諸外国のインクルーシブ教育システ

ムの構築に係る最新動向を計画的に把握

し、国内との比較・検討など参考になる情

報をホームページや小冊子等で広く公表

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

・諸外国のインクルー

シブ教育システムの構

築に係る最新動向を計

画的に把握し、公表し

たか 

・海外の特別支援教育

の研究機関との研究交

流の促進を行うととも

に、特別支援教育に関

する国際シンポジウム

等を開催し、広く教育

関係者等へ情報の普及

を図ったか 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

① 諸外国のインクルーシブ教育システムの構築

に係る最新動向の把握と公表 

・ 諸外国のインクルーシブ教育システムの構築

に係る最新動向について、以下のように情報収

集を行った。 

 

・ 国別調査班による調査の実施 

国別調査班を編成し、６ヵ国（アメリカ、イ

ギリス、韓国、オーストラリア、フィンランド、

スウェーデン）の国別調査の実施 

 

・ 客員研究員の委嘱 

５名の客員研究員によるアメリカ、イギリス、

オーストラリア、韓国、フィンランド、スウェ

ーデンの基礎情報の収集 

 

・ 把握した海外情報については、小冊子『諸外

国におけるインクルーシブ教育システムに関す

る動向－平成 30 年度国別調査から－』に、「近

年のインクルーシブ教育システムに関する施策

の動向」「障害のある子どもの学びの場」「障害

のある子どもの教育課程」「障害のある子どもに

＜根拠＞ 

 

 

 

 

 諸外国のインクルーシブ

教育システムにかかる情報

について、効率的に情報収

集を行った。 

把握した海外情報につい

ては、小冊子『諸外国にお

けるインクルーシブ教育シ

ステムに関する動向－平成

30 年度国別調査から－』に、

各国の特徴をまとめるとと

もに、長期海外派遣研究員

制度や出張による調査結果

も併せて掲載した。小冊子

は、広く配布し、情報の提

供を図った。また、特総研

ジャーナルに掲載、ホーム

ページでの公開、各期の特

別支援教育専門研修におけ

る講義、インクルーシブ教

育システム普及セミナーに

おける情報提供等により、

受講者や参加者に、学びの

有識者意見 

・インクルーシブ教育システ

ムの構築に関して諸外国の状

況を知ることは重要です。し

かし、教育に対する考え方等

の違いがあり、日本型のイン

クルーシブ教育システムをど

のように捉えるか、提案を期

待する。 

 

・インクルーシブ教育の考え

方は、ユネスコで発せられた

ものでもあり、この様な考え

は、従来の日本の中から発せ

られたものではないことであ

ることから、国際的な観点か

らのインクルーシブ教育の実

態を日本の紹介することが重

要となる。 

 ただそのときに、各国の教

育事情・状況や実態の理解の

上に立たないと、日本の教育

として行われるインクルーシ

ブ教育との齟齬が生じること

がないとは言えない。 

 諸外国で行われいるインク

ルーシブ教育の理解に立っ
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② 海外の特別支援教育の研究

機関からの研究員の受入れや研

究職員の派遣等を行い、研究交流

の促進及び研究の充実を図ると

ともに、特別支援教育に関する国

際シンポジウム等を定期的に開

催し、広く教育関係者や一般国民

への情報の普及を図る。また、海

外からの視察・見学を積極的に受

け入れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 海外の特別支援教育の研究機関から

の研究員の受入れや研究職員の派遣等を

行い、研究交流の促進及び研究の充実を図

るとともに、特別支援教育に関する国際シ

ンポジウム等を開催し、広く教育関係者や

一般国民への情報の普及を図る。また、

JICA 研修プログラム等への協力を含め、海

外からの視察・見学を積極的に受け入れ

る。 

 

ついての理解啓発」の４項目を取り上げて、各

国の特徴をまとめるとともに、長期海外派遣研

究員制度や出張による調査結果も併せて掲載し

た。小冊子は、研究所で開催した各セミナー等

での配布をはじめ各都道府県・指定都市教育委

員会、小・中・高等学校、特別支援学校の関係

機関等に広く配布し、情報の提供を図った。ま

た、特総研ジャーナルに、「障害のある子どもに

ついての理解啓発」に焦点を当て、各国の取組

について報告した。 

 

・ 各期の特別支援教育専門研修において、「諸外

国における障害のある子供の教育」として、最

新の調査を踏まえた講義を行った。このほか、

インクルーシブ教育システム普及セミナーにお

いて、各国の障害者の権利に関する条約の署名･

批准の状況、インクルーシブ教育システム構築

のアプローチの分類、障害のある子どもの教育

の場などについて紹介した。 

 

・ 招聘した海外の研究員や客員研究員による講

演会や海外出張者による情報共有会を実施し、

海外の情報を共有した。 

 

② 海外の研究機関との研究交流の促進、国際シ

ンポジウムの開催、海外からの視察・見学の受入 

 

・ 韓国国立特殊教育院（KNISE）との研究交流の

促進と情報交換を行うことを目的に、研究職員

１名を派遣し、特別支援教育に関する課題等に

関する情報交換と共同研究「教育課程に係る研

究」についての打合せ等を行った。また、韓国

国立特殊教育院から研究士１名が来所、韓国国

立特殊教育院が刊行する季刊誌への投稿等の交

流を進めた。 

 

・ 「障害のある子どもと障害のない子どもの交

流をめざして－日韓の取組から今後のインクル

ーシブ教育システム推進を展望する－」をテー

マとし、第４回 NISE 特別支援教育国際シンポジ

ウムを開催（平成 31 年２月）し、幼稚園、小・

中・高等学校、 特別支援学校等の教員、教育・

機会を提供した。 

 

・韓国国立特殊教育院との

研究交流の促進、情報の積

極的な収集と発信に努め

た。 

 

・「障害のある子どもと障害

のない子どもの交流をめざ

して－日韓の取組から今後

のインクルーシブ教育シス

テム推進を展望する－」を

テーマとし、第４回 NISE 特

別支援教育国際シンポジウ

ムを開催し、海外の特別支

援教育に関する情報を参加

者に広く提供した。 

 

 

＜課題と対応＞ 

 諸外国のインクルーシブ

教育システム構築に関する

動向について、小冊子やホ

ームページ等を活用し、よ

り広く普及すること、海外

の研究機関等との研究交流

の促進を図ることが課題で

ある。 

 最新の情報を収集し、諸

外国の社会的背景の違い等

を踏まえ、把握・分析する

中で、情報の発信に努める。 

また、韓国国立特殊教育

院との研究交流を継続的に

進め、両機関にとって、有

益となる情報の交換を行う

とともに、海外からの研究

者、教育関係者等の訪問者

に対し、我が国の特別支援

教育の現状について積極的

に情報を提供する。 

国際シンポジウムについ

て、日本の実情に合わせたイ

ンクルーシブ教育の構築のた

めの研究が求められる。 

 

・海外の障害者教育に関する

情報や、国際的動向などを注

視していくことも、日本の教

育の発展のためには重要であ

る。研究や情報発信について、

ナショナルセンターとして、

今後も継続して、海外の最新

情報についても情報収集を図

ってほしい。 
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福祉・行政機関の関係者等 190 名程の参加があ

った。参加者のアンケートでは、シンポジウム

の内容について、満足が 40.3％、おおむね満足

が 59.7％との回答であった。 

 

・ JICA 研修プログラムによる視察を始めとして

17 カ国 98 名の視察・見学者を受け入れ、日本に

おける特別支援教育の制度、インクルーシブ教

育システム構築に向けた取組、研修課題のテー

マに関する講義等を行った。また、教育行政や

学校教育システム、障害のある子どもの教育の

場などについて、情報を交換した。 

ては、特任研究員からの情

報提供や海外調査を踏ま

え、参加者のニーズに応え

るテーマ・内容を検討し、

開催する。 

 （３）インクルーシブ教育

システムの構築に向けて、

都道府県・市町村・学校が

直面する課題の解決に資

する情報発信・相談支援の

充実 

 

インクルーシブ教育シス

テムの構築に向けて、各都

道府県・市町村・学校が直

面する課題の解決に資す

るため、インクルーシブ教

育システム構築支援デー

タベースの充実を図ると

ともに、教育相談情報提供

システムと一体的に運用

し利便性の向上に努める

こと。その際、障害者差別

解消法の趣旨を踏まえ、

「『合理的配慮』実践事例

データベース」については

合意形成のプロセスを含

む事例とするほか、一見し

て取組内容が分かる概要

を作成するなど、閲覧者の

利便性向上のため一層の

工夫を行うこと。 

また、インクルーシブ教

育システムの構築（障害者

差別解消法への対応を含

（３）インクルーシブ教育システ

ムの構築に向けて、都道府県・市

町村・学校が直面する課題の解決

に資する情報発信・相談支援の充

実 

 

 

① インクルーシブ教育システ

ム構築支援データベースについ

て、計画的に実践事例の充実を図

るとともに、障害者差別解消法の

趣旨を踏まえ、合意形成のプロセ

スを含む事例とする。実践事例の

登録件数については、中期目標期

間終了までに 500 件以上とする。 

また、閲覧者の利便性向上のた

め、教育相談情報提供システムと

一体的に運用するとともに、取組

内容や活用方法が分かる概要を

作成するなど、分かりやすさや見

やすさを考慮した工夫を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）インクルーシブ教育システムの構築

に向けて、都道府県・市町村・学校が直面

する課題の解決に資する情報発信・相談支

援の充実 

 

 

 

① インクルーシブ教育システム構築支

援データベースについて、計画的に実践事

例の充実を図るとともに、障害者差別解消

法の趣旨を踏まえ、合意形成のプロセスを

含む事例とする。実践事例の登録件数につ

いては、平成 30 年度末までに 420 件以上

とする。 

 また、幼稚園・小学校・中学校・高等学

校に対する情報発信・周知の仕方を工夫

し、閲覧者の増加に努めるとともに、閲覧

者の利便性向上のため、概要を作成するな

ど、分かりやすさや見やすさの視点から工

夫する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・インクルーシブ教育

システム構築支援デー

タベースの実践事例登

録件数 420 件以上 

 

＜その他の指標＞ 

・インクルーシブ教育

システム構築支援デー

タベースについて、閲

覧者の利便性向上のた

め、教育相談情報提供

システムと一体的に運

用するとともに分かり

やすさや見やすさを考

慮した工夫を行った

か。 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

① インクルーシブ教育システム構築支援データ

ベースの充実 

・ インクルーシブ教育システム構築支援データ

ベース（インクル DB）について、平成 30 年度は

新たに 60 件の事例を掲載し、合計 422 件となっ

た（達成度 100.5％）。このうち、合理的配慮の

提供に至る合意形成のプロセスを含む事例の掲

載は平成 30 年度末現在で 218 件である。 

  

・ 閲覧者の利便性向上を図るため、実践事例の

取組内容や活用方法を分かりやすくまとめた概

要版を作成し、平成 30 年９月からホームページ

に掲載するとともに検索方法を掲載した。これ

らインクル DB の活用に関するチラシを作成し、

各学校長会の大会や研究所公開、研究所セミナ

ー、都道府県教育委員会主催の行事等で配布し

た。 

  

・ 幼稚園、小・中・高等学校等の関係者への周

知を図るため、チラシを作成し、広く配布（10、

000 部）するとともに、インクルーシブ教育シス

テム普及セミナー、研究所公開、研究所セミナ

ー等において、インクルDB紹介コーナーを設け、

＜根拠＞ 

 

 

 

 

 

 

インクルーシブ教育シス

テム構築支援データベース

（インクル DB）について計

422 件の事例を掲載し、平成

30 年度の目標を達成した。

また、概要版の作成・掲載

と検索方法を掲載し、 検索

しやすいような工夫を図っ

た。 

 

幼稚園、小・中・高等学

校等の関係者への周知を図

るため、チラシの配布や各

行事等においてインクルDB

紹介コーナーを設け、イン

クル DB の情報提供を行い、

年間の事例ダウンロード数

は約 25,000 件となり、昨年

度に比べ 8,000 件程増加し

た。 

 

相談コーナーにおいて、 

都道府県・市区町村・学校

有識者意見 

・インクルーシブ教育システ

ム構築支援データベースの充

実、また、活用が増加してい

る。関係者へのチラシの配布

等が効果的であったと思われ

る。 

 

・インクルーシブ教育のボト

ムアップを行うためには、こ

の様な地道な支援活動が重要

である。 

 このような活動は、即効性

のあるものではない。だから

こそ、国立特別支援教育総合

研究所の役割があるのであ

り、国による継続性が重要と

なる。 

 結果や成果をすぐに求めた

りする今日的な状況がある

が、教育は、子供の成長と共

にあるものであり、時間がか

かることは自明である。その

ことを前提としてインクルー

シブ教育を行わないと、単な

る成果主義に陥ってしまい、

支援を要する子供たちの教育

にはならないことに留意しな

くてはならない。 

 インクルーシブ教育システ
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む。） に係る各都道府県・

市町村・学校からの相談に

対する支援の充実を図る

こと。相談内容について

は、国における政策立案に

も資するよう、関係者のプ

ライバシーに配慮しつつ、

国にも提供すること。 

 

【指標】 

・インクルーシブ教育シス

テム構築支援データベー

スの活用について、登録件

数を中期目標期間終了ま

でに 500 件以上とする（平

成 26 年４月～ 平成 28 年

１月末現在事例登録件

数：133 件） 。 

【優先度：高】 

インクルーシブ教育シス

テムの構築に向けて、各都

道府県・市町村・学校が直

面する課題の解決に資す

る情報提供を充実してい

くもので、優先度は高い。 

 

 

② 各都道府県・市町村・学校か

らのインクルーシブ教育システ

ムの構築に係る相談に対応する

とともに、必要に応じて、研修会

等への講師派遣を行う。また、相

談内容については、国における政

策立案にも資するよう、関係者の

プライバシーに配慮しつつ、国に

提供する。 

 

 

② 各都道府県・市町村・学校からのイン

クルーシブ教育システムの構築に係る相

談について、平成 29 年２月に設置した「相

談コーナー」において相談を受け付けると

ともに、その活用について周知を図る。ま

た、相談内容については、国における政策

立案にも資するよう、関係者のプライバシ

ーに配慮しつつ、国に提供する。 

 

インクル DB の情報提供を行った。 

 

② インクルーシブ教育システムの構築に係る相

談対応 

・ 平成 29 年２月に、インクル DB の中に「相談

コーナー」を設け、都道府県・市区町村又は学

校からの「インクルーシブ教育システム構築」

に関する相談の受付を開始した。平成 30 年度に

おいても、継続して相談対応を行った。相談コ

ーナーについては、チラシや普及セミナー等に

おいて周知した。また、相談内容と回答の概略

は国に提供した。 

 

等からの相談に対応すると

ともに、チラシやホームペ

ージ等で相談コーナーの周

知を図った。 

 

＜課題と対応＞ 

 インクルDBの閲覧者の利

便性向上を図ること、幼稚

園、保育所、認定こども園、

小学校、中学校、高等学校

等の教職員に周知すること

が課題である。 

 データベースの活用に関

するチラシを関係する各機

関や行事等において配布す

るとともに、研究所セミナ

ー等において、インクル DB

紹介コーナーを設け、デー

タベース等に関する情報提

供を行う。 

今後さらに交流及び共同

学習に関する取組事例やデ

ータベースを活用した研修

についての情報提供もホー

ムページに掲載し、閲覧者

にとって有益な情報発信に

努める。 

ム構築支援データベースの充

実は重要だが、その掲載につ

いての達成度を示すことも必

要ではあるが、それをどの様

に生かした教育が行われるこ

とがそれ以上に重要であり、

その支援を、国立特別支援教

育総合研究所としてどの様に

行うか、という面からの充実

も同時に求めたい。 

 

・全国でインクルーシブ教育

システム構築に向けての取組

が進んでいるが、地域によっ

てその進捗状況は異なり、苦

労している状況がある。今後

もさらなる周知と、相談支援

体制の改善に努めてほしい。 

・学校で提供されている合理

的配慮は、本研究所のデータ

ベースを参考としていると思

われるものが多く、モデルを

示していると言える。しかし、

全ての学校に周知が進んでい

るわけではないので、幼稚

園・小学校・中学校・高等学

校に対する情報発信をさらに

進めることが必要である。 

・データベースの事例が 500

件に届こうとしているが、今

後の活用や、掲載事例のリニ

ューアル等、今後の方向性に

ついても検討する時期ではな

いか。 

注５）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 
特になし。 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

２ 業務運営の効率化に関する事項 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビュー番号 １１８、１１９ 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

28 年度 29 年度 30 年度 令和元年度 令和２年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要

な情報 
退職手当及び特殊要因

経費を除いた、対前年度

比一般管理費３％以上

の業務の効率化 

対前年度比△３％ － △1.4％ △13.1％ △2.2％ 

   

退職手当及び特殊要因

経費を除いた、対前年度

比業務経費１％以上の

業務の効率化 

対前年度比△１％ － 0.5％ △8.0％ △13.4％ 

   

         
         
         
         

注１）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載    

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 １．業務改善の取組 

 

運営費交付金を充

当して行う業務につ

いては、事業の重点

化、管理部門の簡素

化、効率的な運営体制

の確保、個々の業務の

予算管理の徹底、調達

等合理化の取組等に

より業務運営コスト

の縮減を図ること。 

中期目標期間中、退

１．業務改善の取組 

 

運営費交付金を充当して

行う業務については、事業

の重点化、管理部門の簡素

化、効率的な運営体制の確

保、個々の業務の予算管理

の徹底、調達等合理化の取

組等により業務運営コスト

の縮減を図ることとし、経

費縮減の余地がないか自己

評価を厳格に行ったうえ

で、適切に見直しを行う。 

１．業務改善の取組 

 

運営費交付金を充当して行う業務に

ついては、事業の重点化、管理部門の

簡素化、効率的な運営体制の確保、個々

の業務の予算管理の徹底、調達等合理

化の取組等により業務運営コストの縮

減を図ることとし、経費縮減の余地が

ないか自己評価を厳格に行ったうえ

で、適切に見直しを行う。 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

 

・退職手当、特殊要因

経費を除き、対前年度

比で管理経費３％以

上、業務経費１％以上

の業務の効率化 

 

 

＜その他の指標＞ 

・調達等合理化計画の

推進による業務運営の

効率化 

＜主要な業務実績＞ 

 

○事業の重点化 

中期目標に基づく中期計画及び年度計画等に定める活

動を推進するため「平成 30 年度予算編成方針」を策定し、

平成 30 年度新規事項「教職員の専門性向上等に向けた幼

児期から高等学校段階まで一貫した地域支援事業（チー

ム・特別支援）」に加え、次の方針に基づき予算編成を行

い、事業の重点化を図った。 

１ 研究の推進 

・研究の充実を図るため、研究員の研究能力の向上

や必要な設備備品等の整備。 

・特に基幹研究（横断的研究）及び地域実践研究を

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

平成30年度は予算配

分方針に基づき新規事

業への予算の重点配分

や補正予算の編成等を

行うとともに、契約の

見直しによる固定的経

費の削減を行った。ま

た、職員に対する予算

状況の説明等の取組に

より、業務運営コスト

評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

＜評価すべき実績＞ 

 

＜今後の課題＞ 

 

＜その他事項＞ 

有識者意見 

・研究や研修、インクルーシ

ブ教育システムの周知や推進

などやるべき事業の増加の中

予算が毎年削減されるのは厳
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職手当、特殊要因経費

を除き、毎事業年度に

つき、対前年度比一般

管理費３％以上、業務

経費１％以上の業務

の効率化を図ること。 

 

 

退職手当、特殊要因経費

を除き、毎事業年度におい

て、対前年度比で管理経費

（人件費含）３％以上、業

務経費（人件費含）１％以

上の業務の効率化を図る。 

また、契約については、

「独立行政法人における調

達等合理化の取組の推進に

ついて」（平成 27 年 5 月 25

日総務大臣決定）に基づき、

毎年度研究所の調達等合理

化計画を策定・公表し自己

評価する取組を着実に実施

することにより、調達等の

合理化を推進し、業務運営

の効率化を図る。 

 

退職手当、特殊要因経費を除き、対

前年度比で管理経費３％以上、業務経

費１％以上の業務の効率化を図る。 

 

 

 

また、契約については、「独立行政

法人における調達等合理化の取組の推

進について」（平成 27 年 5 月 25 日総

務大臣決定）に基づき、研究所の調達

等合理化計画を策定・公表し自己評価

する取組を着実に実施することによ

り、調達等の合理化を推進し、業務運

営の効率化を図る。 

 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

重視した予算編成。 

 

２ 研修の充実 

・研修員の研修環境を向上させるため予算を確保。 

・ウェブサイトを活用した教職員の資質向上に資す

る予算を確保。 

 

３ 安全対策等の強化 

・研修員、職員等の安全性向上に資する予算を確保

する。 

・職員の労働環境の改善を図るための予算編成。 

 

○管理部門の簡素化 

・ 平成 30 年４月より、管理部門である総務部について、

３課１室８係から３課２室８係体制に見直し、意思決定の

迅速化を図った。 

 

○予算管理 

・ 予算管理の徹底を図るため、四半期毎に予算執行状況を

把握するとともに、第３四半期までの予算執行状況を踏ま

え、予算の有効活用を図るため補正予算の編成を行い、中

期計画、年度計画に即した適切な執行に努めた。 

・ 東京事務所（学術総合センター）を平成 30 年 3 月末に

廃止し、年間約 1,000 千円（平成 29 年度実績）の削減と

なった。 

・ 上記の他、複合機の契約方法の見直しにより、前年に比

べて 605 千円削減した。このほか、会計システムによる

個々の予算管理の実施、ペーパーレス化を推進し、コピー

用紙及び印刷代の削減に努め、業務運営コストの縮減に努

めた。 

 

○管理経費３％以上、業務経費１％以上の業務の効率化 

・ 平成 28 年度の業務の実績に関する評価において「一般

管理費及び業務経費ともに削減率を達成できなかったこ

とから予算管理体制をより一層整備し、目標達成に資す

る。」との指摘を受けた。そのため、上記の事業の重点化、

予算管理体制の整備や業務運営コストの削減などに取り

組んだ。その結果、平成 30 年度は、退職手当及び特殊要

因経費を除き、管理経費は対前年度比 2.2％の減、業務経

費は対前年度比 13.4％の減となり、管理経費の業務の効

率化３％減は達成できなかった。しかし、総合計では対前

年度 932 百万円から 828 百万となり、対前年度比 11.1％

の縮減を図ることがで

きた。 

調達等合理化の取組

により、競争性のない

随意契約は、平成 29 年

度は契約件数32件中８

件（45 百万円）に対し

て、平成 30 年度は契約

件数 26 件中７件（28

百万円）となった。 

 

退職手当、特殊要因

等控除後の一般管理費

は 184 百万円となり前

年度に比べ 2.2％減と

なった。同じく業務経

費は平成30年度643百

万円となり前年度に比

べ 13.4％の減となり、

効率化を図った。一般

管理費については、予

算管理体制を一層整備

し、目標達成に資する。 

 

＜課題と対応＞ 

 平成 30 年度は、重点

的な予算配分や予算管

理の徹底、契約の見直

し等により業務運営コ

ストの縮減を図ってき

たが、目標を達成でき

なかった。引き続きこ

れらの取組を継続し、

業務運営コストの削減

に向けて業務内容の見

直しを図るものとす

る。 

 

しいと思う。科研費などの外

部資金も獲得している中、努

力さていることと思われる。 

 

・事業を継続する一番の資源

は、人である。今日、業務改

善と言うことにより、より効

率化を求められることが多

い。しかし、効率化を図るこ

とに関わり、費用の削減とい

う面から人件費を削減するこ

とは、本末転倒と言わざるを

得ない。 

 事業を継続的に行ったり改

善をしたり、より発展したり

するためには、多くの人が必

要である、その費用がかかる

ことは当然としなくてはなら

ない。教育の原資は、人であ

り、その充実を図ることによ

り、教育はより良くなること

を確認したい。 

 そのためには、これまで以

上に人に対しての予算を付け

ることが重要となる。 

 人と手間を掛けることが研

究活動の充実となり、延いて

は、国立特別支援教育総合研

究所の研修がこれまで以上に

充実することになると考え

る。 

 

・業務運営の効率化について

は、計画目標達成のため、で

きることはしっかりと取り組

んでいるものと考えている。 

 新たな教育課題へも対応し

ていくということ念頭にいれ

ながら引き続き適切な取組を

してほしい。 
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減となった。主な要因は、上述のとおり業務改善の取り組

みによるもののほか、危険性が指摘された間知石擁壁等を

修繕する必要が生じたため、平成 30 年度事業を徹底的に

節約し翌年度に修繕工事を実施することとしたものであ

る。 

 

○調達等合理化の取組 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進に

ついて」（平成 27 年５月 25 日総務大臣決定）に基づき、

当研究所の事務・事業の特性を踏まえ、PDCA サイクルに

より、公正性・透明性を確保しつつ、自律的かつ継続的に

調達等の合理化に取り組むため、平成 27 年度に調達等合

理化計画を策定したが、この計画の改訂に当たっては、毎

年、監事及び外部有識者によって構成する契約監視委員会

による点検を行い公表している。 

 

【契約の現状と要因の分析】 

（H30 調達等合理化計画の表１）（単位：百万円） 

 
平成 29 年度 平成 30 年度 比較増△減 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

競争 

入札等 

(75.0

％) 

24 

（73.

7％） 

125 

(73.1

％) 

19 

(80.6

％) 

116 

(△2

0.

8％) 

△5 

（△7.2％） 

△9 

企画競

争・公募 

(0.0 

％) 

0 

(0.0 

％) 

0 

(0.0 

％) 

0 

(0.0 

％） 

0 

(－％

) 

－ 

(－％) 

－ 

競争性の

ある契約 

（小計） 

(75.0

％) 

24 

（73.

7％） 

125 

(73.1

％) 

19 

(80.6

％) 

116 

(△ 

20.8 

％) 

△5 

（△7.2％） 

△9 

競争性の

ない随意

契約 

(25.0

％) 

8 

（26.

3％） 

45 

(26.9

％) 

7 

(19.4

％) 

28 

(△ 

12.5 

％) 

△1 

(△37.8％) 

△17 

合 計 

(100 

％） 

32 

（100

％） 

170 

(100 

％） 

26 

(100 

％） 

144 

(△ 

18.8 

％) 

△6 

(△15.3％) 

△26 

 

平成 30 年度の契約状況は、表１のとおりであり、契約

件数は 26 件、契約金額は約 144 百万円である。うち、競

争性のある契約は 19 件（73.1％）、約 116 百万円（80.6％）、

競争性のない随意契約は７件（26.9％）、約 28 百万円

（19.4％）となっている。 

平成 29 年度と比較して、競争入札等競争性のある件数

は５件の減（20.8％の減）、金額は９百万円の減である

（7.2％の減）。 

競争性のない随意契約は、ガス契約１件、水道契約１件、

システム保守契約４件及び論文データベース契約１件、の

計７件であり、これらについては他に供給することができ
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る業者が存在しないためである。 

なお、競争性のない随意契約については、内部統制推進

室での点検及び契約監視委員会の審査を受けている。 

 

（H30 調達等合理化計画の表２）（単位：百万円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 比較増△減 

２

者

以

上 

件

数 

13 

(54.2％) 

10 

(52.6％) 

△3 

(△23.1％) 

金

額 

84 

(67.2％) 

91 

(78.4％) 

7 

(8.3％) 

１

者

以

下 

件

数 

11 

(45.8％) 

9 

(47.4％) 

△2 

(△18.2％) 

金

額 

41 

(32.8％) 

25 

(21.6％) 

△16 

(△39.0％) 

合

 

計 

件

数 

24 

(100％) 

19 

(100％) 

△5 

(△20.8％) 

金

額 

125 

(100％) 

116 

(100％) 

△9 

(△7.2％) 

 

平成 30 年度の一者応札・応募の状況は、表２のとおり

であり、契約件数は９件（47.4％）、契約金額は約 25 百

万円（21.6％）である。 

 ２．予算執行の効率化 

 

独立行政法人会計

基準の改訂等により、

運営費交付金の会計

処理として、業務達成

基準による収益化が

原則とされたことを

踏まえ、収益化単位の

業務ごとに予算と実

績を管理する体制を

構築すること。 

２．予算執行の効率化 

 

独立行政法人会計基準の

改訂等により、運営費交付

金の会計処理として、業務

達成基準による収益化が原

則とされたことを踏まえ、

中期目標の業務に応じて

「研究活動」、「研修事業」、

「情報普及活動」、「インク

ルーシブ教育システム構築

推進事業」の業務ごとに予

算と支出実績を管理する体

制を構築・運用する。 

２．予算執行の効率化 

 

独立行政法人会計基準の改訂等によ

り、運営費交付金の会計処理として、

業務達成基準による収益化が原則とさ

れたことを踏まえ、中期目標の業務に

応じて「研究活動」、「研修事業」、

「情報普及活動」、「インクルーシブ

教育システム構築推進事業」の各業務

ごとに予算と支出実績を管理する体制

を構築・運用する。 

 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

・中期目標の各業務ご

とに応じた、予算と支

出実績の管理体制の構

築及び運用状況 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

独立行政法人特別支援教育総合研究所運営費交付金取

扱規程に、業務達成基準による運営費交付金の債務の適切

な収益化、使途の特定等に関して明確化するとともに、独

立行政法人国立特別支援教育総合研究所予算規程におい

て、予算責任者を指名して責任体制を明確化すること等に

より、予算と支出実績を管理する体制を構築・運用した。 

平成 30 年度においても中期目標の業務に応じた「研究

活動」、「研修事業」、「情報普及活動」、「インクルーシブ教

育システム構築推進事業」の業務ごとに予算及び支出実績

を管理し、四半期ごとに予算執行状況を把握し収益化を行

った。 

 

＜根拠＞ 

 

四半期ごとに予算執

行状況を作成し、役員

等に報告することによ

り、予算及び支出実績

の管理の向上を図っ

た。また、新たに定め

た予算規程に基づき、

予算と支出実績を管理

する運用を開始した。 

 

＜課題と対応＞ 

予算規程等に基づき

予算及び支出実績の管

理を確実に行い適正な

運用に努める。 

有識者意見 

・四半期ごとの予算執行状況

の確認は重要であり、予算執

行状況の適正化にもつなが

る。 

 ３．間接業務等の共同

実施 

 

「独立行政法人改

革等に関する基本的

な方針」（平成 25 年 12 

月 24 日閣議決定。以

下「基本方針」とい

３．間接業務等の共同実施 

 

 

「独立行政法人改革等に

関する基本的な方針」（平

成25年12月24日閣議決定。

以下「基本方針」という。）

を踏まえ、研究所、国立女

３．間接業務等の共同実施 

 

 

 共同実施を決定した業務について、

順次実施したうえで費用対効果及び効

率化等の検証を行う。 

 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

・共同実施をした業務

の実施状況、費用対効

果及び効率化等の検証

状況 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

当研究所、国立青少年教育振興機構、国立女性教育会館

及び教職員支援機構の４法人で「物品の共同調達」、「間接

事務の共同実施」、「職員研修の共同実施」について共同で

行い、費用対効果及び効率化等の検証を行った。 

 

＜根拠＞ 

  

 

 共同実施を決定した

業務について、順次実

施するとともに、費用

対効果の検証等を行い

つつ、新規業務の検討

有識者意見 

・間接業務等の共同実施は、

予算執行の効率化に向けて、

必要である。限られた予算の

中で、効率的に行うところは

効率的に行い、例えば、必要

となる人件費を充実させるた

めにも、この様な間接業務の
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う。）を踏まえ、研究

所、国立女性教育会

館、教職員支援機構、

国立青少年教育振興

機構の４ 法人は、効

果的・効率的な業務運

営のために間接業務

等を共同で実施し、中

期目標期間中に 15 業

務以上の実施につい

て検討するとともに、

その取組を一層推進

する。 

 

性教育会館、教職員支援機

構、国立青少年教育振興機

構の４法人で組織した「間

接業務等の共同実施に関す

る協議会」の報告（平成 26

年７月）に基づき、共同実

施することとした15種の業

務（「物品」、「間接事務」

及び「職員研修」）を着実

に実施する。さらに、費用

対効果等の検証を行いつ

つ、これ以上の共同実施の

取組を一層推進するよう検

討を進める。 

 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

○物品の共同調達 

平成 30 年度は、以下の品目について共同調達を実施し、

経費の削減に加え、契約担当法人以外の法人での契約行為

がなくなり、業務の効率化が図られた。 

・蛍光管 

・事務用品（ドッチファイル等） 

・電気供給の調達に係る入札手続き 

・電子書籍 

・古紙溶解  

 

○間接事務の共同実施 

平成 30 年度は、以下の業務について共同で実施するこ

とにより、業務の効率化、適正化を図った。 

・予定価格作成に係る積算 

・会計事務等の内部監査  など 

 

○職員研修の共同実施 

平成 30 年度は、以下の研修について共同で実施するこ

とにより、研修機会の増加や、主担当法人以外の法人の業

務の効率化、経費削減が図られた。また、研修を通じて４

法人間の職員の交流を図ることができた。 

・新人研修（文書作成研修、ビジネスマナー研修） 

・情報セキュリティ研修    

・独立行政法人制度（会計）研修    

も行い、間接業務等の

共同実施を一層推進す

ることができた。 

 

 

＜課題と対応＞ 

 今後も４法人の協議

会の場で進捗状況等の

確認を行い、間接業務

等の共同実施をより一

層推進していくこと

で、業務の効率化、経

費の削減を図る。 

 

共同実施のより充実を図るこ

とが求められる。 

 ４．給与水準の適正化 

 

研究所の給与水準

については、基本方針

を踏まえ、国家公務員

等の給与水準を十分

に考慮し、手当を含め

役職員給与の在り方

について厳しく検証

した上で、その適正化

を図るとともに、給与

水 準 及 び そ の 合 理

性・妥当性を対外的に

公表すること。 

４．給与水準の適正化 

 

給与水準については、「基

本方針」を踏まえ、国家公

務員の給与水準を十分考慮

し、手当を含め役職員給与

の在り方について厳しく検

証した上で、その適正化に

取り組むとともに、給与水

準及びその合理性・妥当性

の検証結果や取組状況を公

表する。また、総人件費に

ついては、政府の方針を踏

まえ、厳しく見直す。 

４．給与水準の適正化 

 

 給与水準については、「基本方針」

を踏まえ、国家公務員の給与水準を十

分考慮し、手当を含め役職員給与の在

り方について厳しく検証した上で、そ

の適正化に取り組むとともに、給与水

準及びその合理性・妥当性の検証結果

や取組状況を公表する。また、総人件

費については、政府の方針を踏まえ、

厳しく見直す。 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

・給与水準の適正化の

取組状況 

 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

＜主要な業務実績＞ 

  

役職員の給与水準については、主務大臣より、「給与水

準の比較指標では国家公務員の水準未満となっているこ

と等から給与水準は適正であると考える。引き続き適正な

給与水準の維持に努めていただきたい。」との検証結果を

得ており、総務大臣が定める様式により当研究所ホームペ

ージにおいて公表した。また、平成 30 年度の総人件費（最

広義人件費）は 692、788 千円であり、前年度比 4.9％の

減であった。 

＜根拠＞ 

 

 給与水準について

は、国家公務員の水準

未満となっていること

から、主務大臣より適

正であるとの検証結果

を得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 国家公務員の水準に

準拠し、適正な給与水

準の維持に努めてい

く。 

 

 

 

 

有識者意見 

・国家公務員等の給与水準を

考慮することは、適切である。 
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注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 
特になし。 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

３ 財務内容の改善に関する事項 

当該項目の重要度、難易

度 
難易度「高」 
 研究所の立地条件から、早急な改善は困難と思われ、難易度は高

い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビュー番号 １１８、１１９ 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

28 年度 29 年度 30 年度 令和元年度 令和２年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要

な情報 
体育館の稼働率 中期目標期間終了まで

に、50％以上 － 

22％ 

（28 年度計画

値：30％） 

44.1％ 

（29 年度計画

値：30％） 

52.8％ 

（30 年度計画

値：40％） 

 

（元年度計画値：

45％） 

  

グラウンドの稼働率 中期目標期間終了まで

に、50％以上 － 

35％ 

（28 年度計画

値：15％） 

36.4％ 

（29 年度計画

値：15％） 

41.3％ 

（30 年度計画

値：40％） 

 
（元年度計画値：

45％） 

  

         
         
         
         

注１）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載   
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 １．自己収入の確保 

 

積極的に競争的資金等

の外部資金導入を図ると

ともに、受益者負担の適

正化による自己収入の確

保に努めること。 

宿泊研修施設について

は、更なる利用促進に向

けた取組を行い、稼働率

の向上を図るとともに、

定期的に料金を検証し、

自己収入の拡大を図るた

めに必要な措置を講じ

る。 

１．自己収入の確保 

 

積極的に競争的資金等

の外部資金導入を図り間

接経費を確保するととも

に、研修員宿泊棟宿泊料等

の受益者負担の適正化に

よる自己収入の確保に努

める。 

なお、中期目標期間を通

じて、定期的に宿泊料等を

検証するなど、自己収入の

拡大を図るために必要な

措置を講じる。 

 

 

１．自己収入の確保 

 

積極的に競争的資金等の外部資金

導入を図り間接経費を確保するとと

もに、研修員宿泊棟宿泊料等の受益者

負担の適正化による自己収入の確保

に努める。 

 

 

なお、必要に応じて宿泊料等を検証

するなど、自己収入の拡大を図るため

に必要な措置を講じる。 

 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

・外部資金の導入状

況、自己収入の確保 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

＜主要な業務実績＞ 
 
○外部資金の獲得 

平成 28 年度の業務の実績に関する評価におい

て「資金の獲得に向けた組織的な取り組みが必

要。」との指摘を受けたことから、競争的資金の

獲得に向けて、研究職員に対して予算状況の説明

を行ったほか、会議で競争的資金の積極的な獲得

を促す等、外部資金の獲得に向け組織的に取り組

んだ。平成 29 年度比では、新規＋継続で３件増

加し 20 件となり、交付額も 5、536 千円増の 34、

526 千円となった。 

 

（科研費応募及び採択状況） 

 

 

平成30年度 平成29年度 

申請 採択 採択率 申請 採択 採択率 

新規 20件 8件 40％ 16 件 5 件 31％ 

新規＋継

続 
－ 20件 － － 17 件 － 

交付額 34、526千円 28、990 千円 

うち 

直接経費 
26、576千円 22、300 千円 

うち 

間接経費 
7、950千円 6、690 千円 

 

（科研費以外の外部資金） 

資金名 金額 研究課題名 

柳井正財団 5、000 

千円 

盲ろう幼児児童生徒の支援

体制整備に関わる研究 

大川情報通信基

金 

1,000 

千円 

点字初学者用の音声読み上

げ機能を備えた触読し易い

ＵＶ点字学習教材の開発 

一般社団法人日

本事業所内保育

団体連合会 

300 

千円 

国内の事業所内保育施設に

おける聴覚障害幼児の実態

に関する調査 

柳井正財団 5、000 

千円 

盲ろう幼児児童生徒の支援

体制整備に関わる研究 

 

このほか、他研究機関から研究分担者として、

延べ９名、計 2、921 千円（直接経費 2、270 千円、

間接経費 651 千円）の配分を受け、研究を実施し

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

科学研究費補助金をはじ

めとする外部資金の獲得に

向け組織的に取り組み、前年

度を上回る資金を確保する

ことができた。 

 

＜課題と対応＞ 

厳しい財政状況の中、期待

された研究成果をあげるた

めに、科学研究費補助金だけ

でなく、民間の外部資金の獲

得にも積極的に取り組み、引

き続き競争的資金の獲得及

び自己収入の確保に努める。 

 

評定  
＜評定に至った理由＞ 

 

＜評価すべき実績＞ 

 

＜今後の課題＞ 

 

＜その他事項＞ 

有識者意見 

・補助金の削減状況から、支出の

削減や自己収入の確保は重要と考

える。 

 

・競争的資金等の外部資金の導入

を図ることは必要であるが、競争

的資金を得る場合、その求めると

ころは短期間による成果をあげる

ことや効率性を求めることもあ

る。研究は、成果主義に走ると地

道な基礎研究がおろそかになるこ

ともある。 

 国立特別支援教育総合研究所

は、国としての特別支援教育の基

礎研究も行うことが期待されるた

め、成果がすぐに出る研究のみだ

けではなく、これまで以上の基礎

研究の充実を図ることを期待す

る。 
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た。 

障害のある子どもの教育のより一層の振興を

図るため、広く国民からの寄附金を募り、随時受

け入れている。平成 30 年度は、121 千円（３者）

の寄附申出があり、受け入れた 

 

○自己収入の確保 

研修員宿泊棟の宿泊料については、平成 25 年

度から 27 年度にかけて段階的に増額改定を行っ

てきた。平成 30 年度も引き続き自己収入の確保

に努めたところ、宿泊料収入の他、間接経費の増

加により、33、754 千円（平成 29 年度：30、937

千円）となった。 
 ２．体育館及びグラウン

ドの外部利用の促進 

 

体育館については、研

修事業での活用を図ると

ともに、障害者スポーツ

での利用を含め広く外部

利用を促進するために、

各種団体などへの積極的

な働きかけなどの具体的

な方針を早急に策定し、

取組を推進すること。 

グラウンドについて

は、体育館と同様に、障

害者スポーツでの利用を

含め広く外部利用を促進

するために、各種団体な

どへの積極的な働きかけ

などの具体的な方針を早

急に策定し、取組を推進

すること。 

 

【指標】 

・中期目標期間終了まで

に、体育館及びグラウン

ドの稼働率を 50％以上と

する（体育館 平成 23 年

度：32.1％、平成 24 年

度：19.0％ 、平成 25 年

２．体育館及びグラウンド

の外部利用の促進 

 

体育館について、研修事

業での活用を図るととも

に、体育館及びグラウンド

の障害者スポーツでの利

用を含めた幅広い外部利

用を促進するため、「体育

館及びグラウンドの外部

利用の促進に向けての対

応方針」を策定し、これに

基づき、ⅰ）広報活動の充

実、ⅱ）利用可能日の拡充、

ⅲ）利用可能時間の延長と

施設使用料設定の見直し、

ⅳ）利用申込方法の改善、

ⅴ）外部利用促進のための

事業の実施等を推進する。

これらの取組により、中期

目標期間終了までに、50％

以上の稼働率を確保する。 

 

２．体育館及びグラウンドの外部利用

の促進 

 

 「体育館及びグラウンドの外部利用

の促進に向けての対応方針」に基づ

き、ⅰ）広報活動の充実、ⅱ）利用可

能日の拡充、ⅲ）利用可能時間の延長

と施設使用料設定の見直し、ⅳ）利用

申込方法の改善、ⅴ）外部利用促進の

ための事業の実施等を推進する。これ

らの取組により平成 30 年度は、体育

館 40％以上、グラウンド 40％以上の

稼働率を確保する。 

＜主な定量的指標＞ 

・体育館 40％以上、

グラウンド 40％以上

の稼働率確保 

 

＜その他の指標＞ 

特になし 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 平成 29 年度に引き続き、障害者スポーツでの

利用を含め広く外部利用を促進するため、横須賀

市・横浜市の学校等や障害者団体等へパンフレッ

トを配布するとともに、研究所ホームページに利

用案内および予約状況等を掲載し幅広い広報に

努めた。 

平成 30 年度の障害者スポーツ団体の利用実績

は、平成 30 年５月、９月に日本デフバドミント

ン協会、平成 30 年 10 月に日本デフバレーボール

協会が利用した。 

 平成 30 年度の体育館の稼働率は 52.8％（目標

値 40％）、グラウンドの稼働率は 41.3％（目標

値 40％）であった。 

＜根拠＞ 

 

 

外部利用促進のため、広報

活動や利用方法の周知を図

り、体育館及びグラウンドと

もに目標を上回る稼働率を

確保することができた。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、近隣地域や障害

者スポーツ団体等に対する

広報活動に努めること、利用

方法の改善等の利便性の向

上に努めることで、更なる稼

働率の向上を図る。 

有識者意見 

・外部利用に際し、業務実績にも

あるように、国立特別支援教育総

合研究所としての矜持が持てる利

用内容であることを期待したい。 

 

・体育館の稼働率が前年度に比べ

て、上昇しており、取組が評価で

きる。2020 オリンピック・パラリ

ンピック開催の観点からも、障害

者スポーツでの利用を含め、引き

続き積極的な広報に努めてほし

い。 

・グラウンドについては使用がな

かなか難しい現状があるようであ

るが、体育館同様、外で行われる

障害者スポーツに取り組めると良

い。 
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度：19.6％ 、平成 26 年

度：13.7％、グラウンド 

平成 23 年度：36.8％、平

成 24 年度：38.6％、平成

25 年度：9.9％ 、平成 26

年度：6.7％）。 

【優先度：高】【難易度：

高】 

これまでの実績から、利

用率向上のための取組を

早急に進めていくことが

必要であり、優先度は高

い。また、研究所の立地

条件から、早急な改善は

困難と思われ、難易度は

高い。 

 

 ３．保有財産の見直し 

 

保有財産については、

その保有の必要性につい

て不断の見直しを行うこ

と。特に、体育館、グラ

ウンドについては、利用

実績等を踏まえ保有の必

要性を検討すること。 

 

３．保有財産の見直し 

 

（１）保有財産について

は、その保有の必要性につ

いて不断の見直しを行う。 

（２）体育館、グラウンド

については、中期目標期間

における利用実績等を踏

まえ、「独立行政法人の保

有資産の不要認定に係る

基本的視点について」（平

成 26 年総務省行政管理

局）に基づき、その保有の

必要性を随時検討し、仮に

不要と判断される場合に

は、用途廃止を含め、その

処分について検討を進め

る。 

３．保有財産の見直し 

 

 保有財産については、その保有の必

要性について不断の見直しを行う。 

 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

特になし 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

＜主要な業務実績＞ 

 

保有財産については、当研究所の研究・研修事

業等に活用されており、必要なものと判断してい

る。また、施設環境委員会を開催し、保有財産が

必要であることを確認するとともに有効利用の

促進に努めている。 

 

＜根拠＞ 

 

 保有財産については研

究・研修事業等に活用されて

おり、必要なものと判断して

いる。 

 

＜課題と対応＞ 

 保有財産の有効活用に努

め、施設環境委員会で必要性

について確認を行うなど、不

断の見直しを行う。 

有識者意見 

・継続することが期待される。 

 ４．固定的経費の節減 

 

会議等のペーパーレス

化等、管理運営コストの

節減、効率的な業務運営

を行うこと等により、固

定的経費の節減を図るこ

４．固定的経費の節減 

 

 会議等のペーパーレス

化等、管理運営コストの節

減、効率的な業務運営を行

うこと等により、固定的経

費の節減を図る。 

４．固定的経費の節減 

 

 会議等のペーパーレス化等、管理運

営コストの節減、効率的な業務運営を

行うこと等により、固定的経費の節減

を図る。 

 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

特になし 

 

＜評価の視点＞ 

＜主要な業務実績＞ 

 

旅費の支払通知の電子メール化、タブレット端

末を活用した所内会議の実施等によりペーパー

レス化を推進した。 

また、複合機の契約方法の見直しにより、前年

に比べて 605 千円削減した。 

＜根拠＞ 

 

複合機に関する契約を見

直すことにより、固定的経費

の削減を図ることができた。 

 

＜課題と対応＞ 

有識者意見 

・消費電力の少ない機器の活用、

ごみ処理方法の見直しなど細かい

ところまで気を配り支出の削減に

努めている。 

 

・継続することが期待される。 
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と。 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 予算、収支計画及び資

金計画 

１．中期計画予算 

 別紙１のとおり（※事

業等のまとまりごとに

作成予定） 

２．平成 28 年度～32 年度

収支計画 

 別紙２のとおり（※予

算の作成単位に合わせ

て作成予定） 

３．平成 28 年度～32 年度

資金計画 

 別紙３のとおり（※予

算の作成単位に合わせ

て作成予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 予算、収支計画及び資金計画 

１．平成 30 年度予算 

収入    1,091,360 千円 

運営費交付金 

1,049,000 千円 

施設整備費補助金 

 37,584 千円 

雑収入             4,776千円 

 

 

支出    1、091、360 千円 

人件費    706,500 千円 

一般管理費  115,343 千円 

業務経費   231,933 千円 

研究活動     53,002 千円 

研修事業     90,246 千円 

情報普及活動   70,715 千円 

インクルーシブ教育システム構築推

進事業             17,970 千円 

施設整備費   37,584 千円 

 

 

 

 

２．平成 30 年度収支計画 

費用の部  1,056,014 千円 

人件費    706,500 千円 

一般管理費  115,343 千円 

業務経費    234,171 千円 

 

 

 

収益の部  1,056,014 千円 

運営費交付金収益    

 1,049,000 千円 

自己収入         4,776 千円 

資産見返運営費交付金戻入 

特になし 東京事務所（学術総合センター）を平成 30 年

３月末に廃止し、年間約 1,000 千円（平成 29 年

度実績）の削減となった。 

 

 

１．平成 30 年度予算 

収入       1,121,853 千円 

運営費交付金   1,049,000 千円 

施設整備費補助金  31,469 千円 

寄附金収入           421 千円 

雑収入           27,785 千円 

受託事業等（間接経費含む） 

                  13,178 千円 

 

 

支出            972,497 千円 

人件費          688,171 千円 

一般管理費       40,951 千円 

業務経費        197,274 千円 

   研究活動        38,733 千円 

   研修事業        67,555 千円 

   情報普及活動    72,500 千円 

   インクルーシブ教育システム 

   構築推進事業    18,486 千円 

施設整備費       31,469 千円 

寄附金            1,672 千円 

受託事業等（間接経費含む） 

                 12,960 千円 

 

２．平成 30 年度収支計画 

費用の部    964,844 千円 

   人件費       688,171 千円 

   一般管理費    46,473 千円 

   業務経費     227,491 千円 

  財務費用       1,340 千円 

  臨時損失       1,369 千円 

 

収益の部    953,333 千円 

  運営費交付金収益 

                 904,670 千円 

  自己収入       33,755 千円 

  資産見返運営費交付金戻入 

 契約の見直しや会議等の

ペーパーレス化を推進し、引

き続き固定的経費の削減を

図る。 
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Ⅴ 短期借入金の限度額 

   限度額３億円 

短期借入金が想定され

る事態として、運営費交付

金の受入れが遅延する場

合や予想外の退職手当な

どに対応する場合を想定。 

 

Ⅵ 剰余金の使途 

研究の高度化・高品質化の

ための経費に充当する。 

  2,238 千円 

 

 

 

３．平成 30 年度資金計画 

資金支出  1,091,360 千円 

業務活動による支出 1,053,776千円 

投資活動による支出   37,584千円 

 

資金収入  1,091,360 千円 

業務活動による収入 1,053,776千円 

投資活動による収入   37,584千円 

 

Ⅴ 短期借入金の限度額 

  限度額３億円 

 短期借入金が想定される事態とし

て、運営費交付金の受入れが遅延する

場合や予想外の退職手当などに対応

する場合を想定。 

 

 

Ⅵ 剰余金の使途 

 剰余金が生じた場合は、研究の高度

化・高品質化のための経費に充当す

る。 

                  14,584 千円 

  その他収益        151 千円 

  臨時収益          173 千円 

 

３．平成 30 年度資金計画 

資金支出             972,497 千円 

業務活動による支出   941,028 千円 

投資活動による支出   31,469 千円 

 

資金収入            1,121,853 千円 

業務活動による収入 1,090,384 千円 

投資活動による収入    31,469 千円 

 

＜主要な業務実績＞ 

 該当なし。 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 該当なし。 

 

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 
特になし。 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

４ その他業務運営に関する重要事項 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビュー番号 １１８、１１９ 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

28 年度 29 年度 30 年度 令和元年度 令和２年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要

な情報 
         
         

         
         
         
         

注１）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載    

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 １．内部統制の充実 

 

研究所の内部統制に

ついては、基本方針を

踏まえ、理事長のリー

ダーシップに基づく自

主的・戦略的な組織運

営、適切なガバナンス

により、国民に対する

説明責任を果たしつ

つ、法人の政策実施機

能の最大化を図るた

め、内部統制システム

を充実・強化すること。 

各種の規程を整備す

るとともに、内部統制

の仕組みが確実に機能

を発揮した上で組織及

び業務の運営がなされ

１．内部統制の充実 

 

内部統制については、理事長

のリーダーシップに基づく自

主的・戦略的な組織運営、適切

なガバナンスにより、国民に対

する説明責任を果たしつつ、法

人の政策実施機能の最大化を

図るため、内部統制の推進に関

する委員会等を設置し、内部統

制システムの充実・強化を図

る。 

内部統制の推進に関する規

程等を整備するとともに、内部

統制の仕組みが確実に機能を

発揮した上で組織及び業務の

運営がなされるよう、 

①研究所のミッションや理事

長の指示が確実に全役職員に

１．内部統制の充実 

 

 内部統制については、理事長のリーダー

シップに基づく自主的・戦略的な組織運

営、適切なガバナンスにより、国民に対す

る説明責任を果たしつつ、法人の政策実施

機能の最大化を図るため、内部統制の推進

に関する委員会等を設置し、内部統制シス

テムの充実・強化を図る。 

 

 

 

内部統制の推進に関する規程等を整備

するとともに、内部統制の仕組みが確実に

機能を発揮した上で組織及び業務の運営

がなされるよう、 

①研究所のミッションや理事長の指示が

確実に全役職員に伝達されるため、掲示板

システム等の情報システムの整備 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

 

＜その他の指標＞ 

特になし 

 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

内部統制委員会、内部統制推進室会議を設

け体制整備を図り、災害に関するリスク、業

務に関するリスク等の検討を行い、それに基

づき対応した。また、理事長が主催する月２

回の総合調整会議において各部・センターへ

の情報の共有・伝達に努めた。掲示板システ

ムを備えた情報システムを活用し、全職員へ

の情報伝達や、定期的な内部監査及び監事監

査の実施、監査結果の理事長への報告等の伝

達を迅速に行い、内部統制の強化を図った。 

特に研究所における災害予防、災害応急対

策及び災害復旧等を総合的かつ計画的に推

進するともに研究所が被災した場合におい

て研究所の役割を適切に果たすため、防災業

務計画及び業務継続計画（首都直下地震）を

策定した。また、国の新型インフルエンザ等

感染症の対応計画に準じ、業務継続計画（新

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

左記の業務実績により、

リスクマネジメントの向

上、組織内部の情報の伝達

の円滑化、監査結果の伝達

による業務改善が図られ、

内部統制の充実・強化が図

られた。 

 

 

＜課題と対応＞ 

監査で指摘があった事

項については、次年度も継

続的に監査を行い、業務改

善が図られているか確認

し、引き続き内部統制の充

実・強化に努める。 

 

評定  
＜評定に至った理由＞ 

 

＜評価すべき実績＞ 

  

＜今後の課題＞ 

  

＜その他事項＞ 

有識者意見 

・監査による指摘はどのようなこ

とで、既に改善が図られている

か。 

 

・リスクマネジメントは、組織に

とり重要であり、その一層の充実

が求められる。 
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るよう、 

① 研究所のミッショ

ンや理事長の指示が確

実に全役職員に伝達さ

れる仕組みの構築 

② 研究所のマネジメ

ント上必要なデータを

組織内で収集・共有し、

理事長に伝達した上

で、組織・業務運営に

おいて活用 

③ 内部統制が有効に

機能しているかどうか

を継続的にモニタリン

グを、理事長のリーダ

ーシップの下、日常的

に進めていくこと。 

伝達されるため、掲示板システ

ム等の情報システムの整備 

②研究所のマネジメント上必

要なデータについて、各種会議

等で情報の収集・共有を行い理

事長に伝達した上で、組織・業

務運営において活用 

③内部統制を有効に機能させ

るため、定期的な内部監査の実

施及び監査結果の業務への反

映を理事長のリーダーシップ

の下、日常的に進める。 

②研究所のマネジメント上必要なデータ

について、各種会議等で情報の収集・共有

を行い理事長に伝達した上で、組織・業務

運営において活用 

③内部統制を有効に機能させるため、定期

的な内部監査の実施及び監査結果の業務

への反映を理事長のリーダーシップの下、

日常的に進める。 

 

型インフルエンザ等）を策定した。 

 

 

 

 ２．情報セキュリティ

対策の推進 

 

政府機関の情報セキ

ュリティ対策のための

統一基準群を踏まえ、

情報セキュリティ・ポ

リシーを適時適切に見

直すとともに、これに

基づき情報セキュリテ

ィ対策を講じ、情報シ

ステムに対するサイバ

ー攻撃への防御力、攻

撃に対する組織的対応

能力の強化に取り組む

こと。 

 

 

 

 

また、対策の実施状

況を毎年度把握し、Ｐ

ＤＣＡサイクルにより

情報セキュリティ対策

の改善を図ること。 

２．情報セキュリティ対策の推

進 

 

政府機関の情報セキュリテ

ィ対策のための統一基準群を

踏まえ、情報セキュリティ・ポ

リシーを情報技術の進歩、新た

な脅威の発生等に応じて、適時

点検し、必要に応じて内容の追

加修正等の見直しを行うこと

により、情報セキュリティ水準

を適切に維持する。 

これに基づき、情報システム

への侵入テスト等、サイバー攻

撃への耐性を確認するための

検査及び評価を年１回以上実

施し、当該結果を反映させた対

策を施すことにより、防御力の

改善及び強化を図る。 

 

併せて、情報セキュリティイ

ンシデントへの対処方法・手順

を含めた情報セキュリティに

関する訓練・研修を年１回以上

実施し、組織的対応能力の強化

２．情報セキュリティ対策の推進 

 

 

 政府機関の情報セキュリティ対策のた

めの統一基準群を踏まえ、情報セキュリテ

ィ・ポリシーを情報技術の進歩、新たな脅

威の発生等に応じて、適時点検し、必要に

応じて内容の追加修正等の見直しを行う

ことにより、情報セキュリティ水準を適切

に維持する。 

これに基づき、情報システムへの侵入テ

スト等、サイバー攻撃への耐性を確認する

ための検査及び評価を年１回以上実施し、

当該結果を反映させた対策を施すことに

より、防御力の改善及び強化を図る。 

 

 

 

 

 

併せて、情報セキュリティインシデント

への対処方法・手順を含めた情報セキュリ

ティに関する教育・訓練・研修を年１回以

上実施し、職員への周知徹底及び組織的対

応能力の強化を図る。 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

特になし 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

○情報セキュリティ・ポリシーの見直し 

平成30年７月に、「政府機関等の情報セキ

ュリティ対策のための統一基準群」が改定さ

れたことを踏まえ、研究所の関係規定の見直

しを行い、所要の改正を図った。 

 

○リスクの評価 

情報セキュリティ委員会を開催し、研究所

の基幹システム及び財務会計システム、人事

給与システム等について、連絡体制の確認、

情報システム台帳の整備等を行うとともに、

情報セキュリティに関するリスクの洗い出

し及び評価を行った。 

 

○自己点検の実施 

研究所の情報セキュリティ対策基準にお

いて実施が求められている情報セキュリテ

ィ対策の実施状況について、各人が自ら確認

するための自己点検を行った。 

 

○情報セキュリティ監査 

人事・給与システムに関する監査を 12 月

＜根拠＞ 

 

 

情報セキュリティ・ポリ

シーの改正を行ったこと、

職員を対象とした研修や

自己点検を実施したこと

により、情報セキュリティ

水準の維持向上を図ると

ともに、職員の情報セキュ

リティ意識の向上を図っ

た。 

 

 

＜課題と対応＞ 

 引き続き情報セキュリ

ティの強化を図るととも

に、研修等を通じて職員の

情報セキュリティ意識の

向上を図ることで、情報セ

キュリティ水準を適切に

維持していく。 

有識者意見 

・今日、どの組織においても情報

セキュリティは重要であり、情報

の運用と活用については、十分な

配慮が求められる。 
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 を図る。 

また、自己点検等で対策の実

施状況を毎年度把握し、ＰＤＣ

Ａサイクルにより情報セキュ

リティ対策の改善を図る。 

 

 

また、自己点検等で対策の実施状況を毎年

度把握し、ＰＤＣＡサイクルにより情報セ

キュリティ対策の改善を図る。 

に行い、その結果を踏まえて最高情報セキュ

リティ責任者より、改善を要請した。 

 

○情報セキュリティに関する教育・訓練・研修 

  全役職員を対象に、平成31年２月に標的型

メール訓練を実施するとともに、情報セキュ

リティインシデントへの対処や標的型メー

ルの特徴、著作権についての留意事項等内容

とした研修会を開催した。 

 

○図書業務システムの更新 

図書業務システムについて、必要なセキュ

リティ事項を踏まえた仕様を策定し、９月に

入札を行い、平成 31 年３月末に更新を行っ

た。 

 ３．筑波大学附属久里

浜特別支援学校との連

携・協力 

 

研究所と筑波大学附

属久里浜特別支援学校

が、相互の連携による

教育研究交流を通し

て、障害のある子供の

教育に関する実際的・

総合的な教育研究の推

進を図ること。 

また、共同調達の取

組について、一層推進

するよう検討を進める

こと。 

 

３．筑波大学附属久里浜特別支

援学校との連携・協力 

 

 

 研究所と筑波大学附属久里

浜特別支援学校が、相互の連携

による教育研究交流を通して、

障害のある子供の教育に関す

る実際的・総合的な教育研究の

推進を図る取組を行う。 

 また、効果的・効率的な業務

運営のため、研究所と筑波大学

との共同調達の取組について、

一層推進するよう検討を進め

る。 

３．筑波大学附属久里浜特別支援学校との

連携・協力 

 

 

 研究所と筑波大学附属久里浜特別支援

学校が、相互の連携による教育研究交流を

通して、障害のある子供の教育に関する実

際的・総合的な教育研究の推進を図る取組

を行う。 

また、効果的・効率的な業務運営のため、

研究所と筑波大学との共同調達の取組に

ついて、一層推進するよう検討を進める。 

 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

筑波大学附属久里

浜特別支援学校と教

育研究の推進を図る

取組を行ったか。 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

○教育研究の推進 

 筑波大学附属久里浜特別支援学校と共同

し、円滑な教育研究協力及び児童等の教育に

ついて相互協力に資するため、国立特別支援

教育総合研究所・筑波大学附属久里浜特別支

援学校連絡会議を設け、定期的に運営等の課

題について連絡調整を図っている。 

また、科研費による研究課題「共に学ぶ場

における発達障害児と典型発達児の他者・自

己理解を促進する心理教育的支援」におい

て、同校の協力を得て研究を推進している。 

 

○共同調達 

 筑波大学附属久里浜特別支援学校と共同

し、平成 30 年度は、学校給食及び研修員の

宿泊を伴う食事を提供するための食堂運営

業務の共同調達を実施した。 

 

○インターンシップ生徒の受け入れ 

筑波大学附属久里浜特別支援学校と共同

し、平成 30 年６月と 11 月に近隣の特別支援

学校高等部生徒各 1名をそれぞれ５日間、９

日間、現場実習として受け入れた。 

＜根拠＞ 

 

 

 

 筑波大学附属久里浜特

別支援学校との連絡会議

や研究協力機関として研

究を推進したこと、共同調

達の取組を通じて効果

的・効率的な業務運営に資

することができた。 

 行事や事業の広報活動

も互いに協力することで、

効果的に行う事ができた。 

 

 

＜課題と対応＞ 

 筑波大学附属久里浜特

別支援学校との連携を深

めていくことで、教育研究

及び共同調達の取組を推

進し、効果的・効率的な業

務運営を行う。 

有識者意見 

・筑波大学附属久里浜特別支援学

校と国立特別支援教育総合研究

所との立地を生かした協力関係

のより充実が期待される。特に、

実践的研究のために特別支援学

校は重要であり、特別支援学校自

体の様々な充実を図ることも求

められる。 

 

・本研究所は研究機関であるが、

実践を行っている筑波大学附属

久里浜特別支援学校が、立地的に

も隣接している。今後も、研究し

ている内容と実践が関連し、より

効果の高いものとなるよう連携

の推進に努められたい。 
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 ４．施設・整備に関す

る計画 

 

業務の円滑な実施に

必要な施設整備を進め

るとともに、管理施設

の長寿命化のための計

画的な修繕・改修等を

推進すること。 

 

４．施設・整備に関する計画 

 

 

 研究活動、研修事業、情報普

及活動、インクルーシブ教育シ

ステム構築推進事業等の業務

の円滑な実施に必要な施設整

備を進めるとともに、管理施設

の長寿命化のための計画的な

修繕・改修等を推進する。 

 本中期計画期間中に整備す

る施設・設備は別紙４のとお

り。 

 

４．施設・整備に関する計画 

 

 

 研究活動、研修事業、情報普及活動、イ

ンクルーシブ教育システム構築推進事業

等の業務の円滑な実施に必要な施設整備

を進めるとともに、管理施設の長寿命化の

ための計画的な修繕・改修等を推進する。 

（平成 30 年度施設整備） 

 特別支援教育情報センター棟屋上空調

設備改修等工事 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

研究所の業務の円

滑な実施に必要な施

設整備を進めたか。 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

＜主要な業務実績＞ 

  

 

研究所業務の円滑な実施や施設の長寿命化

に資するため、特別支援教育情報センター棟の

経年劣化や塩害による劣化防止のための屋上

空調設備等改修工事及び灌水機設置工事を行

い、それぞれ平成 30 年 10 月、平成 31 年３月

に竣工した。  

＜根拠＞ 

 

 

研究所業務の円滑な実

施及び施設の長寿命化の

ため、計画どおり、屋上空

調設備等改修工事等を行

い年度内に竣工すること

ができた。 

 

＜課題と対応＞ 

 引き続き、計画的な施設

整備を行い、研究所業務の

円滑な実施及び施設の長

寿命化を推進する。 

有識者意見 

・研究業務を行うためには、環境

整備が必要であり、そこには予算

措置が伴わなければならない。研

究に対してのソフト面の充実は

言うまでも無く、ハード面での充

実を図ることが、国立特別支援教

育総合研究所としての役割をよ

り充実することにつながること

からも、予算措置をきちんと行う

ことが重要となる。 

 ５．人事に関する計画 

 

新規採用や人事交流

等により、研究職員・

事務職員の幅広い人材

の確保に努めること。

また、研修等の実施に

より職員の資質向上を

図ること。 

５．人事に関する計画 

 

（１）方針 

研究所の研究活動、研修事

業、情報普及活動、インクルー

シブ教育システム構築推進事

業等を効率的に行うため、業務

運営の効率化や業務量の変動

に応じた柔軟な組織体制の構

築に努めるとともに、新規採用

や人事交流により幅広い人材

の確保を図り、職員の計画的か

つ適正な配置を行う。また、必

要に応じて任期付研究員・客員

研究員等を採用し、研究活動等

を強化する。 

さらに、職員の資質の向上や

専門的な能力の向上を図るた

め、職員研修等を計画的に実施

するとともに、実施に際して

は、「基本方針」を踏まえ、他

法人との共同実施による職員

研修とするなど、効率化を図

る。 

 

（２）人員に係る指標 

 常勤職員数については、適宜

５．人事に関する計画 

 

（１）方針 

 研究所の研究活動、研修事業、情報普及

活動、インクルーシブ教育システム構築推

進事業等を効率的に行うため、業務運営の

効率化や業務量の変動に応じた柔軟な組

織体制の構築に努めるとともに、新規採用

や人事交流により幅広い人材の確保を図

り、職員の計画的かつ適正な配置を行う。

また、必要に応じて任期付研究員・客員研

究員等を採用し、研究活動等を強化する。 

 

 

 

 

さらに、職員の資質の向上や専門的な能

力の向上を図るため、職員研修等を計画的

に実施するとともに、実施に際しては、基

本方針を踏まえ、他法人との共同実施によ

る職員研修とするなど、効率化を図る。 

 

 

 

 

（２）人員に係る指標 

 常勤職員数については、適宜適切に、業

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

・業務運営の効率化や

業務量の変動に応じ

た柔軟な組織体制の

構築に努めたか 

・新規採用や人事交流

により幅広い人材の

確保を図ったか 

・職員研修の計画的な

実施及び他法人との

共同実施による職員

研修を行ったか 

・常勤職員について業

務等を精査し職員数

の適正化に努めたか 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

○業務運営の効率化 

組織体制については、業務量等を勘案し、

平成 29 年度から引き続き４部２センター制

を維持した。また、新たな業務への対応とし

てワーキンググループを組織するなど、業務

量の変動等に柔軟に対応した。 

 

○職員の計画的配置 

人材の確保については、公募等を行うこと

により３名の新規採用を行うとともに、教育

委員会及び大学等との人事交流等により５

名受け入れた。さらに、研究活動等の強化を

図るため、７名の客員研究員を採用した。 

 

○職員研修 

職員研修については、国立青少年教育振興

機構、国立女性教育会館、教職員支援機構と

共同で実施することで、単独では実施困難な

研修や業務の効率化、経費の節減を図った

（新規職員採用研修、独立行政法人制度（会

計）研修、情報セキュリティ研修を実施）。

また、横浜国立大学主催の事務情報化推進研

修へ職員を派遣するほか、所内においては、

人事評価制度研修、公文書管理研修、メンタ

ルヘルス研修会等を実施し、職員の資質向上

＜根拠＞ 

 

 組織体制は維持しつつ、

新たな業務への対応とし

てワーキンググループを

設置するなど業務量の変

動等に柔軟に対応した。ま

た、公募や人事交流等によ

り幅広い人材を確保した

ことにより、職員の適正な

配置を行うことができた。 

職員の資質向上を図る

職員研修については、他法

人と共同で実施すること

により、効率化した。 

 

 

＜課題と対応＞ 

 引き続き、業務量に応じ

た柔軟な組織体制の構築

を図るとともに、人事交流

等による人材の確保、効率

的な職員研修等の実施等

により、職員の資質向上や

専門的な能力の向上に努

める。 

有識者意見 

・国における働き方改革につい

て、研究所の取組はどのようにな

っているか。 

 

・近年、公務員の削減ばかりが言

われるが、国際的に見ても日本の

公務員の対人口あたりの比率は

低いものとなっている。民間では

出来ない事業や研を行うことが

公務員には課せられており、その

充実を図ることが国としての研

究機関には必要であることを確

認したい。それは、単に効率化を

図ることだけではなく、人員等を

含めて充実が必要である。 

 

・教育委員会及び大学等との人事

交流については、交流者を出す側

にとっても大変メリットが大き

いと思われることから継続（拡

大）してほしい。 
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適切に、業務等を精査し、職員

数の適正化に努める。 

（参考） 

 中期目標期間中の人件費総

額見込み 

  2、964 百万円 

 ただし、上記の額は、役員及

び常勤職員に対する給与、賞

与、その他の手当であり、退職

手当及び法定福利費は含まな

い。 

務等を精査し、職員数の適正化に努める。 

客員研究員等を任命し、研究活動の活性

化を図る。また、教育委員会、大学等との

人事交流により、必要な人員の確保に努め

る。 

 

等に努めた。 

 

○働き方改革 

  働き方改革の一環として、テレワーク制度

の試行を開始し、17 名の職員が利用した。 

 

○職員数の適正化 

常勤職員数については、業務量を勘案し、

昨年度比１名減の 67 名とした。 

 

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 
特になし。 

 


